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状況や地域貢献活動などについて、開示して

おります。当金庫をより一層ご理解いただく

ための資料として、お役立てください。

掲載写真/大手門
大手門は樹齢100年以上の飫肥杉を4本使い、昭和53年（1978）7月に復元されました。
木造渡櫓（とろ）、本瓦葺き（ふき）の重厚な造りの江戸時代の櫓門です。
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ごあいさつ

理事長　古 澤 秀 樹

古　　澤　　秀　　樹理事長

平成２６年６月

　初夏の候、会員の皆様には、ますますご清祥のこととお
慶び申し上げます。
　平素は、南郷信用金庫” なんしん” をご愛顧賜り厚く御
礼申し上げます。
　さて、平成２５年度のわが国経済は、平成２４年末の政
権交代以降、①大胆な金融緩和、②機動的な財政政策、③民間
投資を喚起する新たな成長戦略の３本の矢を柱とするアベ
ノミクスの発動によって、日本経済は３年ぶりに高い経済
成長率を実現し、円安・株高を背景に輸出関連産業を中心
に企業業績が上向き、長びくデフレからの脱却に向けて緩
やかな回復基調が見られるなど、着実に実体経済に影響を
及ぼしました。
　一方、地域経済は、少子高齢化や国内産業の空洞化に加え、
円安に伴う原材料高騰の影響もあり、未だ回復の実感には
乏しく、消費税率引上げ後の消費の落込みや収益の悪化等
が懸念され、依然として停滞感の強い状況が続いておりま
す。
　このような中、当金庫は業界新３か年計画「しんきん『つ
なぐ力』発揮」との整合性を図り、「なんしん『つなぐ力』発揮」
２ケ年計画を策定し、「収益力の回復・強化と経営の効率化」
を喫緊の課題に掲げ、貸出金の増強はもとより、顧客基盤
の拡大に向けた各種営業戦略を展開するとともに、信用コ
ストや諸経費の削減、店舗の統廃合による人員の抑制に努
めました。
　さらに、信用金庫の特性であり強みでもある「つなぐ力」
を効果的に発揮し、不況下で厳しい状況にある地域の中小
企業の経営を支えるため、引続き、貸出条件の変更や経営
改善支援等の課題解決型金融の取組みを深化させるととも
に、地域活性化への継続的な推進を通じて持続的発展が可
能な地域社会づくりを目指してまいりました。
　その結果、このような経済情勢の中にあって、金融機関
の健全な体質を示す指標となる自己資本比率は、新しい自
己資本規制（バーゼルⅢ）においても１４．７６％となり、
ご安心してお取引いただける経営体力を堅持するとともに、
地域社会に確固たる地位を確立することができました。
　これも偏に、会員をはじめ、地域の皆さま方の深いご理
解と温かいご支援の賜物であり、心より感謝申し上げる次
第であります。
　今後とも、地域において存在感・信頼感の高い” なんしん”
となるべく、役職員一丸となり英知を結集してまいる所存
でございますので、倍旧のご支援ご鞭撻を賜りますよう衷
心よりお願い申し上げます。
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　当金庫の持つ「思いやり」と「信頼」をさらに強化し、会員をはじめ地域の
方々と連携して「豊かな未来」を目指します。

■経営方針

■信用金庫の３つのビジョン

■当金庫の経営理念

ご
あ
い
さ
つ
・
当
金
庫
の
基
本
的
な
考
え
方

　当金庫は、地域金融機関として信用金庫の３つのビジョンを基本に、その社会
的使命・役割の達成に向けて次の経営理念を掲げています。

当金庫の基本的な考え方

中小企業の健全な発展

豊かな国民生活の実現

地域社会繁栄への奉仕

信　頼

思いやり

豊かな未来

地域密着型金融の推進

独自性のさらなる発揮

永続性のある経営の確立

1

2

3

1

2

3

2



組織図・沿革 

◆組織機構図

◆役員一覧
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総　　代　　会 

名寄せデータ整備委員会 

個人情報保護対応委員会 

余裕金運用委員会 

資 産 査 定 委 員 会 

融 資 委 員 会 

経営力強化委員会 

賞　罰　委　員　会 

不祥事件対策委員会 

常 勤 理 事 会 
理　　事　　長 
専　務　理　事 
常　務　理　事 
常　勤　理　事 

常　勤　監　事 

常 勤 役 員 会 

リスク管理委員会 

理　　事　　会 
監 事 会 監 査 法 人 

コンプライアンス委員会 

相談・苦情処理委員会 

店 課 長 会 
各担当者会・委員会 

理 事 長 

専 務 理 事 

常 務 理 事 

常 勤 理 事 

常 勤 理 事 

常 勤 理 事 

 

常 勤 監 事 

古 澤 秀 樹
阿 部 政 廣
藤 井 一 司
鷹 衞 哲 郎
中 村 久 文 
山 本 一 夫

古 澤 　 求

非常勤理事

非常勤理事

非常勤理事

非常勤理事

非常勤監事

非常勤監事

石 倉 栄 二
﨑 村 正 次
松 田 　 繁
谷 口 榮 一

大 島 健 志
竹 井 　 豊

平成26年7月１日現在

相談役 
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組
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図
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沿
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NANSHIN 2014  DISCLOSURE

大正15年11月

昭和 2年 1月
昭和10年 3月
昭和11年 1月
昭和11年 2月
昭和13年 4月
昭和14年 3月
昭和15年 7月
昭和25年 2月

昭和27年 6月

昭和38年 2月
昭和39年10月
昭和44年 7月
昭和44年 8月
昭和45年 5月
昭和48年11月
昭和52年 6月
昭和55年10月
昭和56年 4月
昭和57年 4月
昭和60年 4月
平 成 元 年 5月
平成 7年 5月
平成13年 3月
平成15年 2月
平成17年 4月
平成19年 3月
平成21年 6月
平成21年11月
平成22年 1月
平成2３年 1月

平成2５年 3月
平成2５年 6月

産業組合法に基づく有限責任目井津信用組合を設立
初代組合長に河野宇市就任
南郷町目井津に店舗設置
営業地区を南郷町目井津一円とする。
第２代組合長に神恵曽平就任
保証責任目井津信用組合に名称変更
第３代組合長に岩切豊三郎就任
保証責任目井津信用利用組合に名称変更
第４代組合長に神恵曽平就任
第５代組合長に西村喜相治就任
保証責任目井津信用販売購買利用組合に名称変更
中小企業協同組合法に基づく南郷信用組合に改組
営業地区を南郷町一円に拡張
信用金庫法に基づく南郷信用金庫に改組
初代理事長に西村喜相治就任
営業地区を串間市一円に拡張
串間市大字西方に串間支店設置
串間市大字本城に本城支店設置
営業地区を日南市の一部旧細田町に拡張
営業地区を日南市及び南那珂郡北郷町に拡張
南郷町南郷駅前に駅前支店設置
日南市上平野町に日南支店設置
営業地区を 宮崎市及び宮崎郡清武町、田野町に拡張
串間市大字串間に北方支店設置
田野町に田野支店設置
宮崎市大字熊野に木花支店設置
第2代理事長に専務理事益田久蔵就任
第3代理事長に常務理事石倉栄二就任
日南信用金庫の事業譲受
吾田支店新築グランドオープン
北郷支店リニューアルオープン
本城支店リニューアルオープン
第4代理事長に専務理事古澤秀樹就任
日南支店を統廃合
日南市吾田東四丁目に本部棟新築移転
日南市吾田地区に本店移転
吾田支店を本店に、旧本店を目井津支店に名称変更
本城・北方支店を串間支店へ統廃合
串間支店新築グランドオープン

◆信用金庫代理業者について

現在、当金庫では代理業者を有しておりません。 

◆職員数の推移

◆会員数・出資配当率の推移
（単位：人、百万円） 

男 　 　 　 子 
女 　 　 　 子 
合 　 　 　 計 

会 員 数 
個 人 
法 人

出 資 金
個 人 
法 人 

配 当 率 

79人
39人
118人

77人
34人
111人

77人
35人
112人

平成24年３月末 平成25年３月末 平成26年３月末

平成24年３月末 平成25年３月末 平成26年３月末

14,171
13,329

842
463
377
86
2％

14,123
13,296

827
461
376
85
2％

14,256
13,440

816
464
379
84
2％

◆沿革

昭和30年代の本店・本部 

旧本部棟 

現在の本部棟 
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総代会の機能について 

1．総代会の仕組み
　信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を基本理念に、会員一人ひとりの意見を最大の価値とす
る協同組織の地域金融機関です。従って会員は（株式組織の銀行等と異なり）出資口数に関係なく１人１票の議決権
を持ち、総会を通じて当金庫経営に参加することとなります。
　しかし、当金庫では会員数が大変多く、総会の開催は事実上不可能であり、そこで会員の総意を適正に反映し、
充実した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用しております。
　この総代会は、決算や取扱業務の決定、理事・監事の選任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。従って、
総代会は総会と同様に、会員一人ひとりの意見が当金庫の経営に反映されるよう、会員の中から適正な手続きにより
選任された総代により構成運営されます。
　また、当金庫では総代会に限定することなく、日常の事業活動やホームページ等を通じて、総代や会員とのコミュニ
ケーションを大切にし、さまざまな経営改善に取組んでおります。

２．総代候補者の選考基準
　(1）資格要件
　　　当金庫の会員であること（性別は問わない）
　(2）適格要件
　　①総代としてふさわしい見識を有している人物であること
　　②良識をもって正しい判断ができる人物であること
　　③人格にすぐれ、金庫の理念・使命を十分理解している
　　　人物であること
　　④その他総代選考委員が適格と認めた人物であること

３．総代とその選任方法
　(1）総代の任期・定数
　　①総代の任期は３年です。
　　②総代の定年は８０歳です。
　　　但し、任期内に８０歳に達した場合は、その任期満了日までとなります。
　　③総代の定数は８８人で、定款に定める範囲内で会員数に応じて各選任区域ごとに定められています。
　　　なお、平成２６年３月３１日現在の総代数は８６名、会員数は１４,２５６人です。
　(2）総代の選任方法
　　　総代は、会員の代表として、会員の総意を当金庫の経営に反映する重要な役割を担っております。
　　そこで総代の選考は、次の３つの手続を経て選任されます。
　　①会員の中から総代候補者選考委員を選任する。
　　②その総代候補者選考委員が選考基準に基づき総代候補者を選考する。
　　③その総代候補者を会員が信任する。（異議があれば申立てる）

会員の総意を適正に
反映するための制度

決算に関する事項、理事・監
事の選任等重要事項の決定

総代会は、会員1人1人の意見を適正に反映するための開かれた制度です。 

会 員

会 員

総 代 会

②選考基準に基づき総代候補者を選考 
選考委員 総代候補者 

総　代 

①理事会の議決に基づき理事
　長が選考委員を委嘱し、選
　考委員の氏名を店頭掲示 

③理事長は、総代候補者の氏名を店
　頭に掲示し、所定の手続きを経て
　会員の代表として総代 を委嘱 
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４．総代会の決議事項
　　平成２６年６月２５日開催の第８８期通常総代会において、次の事項が付議され、各議案とも原案どおり承認

　されました。

　(1）報告事項

　　①第８８期業務報告、貸借対照表及び損益計算書の内容　

　　　報告について

　　②お客様満足度向上に向けた取組みについて

　(2）決議事項

　　　第１号議案　第８８期剰余金処分（案）承認の件

　　　第２号議案　会員除名の件

　　　第３号議案　定款一部変更の件

　　　第４号議案　理事及び監事の退任に伴う補欠選任の件

　　　第５号議案　退任役員に対する退職慰労金支給の件

西 田 敏 雄 小 川 次 夫 川 越 和 秀 金 丸 修 作 川 口 弘 二

佐 藤 正 純 持 原 義 信 井 上 修 二 荒 武 和 芳 清水真査夫

由 良 　 昇 髙 妻 和 男 由 地 俊 広 富 永 　 徹

■総代名簿一覧表（平成26年７月１日現在　　南郷信用金庫総代　86名）

■現在の状況
　  （86名）

第 １ 区

第 ２ 区

第 ３ 区

第 ４ 区

日 南 市

日 南 市 南 郷 町

串 間 市 市 木

串 間 市

１４人

３０人

２６人

１６人

選　任　区 選　任　区　域 定　数 氏　　　　　　　　名

川 添 　 誠 川 野 好 幸 東 郷 　 勉 河野東一郎 坂 口 　 衛

佐 藤 哲 雄 日 高 敏 史 久保田信行 本 田 清 三 谷 川 公 男

大 嶋 憲 治 原 　 正 志 外 山 　 衛 杉 尾 廣 美 福 井 武 志

守 永 党 二 竹 井 崇 利 黒 岩 久 登 村 岡 俊 宏 永 友 博 康

松 田 利 正 中 島 康 雅 小 野 耕 嗣 木 村 岩 雄 古 澤 昌 子

金 丸 　 亨 竹 井 　 徹 尾 崎 　 勇 平 原 芳 勝 宮元進一郎

河 畑 治 義 松 尾 浩 治 富 屋 末 光 河 野 良 市 松 浦 篤 弘
古 沢 一 成 杉 本 　 亘 竹 本 政 憲 元 浦 　 亮 金 丸 隆 雄

別 府 崇 通 矢 越 隆 行 岩 満 節 郎 江 川 一 男 原 　 美 夫
黒 木 弘 道 竹 井 幸 俊 門 松 哲 哉 鈴 木 　 貢 神 恵 邦 弘
蛯 原 憲 一 竹 井 俊 彦 田 中 領 三 横 山 　 正 谷 口 理 一
近 藤 　 守

中 村 久 人 竹 本 政 弘 平 原 　 博 内 田 豊 次 坂 本 利 秀
酒 井 公 昭 仁田日出男 山 口 勝 也 吉 野 清 人 山 内 浩 樹
松 本 秀 行 橘 　 保 臣 佐々木　誠 井 手 武 文 高 橋 洋 一
前 田 厚 喜

宮 崎 市
日 南 市 北 郷 町

現在の状況
 （86名）

宮崎市

日南市北郷町

日南市

日南市南郷町

串間市

1区

1区

2区

3区

4区

14人

３0人

16人16人

２6人２6人

NANSHIN 2014  DISCLOSURE

◆総代との地区別懇親会を開催
　総代会の機能強化に向けた取組みの一環として、
各地区総代と役職員の地区別懇親会を開催し、コミュ
ニケーション強化を図りました。
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地域の皆様とともに 

地域密着型金融の機能強化に向けた取組みについて

　当金庫は、地域経済の活性化や中小企業の金融円滑化に向け、平成２５年度から２６年度にかけて中期経営
計画『なんしん「つなぐ力」発揮』を策定し、以下を主要な柱として各種施策に取り組んでいます。
　
　１．地域密着型金融の推進　　２．独自性のさらなる発揮　３．永続性のある経営の確立

　主な取組内容
　　・外部機関との連携による資金供給　・経営改善支援　・お客様満足度向上に向けた取組み
　　・多重債務者問題への対応　・金融円滑化への取組み

(単位：百万円)

項  　 　 　 　  目
平成２５年度

件 数 金 額

創業・新事業支援に向けた融資（信用保証協会融資を含む）

個人事業主向け無担保・無保証人型融資（キャッチ、アシスト）

地公体及び信用保証協会と連携した制度融資(創業・新事業支援融資を除く）

景気対応緊急保証融資

多重債務者問題解決に向けた債務整理融資

27

6

61

3

28

875

10

256

14

75

中期経営計画『なんしん「つなぐ力」発揮』（平成２５年４月～平成２７年３月）

２５年度の取組実績

　平成２５年度は、新たに経営改善支援先３先を選定し、前年度からの継続２７先と併せた３０先に対し
て、「経営計画策定支援システム」等を活用した改善計画書の策定支援等を行ったことに加え、中小企業
支援ネットワークを活用し、専門家派遣等による経営改善支援を行った結果、経営改善が図られた先が 1
先あったほか、ランクダウンの防止にも一定の効果が見られました。

（平成25年4月～26年3月）
(単位：％)(単位：先数)

区　　　分

※債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先は含まれておりません。

正　常　先

うちその他要注意先

うち要管理先

破綻懸念先

実質破綻先

破　綻　先

小　計（②～⑥の計）

合　　　計

①

②

③

④

⑤

⑥

508

210

6

32

36

11

295

803

0

25

1

4

0

0

30

30

1

0

0

0

0

1

1

0

23

1

4

0

0

28

28

0

0

0

1

0

0

1

1

0.0％ 

11.9％ 

16.6％ 

12.5％ 

0.0％ 

0.0％ 

10.1％ 

3.7％

4.0％

0.0％

0.0％

－

－

3.3％

3.3％

－

0.0％

0.0％

25.0％

－

－

3.3％

3.3％

期初
債務者数

うち
経営改善支援
取組み先数

経営改善支
援取組み率

ランクアップ
率

再生計画
策定率

αのうち期末に債
務者区分がランク
アップした先数

αのうち期末に債
務者区分が変化し
なかった先数

αのうち再生計画
を策定した先数

Ａ α β γ δ α/Ａ β/α δ/α

要
注
意
先

■ 経営改善支援等の取組実績一覧表

◆経営改善支援の取組みについて

◆外部機関との連携による資金供給について

○宮崎県信用保証協会の保証債務残高伸張率ランキングにおい
て、田野支店がグループ第１位となり、平成２５年１２月１１
日、宮崎県信用保証協会より感謝状をいただきました。
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　当金庫は、下表のとおりお客様のご意見・ご相談を把握する取組みを実施しました。
Ⅰ．お客様の声を把握する取組みの実施結果

　当金庫は、お客様のご意見やご相談等を把握し、下表のとおり経営改善等の施策を講じました。

　今後もお客様満足度アンケート結果や「お客様相談室」等に寄せられたご意見を参考に業務改善や
商品開発等に活かし、お客様の満足度向上に努めてまいります。

Ⅱ．お客様の声を踏まえて経営改善を行った項目

１．平成２５年度の実施状況およびその結果
手　　　　　　法 結　　　　　　果

窓 口 業 務

融 資 業 務

地域貢献活動

《今後の取組み方針》

・営業店内研修(ＯＪＴ)、勉強会によるスキルアップ
・定期的な庫内研修会による接遇マナーの習得
・金庫内ロールプレイング大会の開催
・業界研修会への派遣

・「エコみらい定期」の発売
・小中学校への植樹活動
・「エコ・カー」に対するマイカーローン金利優遇
・「環境貢献型みやざきスギの家」および「エコ住宅」
に対する住宅ローン金利優遇
・太陽光発電システム、LED照明設備の設置（串間支店）
・クールビズ、ウォームビズの実施 など

・営業店内研修(ＯＪＴ)、勉強会によるスキルアップ
・外部講師による庫内研修会の開催
・時間外ローン相談窓口の充実
・電話によるローン相談窓口の充実
・金庫ホームページでのローン予約申込受付拡大

・緊急保証制度の積極的な活用
・宮崎県信用保証協会「みやざき経営アシスト」の活
用および中小企業診断士派遣
・中小企業基盤整備機構九州本部との業務連携

職員の接遇マナーの向上

説明態勢の強化及び
相談窓口の態勢整備

お客様のニーズに応じた
商品の開発

店舗内外の整備

エコへの取組みの強化

融資支援の強化

お客様満足度アンケート調査による方法

金庫ホームページ「お客様相談室」への書き込みによる方法
「お客様相談室」が電話等で応対する方法
窓口及び渉外活動等により、応対する方法

実施期間　平成２５年１１月５日～１５日
調査数７００先に対しまして、４０５先（うち会
員２１４先）からご回答をいただきました。
４件のご意見・ご相談をいただきました。
１件のご意見・ご相談をいただきました。
全店で１０件のご意見・ご相談をいただきました。

商 品 の 提 供

そ の 他

◆お客様満足度向上に向けた取組みについて

項　　目 取 組 方 針 具 体 的 な 施 策

・教育カードローン「学資応援団」の取扱開始

・普通預金が記帳できるＡＴＭの拡大
・スマートフォン専用画面でのサービス開始

外部講師によるコンプライアンス研修会 ロールプレイング大会

NANSHIN 2014  DISCLOSURE
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◆金融円滑化への取組みについて
1．金融円滑化に係る基本方針
　地域の中小企業及び個人のお客様に対して必要な資金を迅速かつ安定的に資金供給し、並びに地域

の事業者の経営相談・経営指導及び経営改善に関するきめ細やかな支援に取り組むことが、事業地域

が限定された協同組織金融機関として最も重要な社会的使命・役割であると認識しています。

　よって、今後もお客様からの資金需要や貸出条件の変更等のお申し込みがあった場合には、これま

でと同様にお客様の抱えておられる問題点等を十分に把握したうえで、その解決に真摯に取組んでま

いります。

２．金融円滑化の実施に向けた態勢整備
　当金庫は、上記の取組み方針を適切に実施するため、以下のとおり必要な態勢整備を図っております。

　(1)態勢整備を図るために理事会等において決議した事項

　　・基本方針、金融円滑化管理方針、金融円滑化管理規程等の制定

　　・金融円滑化管理責任者並びに管理者・管理担当者の選任

　　・金融円滑化担当部署の設置

　(2)お客様へのきめ細かな経営改善支援を行うための態勢整備

　　・本部融資部に「企業支援課」を設置しました。

　(3)お客様の事業価値を見極める能力(目利き力)を向上させるための施策

　　・業界主催研修会へ融資担当者を適宜派遣

　　・外部講師による融資担当者向け庫内研修会の開催

　(4)その他の取組み

　　・各営業店の融資窓口に相談窓口を設置しております。

　　・中小企業経営力強化支援法に基づく認定支援機関として、起業・創業支援の取組みを行ってい

ます。

　近年、社会問題となっている多重債務者問題への対応につきましては、平成２２年６月に貸金業法が完
全施行されたことに伴い、消費者金融等からの借入が総量規制され、円滑に資金を利用出来ない顧客の増
加が想定されたため、同年６月、債務一本化等のご相談にも柔軟に対応することが可能な「おまとめロー
ン」の取扱を新たに開始しました。
　また、２２年１０月より、電話による相談窓口及び来店客用の時間外相談窓口を設置するとともに、金
庫ホームページを利用してフリーローン及びカードローンの予約申込受付を開始し、相談しやすい環境整
備や利便性の向上に努めました。

○上記の多重債務者等への問題解決に向けた取組みにつきましては、地域密着型金融の「健全な消費者金
融市場の形成に向けた取組み」の分野において、広く実践されることが望ましい優れた取組みとして評価
され、２３年３月、九州財務局長より、同年６月、金融担当大臣より顕彰を拝受いたしました。

時間外ローン相談窓口

ホームページ相談窓口

電 話 相 談 窓 口

F A X 相 談 窓 口

44件

58件

15件

16件

時間外ローン相談窓口

◆多重債務者問題への対応について

新設した融資窓口による申込受付状況
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４．中小企業金融円滑化法第４条に基づく措置の実施状況（平成２6年３月末現在）

５．金融円滑化法第５条に基づく措置の実施状況（平成２6年３月末現在）

件　数 金　額債務者が中小企業者である場合

貸付の条件の変更等の申込を受けた貸付債権

　　うち、実行に係る貸付債権

　　うち、謝絶に係る貸付債権

　　うち、審査中の貸付債権

　　うち、取下げに係る貸付債権

　　うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債権のうち実行に係る貸付債権

　　うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権のうち謝絶に係る貸付債権

721

689

10

11

11

255

5

7,452

7,177

56

163

55

1,467

15

件　数 金　額債務者が住宅資金借入者である場合

貸付の条件の変更等の申込を受けた貸付債権

　　うち、実行に係る貸付債権

　　うち、謝絶に係る貸付債権

　　うち、審査中の貸付債権

　　うち、取下げに係る貸付債権

66

56

5

－

5

554

464

51

－

38

金融円滑化に関するご意見・相談等について 
　お客様からの金融円滑化に関するご意見や相談については、各営業店融資窓口または次の
相談窓口をご利用ください。

南郷信用金庫　お客様相談室 
フリーダイヤル　０１２０－８８１－９９２ 

（単位：百万円）

（単位：百万円）

地
域
の
皆
様
と
と
も
に 
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３．他の金融機関等との緊密な連携
　当金庫は、複数の金融機関から借入れされているお客様から貸付条件の変更等の申出があった場合な
ど、他の金融機関や信用保証協会等との緊密な連携を図る必要が生じたときは、守秘義務に留意しつつお
客様の同意を得たうえで、これらの関係機関と情報の確認・照会を行うなど、緊密な連携を図りなが
ら地域金融の円滑化に努めてまいります。

金 融 円 滑 化 管 理 体 制 図

理 　 事 　 会

常 勤 理 事 会

リ ス ク 管 理 委 員 会

融 　 資 　 部

営 　 業 　 店

<主管部署：企業支援課>

<関連部署>

（総合企画部リスク管理課主管）

担 当 理 事（金融円滑化管理責任者）
担 当 課 長（金融円滑化管理者）

審査課・管理課・代理業務課・資産査定課

（金融円滑化管理担当者）
中 小 企 業 者
住宅資金借入者

お客様相談室

監　査　部

監　　　事

10



　「なんしん」は、宮崎県南部地域を事業区域として、地元の中小企業者や住民が会員となって、ともに助け合
い、ともに発展していくことを共通の理念として運営されている協同組織の金融機関です。
　地元のお客さまからお預かりした大切な資金（預金積金）は、地元で資金を必要とするお客さまにご融資を
させていただき、事業や生活の繁栄のお手伝いをするとともに、地域経済の持続的な発展に努めています。
　また、金融機能の提供にとどまらず、文化・環境・教育といった面も視野に入れ、広く地域社会の活性化に取
組んでいます。

　預金積金については、若年層顧客獲得に向け、「アンパンマンの若者・子育て応援積金」の推進を強化したことに加

え、ボーナス定期｢サマー２０１３｣、優遇金利付定期預金｢エコみらい定期｣の推進に努めた結果、期中平均残高は前期比

６億１８百万円（0.83％）増加し７４４億１３百万円となりました。しかし、期末残高は期末に大口公金預金の流失等が

あったことから、前期比３億９８百万円（0.54%）の増加に止まり７３４億円４３百万円となりました。

　貸出金利や市場金利の低下など収益環境が厳しい中、有価証
券利息配当金等が増加した結果、業務純益は前期比１７０百万
円増加、当期純利益については、前期比２４百万円増加し５６
百万円を確保しました。

損益の状況 （単位：百万円）

平成26年3月末項　　目
業 務 純 益
コ ア 業 務 純 益
経 常 利 益
当 期 純 利 益

２１７
１５８
１４０
５６

平成25年度の営業の概況

平
成
25
年
度
の
営
業
の
概
況

　貸出金は、地域経済の長期低迷を背景に資金需要の減退傾向が続くなか、太陽光発電設備や医療機関およびアパート建

設等の事業資金に加え、個人向け融資である住宅ローンやカーライフプランをはじめとする各種消費者ローンの獲得強化

を図った結果、期末残高は前期比１７億８８百万円（5.30%）増加し３５５億３百万円、期中平均残高は１２億１８百万

円（3.70%）増加し３２６億３１百万円となりました。

今期決算に関する事項

預金積金に関する事項〈地域からの資金調達の状況〉

貸出金(運用)に関する事項〈地域への資金供給の状況〉

(単位：百万円) (単位：百万円)
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10,000
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貸出金
預　金

33,715

73,045

32,886

72,900

35,503

73,443
■ 預金・貸出金残高の推移 ■ 資金使途別貸出金残高

24年3月末 25年3月末 26年3月末

※コア業務純益とは業務純益から一時的な変動要因
（国債等債券関係損益）を除いた金庫の本来業務での
収益力を表す指標です。

貸出金残高 35,503百万円
預金に対する貸出金の割合 48.3％

設備資金
10,124

住宅ローン
8,107その他の

個人向け貸出
6,986

地方公共団体
4,478

運転資金
5,806 事業者

15,930

個人
15,093

＊計数は平成２６年３月末現在

　貸出以外の余裕資金運用は流動性・安全性を最優先に考え、預け金は
信金中央金庫、有価証券は国債・金融債（信金中央金庫）を中心に運用し
ております。
余裕資金運用残高
　41,069百万円（対前年比1,380百万円減少）
預金積金に対する有価証券の割合
　25.26%
※余裕資金とは、預け金、有価証券、買入金銭債権、金銭の信託等のことです。

国債など預金積金以外もお取扱いしております。

○　本部機構「企業支援課」と営業店が連携し、創業・新事業先へのご支援
や経営改善をお手伝い

○　信金中央金庫をはじめ信金業界ネットワークを活用したサービスの提供
○　地元商工会議所や商工会等の相談機能を活用した経営情報の提供

お預かり資産残高 （単位：百万円）

平成25年度

国　　債

個人年金保険（契約保険料）

合　　計

１,２２６

１,００８

２,２３４

取引先へのご支援等（地域との繋がり）

地域のお客様からの預かり資産

貸出以外の運用に関する事項

預
金
積
金

出
資
金

会員数
14,256人
出資金残高
464百万円

預金積金残高
734億円

南郷信用金庫

常勤役職員数：119人 店舗数：11店

NANSHIN 2014  DISCLOSURE

お客さま
会員のみなさま

お客さま
会員のみなさま

貸
出
金

支
援
サ
ー
ビ
ス

貸出金残高
355億円
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環境問題への取組み 

　「なんしん」では、よりよい地球環境を次の世代に受け継いでいくため、地球温暖化問題は役職員が
一丸となって取組むべき課題であると考えています。
　また、地域金融機関として、金庫役職員のみならず地域社会や地域のお客様に対し環境問題への関心
を高める公共的使命を担っているものと認識しています。
　そのため、「なんしん」では、環境保全に向けた取組みをＣＳＲ(企業の社会的責任)の一環として位置
付け、今後も環境問題へ積極的に取組みます。

　平成２５年１１月からの３ヶ月間、前年度に引き続き地
球環境問題への取組みとして「エコみらい定期預金」を発
売し、1,235 口、1,927 百万円のご契約をいただきました。
　平成２６年５月に当該定期預金金額の一部相当額である
100,000 円を「日南市教育委員会」に寄付させていいた
だき、東郷小中学校が取組んでおります「アカウミガメの
保護活動」に活用していただく予定となっております。
　また、平成２６年７月には、上記同等額を「宮崎市教育
委員会」に寄付させていただき、地球環境問題に関する
書籍の購入に活用していただきました。
　今後も未来ある子供たちに環境問題に対し関心をもっ
ていただけるよう、継続して取り組んでいきたいと考え
ております。

　地球温暖化防止に向け、住宅用太陽光発電システム及びオール電化等の普
及促進を図るため、エコ・ソーラーローン「電光節家」の発売を特別金利に
て行い、ご好評をいただいております。
　取扱期間は平成２７年３月３１日までとなっております。詳しくは「なん
しん」窓口または渉外担当者にお気軽にご相談ください。

　同じく地球温暖化防止に向け、エコカー（新車）をご購入されるお客様に
対し、金利を優遇した「エコ・カーライフプラン」の発売を行い、ご好評を
いただいております。
　取扱期間は平成２７年３月３１日までとなっております。詳しくは「なん
しん」窓口または渉外担当者にお気軽にご相談ください。

「エコみらい定期」の発売、「日南市・宮崎市教育委員会」
への寄付活動

ソーラーローン「電光節家」の発売

「エコ・カーライフプラン」の発売

（その他エコへの取組み）
・国民的プロジェクト「チャレンジ２５」への企業参加
・太陽光発電システム、ＬＥＤ照明設備の設置（串間支店）
・クールビズ、ウォームビズの実施

　「なんしん」の住宅ローンを利用して省エネルギーに配慮した住宅（エコ
住宅）を購入されるお客様につきましては、通常より０．０５％金利を優遇
しております。
　マイホームのご相談は「なんしん」窓口または渉外担当者にお気軽にどう
ぞ。

「エコ住宅」の住宅ローン金利優遇
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地域貢献活動 NANSHIN 2014  DISCLOSURE

社会的・文化的貢献 

地域の美化推進活動

　「なんしん」は金融機能の提供（経済的地域貢献）の
他、地域の方々から愛され、親しまれ、選ばれる金融機関
となるよう、地域社会の一員として、地域貢献活動
（社会的・文化的貢献）にも積極的に取組んでおり
ます。

　毎月第2水曜日に、地域の美化活動として店舗周辺道路、公園、駅等の
清掃活動を行っています。
　「なんしん」は、今後も地域の美化活動に積極的に取組んでいきます。

●地元で開催されるイベントや祭りへの参加、協賛金の提供
●文化振興に伴う店舗ロビーや会議室の開放
●小中学校通学児童の交通安全指導
●店舗周辺道路の清掃、地域内の公園・広場の美化推進活動
●交通安全集会、街頭キャンペーン等への参加
●「なんしん杯」ゴルフ大会、グランドゴルフ大会の開催
●献血活動への参加

つわぶきハーフマラソン

環
境
問
題
へ
の
取
組
み

地
域
貢
献
活
動

グランドゴルフ大会
地域行事への参加

思いやりの心で
豊かな人間関係を

駅周辺の清掃活動

◆献血活動への参加
　「信用金庫の日」ウィークの取組みとしまして、平成２６年６月１２日に、日南市内２か所で行われま
した献血活動に役職員３１名が参加しました。
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トピックス 

ト
ピ
ッ
ク
ス 

偽
造
・
盗
難
カ
ー
ド
等
問
題
へ
の
対
応 

ラジオ番組で当金庫が紹介されました

偽造・盗難カード等問題への対応

５．偽造・盗難カード等の被害等の届出・受付先について
　　お客さまからの被害等の申し出については、下表のとおり
　　24時間対応しています。

１．ＡＴＭ機器への対応
　(1)覗き見防止フィルムを添付しました。
　(2)後方確認のための鏡を設置しました。
　(3)お客さまが暗証番号を変更できる機能を追加しました。
　(4)磁気機能付ＩＣカードが使用できる機能を追加しました。
２．ＡＴＭ設置箇所への対応
　(1)ＡＴＭが複数あるコーナーへ覗き見防止用のつい立を
　(1)設置しました。
　(2)防犯ビデオの設置を行なっています。
　(3)ガイドホーン設置により営業時間外の対応が可能となっ
　(1)ています。
　(4)ＡＴＭコーナーでの不審物点検を実施し、結果報告を求
　(1)めています。

３．オンライン登録による対応
　(1)１日あたりのキャッシュカード支払限度額を100万円と
　(1)しました。
　(2)１日あたりのキャッシュカード振込限度額を200万円と
　(1)しました。
　(3)窓口への申し出により、１日あたりの支払限度額設定を
　(1)可能としました。
　(4)窓口への申し出により、暗証番号変更は可能となって
　(1)います。
４．お客さまへの周知について
　　店頭ポスターの掲示、チラシの配布を行なうととも
　　に、当金庫ホームページへ掲載しています。

６．偽造・盗難カード等による被害に対する補償
　当金庫は１８年２月施行の「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者
の保護等に関する法律」（預金者保護法）を受け、カード規定等を改定するとともに、対応マニュアル等を制定し、平成１８年２月１
０日から個人のお客さまの偽造・盗難カード等による被害に対する補償を実施することとしました。
　補償内容の詳細につきましては、店頭ポスターにて掲示するとともに、リーフレットを作成しておりますので、お近くの営業店
にお問い合せください。
　また、当金庫ホームページにも掲載しております。

電
話
で

の
受
付

窓
口
で

の
受
付

自 動 機 集 中
監 視 セ ン タ ー

自 動 機 集 中
監 視 セ ン タ ー

コーナー設置
ガイドホーン

９時～１５時までの営業
時間中は窓口をご利用下
さい。

コーナー設置
ガイドホーン

お取引店または最
寄 り の 営 業 店

お 取 引 店

九州しんきん情報サービス

九州しんきん情報サービス

九州しんきん情報サービスセンターへ転送

九州しんきん情報サービスセンターへ転送

０９８７－２１－９１３１

０９８７－２１－９１３１

営業時間外は電話又は、ATM
コーナーのガイドホーンを
ご利用下さい。

※お取引店の電話番号につきましてはＰ49の「店舗一覧」をご確認ください。

　当金庫では、偽造・盗難カード等について、以下のような対応を行なっています。

曜日等 受付時間帯 電話番号 備　　考受付先名称

Ａ
Ｔ
Ｍ
コ
ー
ナ
ー
で
の
受
付

信用金庫営業日

信用金庫営業日

信用金庫休業日
（ 土・日・祝 日 ）

信用金庫営業日

信用金庫休業日

８時４５分～１７時００分

１７時００分～翌８時４５分

９時～１５時

終　　　　日
目井津・田野・木花・大堂津支店・北方自動機コーナー

９時～２０時
本店・串間・駅前・油津・飫肥・北郷支店

８時～２０時
本城自動機コーナー
９時～１８時
星倉支店
９時～１９時

日南ショッピングセンター
９時３０分～２０時

日南ショッピングセンター
９時３０分～１９時

目井津・串間・駅前・田野・木花・本店・油津
飫肥・北郷・大堂津支店・北方自動機コーナー

９時～１７時

※お取引店電話番号

　県産材の需要拡大や地球温暖化対策の推進を図るため、
宮崎県が創設しました「環境貢献型みやざきスギの家」認
定制度に係る協定調印式が、平成２５年１１月２１日に行
われました。
　当金庫におきましても、本制度の趣旨である県産材の需
要拡大や地球温暖化対策の推進については、以前より積極
的に取組んでおりましたので、「環境貢献型みやざきスギ
の家」の認定を受けられた方には、当金庫住宅ローン「快
適３５」の金利を0.05％優遇することとし、同制度の利用
促進に協力しています。

　当金庫は、３月２５日に「県内信用金庫グループ化事
業」など「地域密着型金融に関する取組み」が顕著だった
として宮崎県内の５つの信用金庫の一員として顕彰されま
した。
　当日は、宮崎財務事務所にて交付式があり、宮崎県内５
つの信用金庫の理事長が一同に会する中、九州財務局野島
透局長より各理事長に対して顕彰状が手渡されました。

　平成２６年５月１５日に、当金庫本店において
日南・串間警察署との強盗訓練を実施しました。
非常通報後、事情聴取や鑑識資料採取のための協
力等、実践的な訓練の後、防犯指導も行っていた
だき、有事対応についても多くを学びました。
　今後も、警察等外部機関との連携を強化し、地
域の皆様が金融犯罪をはじめ、あらゆる犯罪の被
害者とならないよう、全役職員あげて被害防止に
取組んでまいります。

「環境貢献型みやざきスギの家」認定制度に係る協定の締結

「地域密着型金融に関する取組み」について顕彰されました

商工中金宮崎支店と県内５信用金庫が「業務連携・協力に関する覚書」
を締結しました

日南・串間警察署との強盗訓練の実施

　宮崎県下の中小企業の金融安定化と、それを通じた地域経
済の活性化という共通の目標を協調して達成することを目的
とし、平成２６年４月１５日に商工中金宮崎支店と県下５信
用金庫は、「業務連携・協力に関する覚書」の締結を行いま
した。
　主な取組みとしましては、①再生支援分野、②ABL等金融
フロンティア分野、③M＆A、④国際業務等に関し連携を図
り、中小企業のライフステージに合わせた様々な支援を通じ
て中小企業の経営課題や支援ニーズ等に応えることで、地元
中小企業の経営基盤強化と地域経済の発展を支援してまいり
ます。

　平成２６年５月１５日に、当金庫本店において日南・串
間警察署との強盗訓練を実施しました。非常通報後、事情
聴取や鑑識資料採取のための協力等、実践的な訓練の後、
防犯指導も行っていただき、有事対応についても多くの事
を学びました。
　今後も、警察等外部機関との連携を強化し、地域の皆様
が金融犯罪をはじめ、あらゆる犯罪の被害者とならないよ
う、全役職員あげて被害防止に取組んでまいります。

　MRT ラジオ番組「バリッと朝！ 飛び出せスクー
ピー」のコーナーで、当金庫の「地域貢献活動」や「環
境問題への取組み」などが紹介されました。更に地
域の皆様のお役に立てるよう、今後も CSR（企業の
社会的責任）活動に積極的に取り組んでまいります。
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ラジオ番組で当金庫が紹介されました

偽造・盗難カード等問題への対応

５．偽造・盗難カード等の被害等の届出・受付先について
　　お客さまからの被害等の申し出については、下表のとおり
　　24時間対応しています。

１．ＡＴＭ機器への対応
　(1)覗き見防止フィルムを添付しました。
　(2)後方確認のための鏡を設置しました。
　(3)お客さまが暗証番号を変更できる機能を追加しました。
　(4)磁気機能付ＩＣカードが使用できる機能を追加しました。
２．ＡＴＭ設置箇所への対応
　(1)ＡＴＭが複数あるコーナーへ覗き見防止用のつい立を
　(1)設置しました。
　(2)防犯ビデオの設置を行なっています。
　(3)ガイドホーン設置により営業時間外の対応が可能となっ
　(1)ています。
　(4)ＡＴＭコーナーでの不審物点検を実施し、結果報告を求
　(1)めています。

３．オンライン登録による対応
　(1)１日あたりのキャッシュカード支払限度額を100万円と
　(1)しました。
　(2)１日あたりのキャッシュカード振込限度額を200万円と
　(1)しました。
　(3)窓口への申し出により、１日あたりの支払限度額設定を
　(1)可能としました。
　(4)窓口への申し出により、暗証番号変更は可能となって
　(1)います。
４．お客さまへの周知について
　　店頭ポスターの掲示、チラシの配布を行なうととも
　　に、当金庫ホームページへ掲載しています。

６．偽造・盗難カード等による被害に対する補償
　当金庫は１８年２月施行の「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者
の保護等に関する法律」（預金者保護法）を受け、カード規定等を改定するとともに、対応マニュアル等を制定し、平成１８年２月１
０日から個人のお客さまの偽造・盗難カード等による被害に対する補償を実施することとしました。
　補償内容の詳細につきましては、店頭ポスターにて掲示するとともに、リーフレットを作成しておりますので、お近くの営業店
にお問い合せください。
　また、当金庫ホームページにも掲載しております。

電
話
で

の
受
付

窓
口
で

の
受
付

自 動 機 集 中
監 視 セ ン タ ー

自 動 機 集 中
監 視 セ ン タ ー

コーナー設置
ガイドホーン

９時～１５時までの営業
時間中は窓口をご利用下
さい。

コーナー設置
ガイドホーン

お取引店または最
寄 り の 営 業 店

お 取 引 店

九州しんきん情報サービス

九州しんきん情報サービス

九州しんきん情報サービスセンターへ転送

九州しんきん情報サービスセンターへ転送

０９８７－２１－９１３１

０９８７－２１－９１３１

営業時間外は電話又は、ATM
コーナーのガイドホーンを
ご利用下さい。

※お取引店の電話番号につきましてはＰ49の「店舗一覧」をご確認ください。

　当金庫では、偽造・盗難カード等について、以下のような対応を行なっています。

曜日等 受付時間帯 電話番号 備　　考受付先名称

Ａ
Ｔ
Ｍ
コ
ー
ナ
ー
で
の
受
付

信用金庫営業日

信用金庫営業日

信用金庫休業日
（ 土・日・祝 日 ）

信用金庫営業日

信用金庫休業日

８時４５分～１７時００分

１７時００分～翌８時４５分

９時～１５時

終　　　　日
目井津・田野・木花・大堂津支店・北方自動機コーナー

９時～２０時
本店・串間・駅前・油津・飫肥・北郷支店

８時～２０時
本城自動機コーナー
９時～１８時
星倉支店
９時～１９時

日南ショッピングセンター
９時３０分～２０時

日南ショッピングセンター
９時３０分～１９時

目井津・串間・駅前・田野・木花・本店・油津
飫肥・北郷・大堂津支店・北方自動機コーナー

９時～１７時

※お取引店電話番号

　県産材の需要拡大や地球温暖化対策の推進を図るため、
宮崎県が創設しました「環境貢献型みやざきスギの家」認
定制度に係る協定調印式が、平成２５年１１月２１日に行
われました。
　当金庫におきましても、本制度の趣旨である県産材の需
要拡大や地球温暖化対策の推進については、以前より積極
的に取組んでおりましたので、「環境貢献型みやざきスギ
の家」の認定を受けられた方には、当金庫住宅ローン「快
適３５」の金利を0.05％優遇することとし、同制度の利用
促進に協力しています。

　当金庫は、３月２５日に「県内信用金庫グループ化事
業」など「地域密着型金融に関する取組み」が顕著だった
として宮崎県内の５つの信用金庫の一員として顕彰されま
した。
　当日は、宮崎財務事務所にて交付式があり、宮崎県内５
つの信用金庫の理事長が一同に会する中、九州財務局野島
透局長より各理事長に対して顕彰状が手渡されました。

　平成２６年５月１５日に、当金庫本店において
日南・串間警察署との強盗訓練を実施しました。
非常通報後、事情聴取や鑑識資料採取のための協
力等、実践的な訓練の後、防犯指導も行っていた
だき、有事対応についても多くを学びました。
　今後も、警察等外部機関との連携を強化し、地
域の皆様が金融犯罪をはじめ、あらゆる犯罪の被
害者とならないよう、全役職員あげて被害防止に
取組んでまいります。

「環境貢献型みやざきスギの家」認定制度に係る協定の締結

「地域密着型金融に関する取組み」について顕彰されました

商工中金宮崎支店と県内５信用金庫が「業務連携・協力に関する覚書」
を締結しました

日南・串間警察署との強盗訓練の実施

　宮崎県下の中小企業の金融安定化と、それを通じた地域経
済の活性化という共通の目標を協調して達成することを目的
とし、平成２６年４月１５日に商工中金宮崎支店と県下５信
用金庫は、「業務連携・協力に関する覚書」の締結を行いま
した。
　主な取組みとしましては、①再生支援分野、②ABL等金融
フロンティア分野、③M＆A、④国際業務等に関し連携を図
り、中小企業のライフステージに合わせた様々な支援を通じ
て中小企業の経営課題や支援ニーズ等に応えることで、地元
中小企業の経営基盤強化と地域経済の発展を支援してまいり
ます。

　平成２６年５月１５日に、当金庫本店において日南・串
間警察署との強盗訓練を実施しました。非常通報後、事情
聴取や鑑識資料採取のための協力等、実践的な訓練の後、
防犯指導も行っていただき、有事対応についても多くの事
を学びました。
　今後も、警察等外部機関との連携を強化し、地域の皆様
が金融犯罪をはじめ、あらゆる犯罪の被害者とならないよ
う、全役職員あげて被害防止に取組んでまいります。

　MRT ラジオ番組「バリッと朝！ 飛び出せスクー
ピー」のコーナーで、当金庫の「地域貢献活動」や「環
境問題への取組み」などが紹介されました。更に地
域の皆様のお役に立てるよう、今後も CSR（企業の
社会的責任）活動に積極的に取り組んでまいります。
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自己資本の充実状況等について 

新ＢＩＳ規制に対応した新開示基準のお知らせ

当金庫の自己資本の状況

１．新ＢＩＳ規制のご説明
 ⑴　ＢＩＳ規制について
　ＢＩＳ規制とは、国際業務を行う銀行の自己資本比率に関する国際統一基準のことで、国際決済銀行（ＢＩＳ）の本部が
スイスのバーゼルにあることから、バーゼル合意ともいいます。ＢＩＳ規制では、Ｇ１０諸国を対象に、自己資本比率の算
出方法や最低基準等が定められました。自己資本比率の最低基準８％（信用金庫も含めた国内基準行は４％）を達成
できない銀行は、国際業務から事実上の撤退を余儀なくされます。

 ⑵　新基準バーゼルⅢについて
　サブプライムローン問題やリーマンショックに端を発した世界的な金融危機を受けて、金融機関の自己資本比率規
制は平成２５年度決算から「バーゼルⅢ」と呼ばれる新たな枠組みがスタートしました。自己資本の質と量が大幅に強
化されるほか、危機時の預金流出にも耐えられるよう十分な流動資産の保有を義務付ける流動性規制の導入が柱と
なっています。

 ⑶　自己資本比率の算出方法について
　従来の基準であるバーゼルⅡにおいて、自己資本を計算する際は、「分母」を信用リスク、オペレーショナルリスク等
の合計額（リスクアセット）、「分子」を出資金や内部留保等で構成する「基本的項目（Ｔｉｅr1）」と一般貸倒引当金等で構
成される「補完的項目（Ｔｉｅｒ２）」の合計額として計算してきました。
　しかし、バーゼルⅢでは、計算上これまで分子に算入していた「土地の再評価差額金の４５％相当額」などを除外し、
事業を継続する中で損失を吸収できる質の高い資本のみで構成される資本（コア資本）を分子として計算することとな
っておりますが、自己資本から除外されることになる資本調達手段等については、経過措置が設けられており、段階的
に移行することが出来、当金庫においては、平成２５年度は経過措置を採用しております。

バーゼルⅢ
自己資本の額（コア資本に係る基礎項目の額－コア資本に係る調整項目の額）

※国内基準（信用金庫）

≧ ４％

バーゼルⅡ
自己資本の額（基本的項目+補完的項目-控除項目）

※国内基準（信用金庫）

信用リスク
≧ ４％

＋ オペレーショナル・リスク 信用リスク ＋ オペレーショナル・リスク

自己資本比率＝ 
自己資本（４９億77百万円）

信用リスク（310億62百万円）＋オペレーショナル・リスク（26億51百万円）
＝14.76％

各信用金庫が下記２つの手法のうちから、自らに適す
る手法を選択することとなっております。
・「標準的手法」⇒現行規制を一部修正した方式
・「内部格付手法」⇒内部格付を利用して借り手の
　　　　　　　　 リスクをより精密に反映する方式
　当金庫は、 標準的手法 を選択しております。

事務事故、システム障害、不正行為等で損失が生じるリスクのことです。
新規制では各信用金庫が下記３つの手法のうちから、自らに適する手法を選択するこ
ととなりました。
・基礎的手法ならびに粗利益配分手法
　　⇒粗利益を基準に計測する方法
・先進的計測手法
　　⇒過去の損失実績率をもとに計測する方法
　当金庫は、 基礎的手法 を選択しております。
　オペレーショナル・リスク＝1年間の粗利益×１５％の直近３年間の平均値÷８％

(単位：%) 

12.00 

14.00 

15.00 

10.00 

8.00 

6.00 

4.00 

2.00 

0.00 

14.76

26年3月末

14.44

22年3月末 23年3月末 24年3月末

15.20 15.02 15.39

25年3月末

健全性の目安とされる基準（国内基準 ４％） 

■ 自己資本比率の推移

○資本規制の構成要素

○自己資本比率の算出式

基本的項目
（Tｉｅｒ１）

補完的項目
（Tｉｅｒ２）

出資金
剰余金等
＜Tｉｅｒ１資本の調整（控除）項目＞

劣後債
劣後ローン
一般貸倒引当金（リスクアセットの0.625％まで）
土地再評価差額金の45％相当額
＜Tｉｅｒ２資本の調整（控除）項目＞

バーゼルⅡ（旧国内基準）

コア資本 出資金
剰余金
一般貸倒引当金（信用リスクアセットの1.25％まで）等
＜調整（控除）項目＞

バーゼルⅢ（新国内基準）
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最低所要自己資本比率に関しての定性的な開示事項のご説明

４．信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要
　信用リスク削減手法とは、金庫が抱えている信用リスクを軽減化するための措置をいい、具体的には、預金担保、有価
証券担保、保証などが該当します。
　当金庫では、融資の取上げに際し、資金使途、返済原資、財務内容、事業環境、経営者の資質など、さまざまな角度から
可否の判断をしており、担保や保証による保全措置は、あくまでも補完的な位置付けとして認識しております。したがっ
て、担保又は保証に過度に依存しないような融資の取上げ姿勢に徹しております。ただし、与信審査の結果、担保又は保
証が必要な場合には、お客さまへの十分な説明とご理解をいただいた上で、ご契約をいただくなど適切な取扱いに努め
ております。
　当金庫が扱う担保には、自金庫預金積金、有価証券、不動産等、保証には、人的保証、信用保証協会保証、政府関係機関
保証、民間保証等がありますが、その手続きにつきましては、金庫が定める「自己査定基準」等により、適切な事務取扱及
び適正な評価を行っております。
　また、手形貸付、割引手形、証書貸付、当座貸越、債務保証等に関して、お客さまが期限の利益を失われた場合には、当
該与信取引の範囲において、預金相殺を用いる場合があります。この際、信用リスク削減方策の一つとして、金庫が定める
「事務取扱要領」や各種約定書等に基づき、法的に有効である旨確認の上、事前の通知や諸手続きを省略して払戻充当い
たします。
　なお、バーゼルⅢで定められている信用リスク削減手法には、適格担保として自金庫預金積金、保証等が該当します。
そのうち保証に関する信用度の評価については、「住公保証」は政府保証と同様、「一般社団法人しんきん保証基金保証」
は当金庫が採用している適格格付機関が付与している格付により判定をしております。
　また、信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集中に関しては、特に業種やエクスポージャーの種類に偏ること
なく分散されております。（詳細につきましては、資料編のＰ46を参照ください。）

１．自己資本調達手段の概要
　 自己資本は、バーゼルⅡでは基本的項目と補完的項目により構成されておりましたが、バーゼルⅢではコア資本に係
る基礎項目に一本化され、控除項目としてコア資本に係る調整項目が控除されます。
　平成２５年度末のコア資本額のうち、当金庫が積み立てているもの以外の主なものは、地域のお客さまからお預かりし
ている出資金が該当いたします。　（詳細につきましては、資料編のＰ42を参照ください。）

２．自己資本の充実度に関する評価方法の概要
　当金庫は、これまで内部留保による資本の積み上げ等を行うことにより自己資本を充実させ、経営の健全性・安全性を
充分保っております。　なお、将来の自己資本の充実策については、年度ごとに掲げる収支計画に基づいた業務推進を通
じ、そこから得られる利益による資本の積み上げを第一義的な施策として考えております。　（詳細につきましては、資料
編のＰ43を参照ください。）

３．信用リスクに関する事項

 ⑴　リスク管理の方針及び手続きの概要
　信用リスクとは、取引先の倒産や財務状況の悪化などにより、当金庫が損失を受けるリスクをいいます。　当金庫で
は、信用リスクを当金庫が管理すべき最重要のリスクであるとの認識の上、与信業務の基本的な理念や手続き等を明
示した「クレジットポリシー」を制定し、広く役職員に理解と遵守を促すとともに、信用リスクを確実に認識する管理態
勢を構築しております。
　信用リスクの評価につきましては、当金庫では厳格な自己査定を実施しております。そして、信用リスクの計量化に向
け、現在、インフラ整備も含めた準備を進めております。
　以上、一連の信用リスク管理の状況につきましては、リスク管理委員会で協議検討を行うとともに、必要に応じて、理
事会、常勤理事会といった経営陣に対して報告する態勢を構築しております。
　貸倒引当金につきましては、「自己査定基準」及び「償却・引当基準」に基づき、自己査定における債務者区分ごとに
計算された貸倒実績率を基に算定するとともに、その結果については、監査法人の監査を受けるなど、適正な計上に
努めております。（詳細につきましては、資料編のＰ44・45を参照ください。）

 ⑵　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関
　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は、以下の４つの機関を採用しております。
　なお、エクスポージャーの種類ごとに適格格付機関の使分けは行っておりません。
・Ｒ＆Ｉ（株式会社 格付投資情報センター）　　　　　　　　 ・Ｍｏｏｄｙ’ｓ（ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク）
・Ｓ＆Ｐ（スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングス・サービス）　　・ＪＣＲ（株式会社 日本格付研究所）
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自己資本の充実状況等について 

５．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要
　上記取引について、当金庫は該当ありません。

７．オペレーショナル・リスクに関する事項
 ⑴　リスク管理の方針及び手続きの概要
　当金庫では、オペレーショナル・リスクについて、事務リスク、システムリスク、法務リスク、人的リスク、有形資産リスク、風評リス
クの各リスクを含む幅広いリスクと考え、管理体制や管理方法に関するリスク管理の基本方針をそれぞれのリスクについて定
め、確実にリスクを認識し、評価しております。
　また、これらリスクに関しましては、リスク管理委員会等、各種委員会におきまして、協議・検討するとともに、必要に応じて経営
陣による、理事会等において、報告する態勢を整備しております。

 ⑵　オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称
　当金庫では基礎的手法を採用しております。（詳細につきましては、資料編のＰ43を参照ください。）

８．銀行勘定における出資その他これに類するエクスポージャー又は株式等エクスポージャーに
関するリスク管理の方針及び手続きの概要
　上場優先出資証券、株式関連投資信託等にかかるリスクの認識については、時価評価及び最大予想損失額（ＶａＲ）によるリスク計
測によって把握するとともに、当金庫の抱える市場リスクの状況等について、定期的に実施する余裕金運用委員会にて協議・検討す
るとともに、リスク管理委員会に報告を行っております。
　一方、上記以外についても、その状況について、適宜、経営陣へ報告を行うなど、適切なリスク管理に努めております。なお、当該取
引にかかる会計処理については、当金庫が定める「有価証券会計処理基準」及び日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務
指針」に従った、適正な処理を行っております。（詳細につきましては、資料編のＰ46・47を参照ください。）

６．証券化エクスポージャーに関する事項
 ⑴　リスク管理の方針及び手続の概要
　証券化とは、金融機関が保有する債権や企業が保有する不動産など、それらの資産価値を裏付けに証券として組み替え、第３者
に売却して流動化を図ることを指します。一般的には証券の裏付となる原資産の保有者であるオリジネーターと、証券を購入する
側である投資家に分類されますが、当金庫においては、有価証券投資の一環として購入したものです。
　当該証券投資に係るリスクの認識については、市場動向、裏付資産の状況、時価評価及び適格格付機関が付与する格付情報な
どにより把握するとともに、必要に応じて余裕金運用委員会に諮り、適切なリスク管理に努めています。

 ⑵　証券化エクスポージャーについて、信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称
　当金庫では標準的手法を採用しています。

 ⑶　証券化取引に関する会計方針
　当該会計処理については、当金庫が定める「有価証券会計処理基準」及び日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務
指針」に基づき、適正な会計処理を行っています。

 ⑷　証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称
　証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は以下の４つの機関を採用しています。
　なお、エクスポージャーの種類ごとに適格格付機関の使分けは行っておりません。
・Ｒ＆Ｉ（株式会社 格付投資情報センター） ・Ｍｏｏｄｙ’ｓ（ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク）
・Ｓ＆Ｐ（スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングス・サービス）　　・ＪＣＲ（株式会社 日本格付研究所）
（詳細につきましては、資料編のＰ46を参照ください。）

９．銀行勘定における金利リスクに関する事項
 ⑴　リスク管理の方針及び手続きの概要
　金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産価値の変動や、将来の収益性に対する影響を指しますが、当金庫において
は、双方ともに定性的な評価・計測を行い、適宜、対応を講じる態勢としております。　具体的には、一定の金利ショックを想定した
場合の銀行勘定の金利リスク（ＢＰＶ）の計測や、金利更改を勘案した期間収益シミュレーションによる収益への影響度などについ
て、リスク管理委員会や余裕金運用委員会で協議検討をするとともに、経営陣へ報告を行うなど、資産・負債の最適化に向けたリ
スク・コントロールに努めております。

 ⑵　内部管理上使用した銀行勘定における金利リスクの算定手法の概要
金利リスク算定の前提は、以下の定義に基づいて算定しております。
・計測手法　　　　　　：　「ラダー計算方式」
・コア預金　対象　　　：　流動性預金全般（当座・普通・貯蓄等）
　　　　　　算定方法　：　①過去５年の最低残高
　　　　　　　　　　　　　②過去５年の最大年間流出量を現残高から差し引いた残高
　　　　　　　　　　　　　③現残高の５０％相当額
　　　　　　　　　　　　　以上３つのうち、最小の額を上限
　　　　　　満期　　　：　５年以内（平均２．５年）
・金利感応資産・負債　：　預貸金、有価証券、預け金、その他の金利・期間を有する
　　　　　　　　　　　　　資産・負債
・金利ショック幅　　　：　９９％タイル値
・リスク計測の頻度　　：　月次（前月末基準）

（詳細につきましては、資料編のＰ47を参照ください。）
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項目の説明
（注）１． 「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債

権及びこれらに準ずる債権です。
２． 「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回
収及び利息の受取りができない可能性の高い債権です。

３． 「要管理債権」とは、「３ヵ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金をいいます。
４． 「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険
債権」、「要管理債権」以外の債権をいいます。

５． 「金融再生法上の不良債権」における「貸倒引当金」には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しております。

(単位：百万円) 

※単位未満切り捨てのため合計が一致しない場合があります。

※単位未満切り捨てのため合計が一致しない場合があります。

　リスク管理債権とは、信用金庫法により定められた開示すべき債権 ( 貸出金 ) の金額です。
自己査定により資産査定した不良債権は、すべて「償却引当基準」に基づいた方法で引当を完了いたしました。
なお、この結果は、監査法人の承認を得ています。

信用金庫法によるリスク管理債権

■ リスク管理債権の引当・保全状況

不良債権について NANSHIN 2014  DISCLOSURE

破 綻 先 債 権 
延 滞 債 権 
３ヶ月以上延滞債権 
貸出条件緩和債権 

合　　計 

50
1,932

8
400

2,392

42
1,443

2
127

1,617

7
338
0
33
380

50
1,782

3
161

1,997

100.0％
92.2％
40.2％
40.2％
83.4％

258
1,598
12
294

2,164

201
1,193

7
164

1,567

56
289
0
15
362

258
1,483

7
180

1,930

100.0%
92.8％
61.1％
61.1％
89.1％

項目の説明
（注）１． 「破綻先債権」とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済

の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（未収利息不計上貸出金）のうち、次のいずれかに該当する債務者に
対する貸出金です。
① 更生手続開始の申立てがあった債務者
② 再生手続開始の申立てがあった債務者
③ 破産手続開始の申立てがあった債務者
④ 特別清算開始の申立てがあった債務者
⑤ 手形交換所による取引停止処分を受けた債務者

２． 「延滞債権」とは、未収利息不計上貸出金のうち次の２つを除いた貸出金です。
① 上記「破綻先債権」に該当する貸出金
② 債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金

３． 「３ヵ月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞
債権に該当しない貸出金です。

４． 「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債
権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しない貸出金
です。

５． なお、これらの開示額は、担保処分による回収見込額、保証による回収が可能と認められる額や既に引当てている個別貸倒引当
金を控除する前の金額であり、全てが損失となるものではありません。

６．「担保・保証額」は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。
７． 「貸倒引当金」については、リスク管理債権区分の各項目の貸出金に対して引当てた金額を記載しており、貸借対照表の残高より少
なくなっています。

８． 保全率はリスク管理債権ごとの残高に対し、担保・保証、貸倒引当金を設定している割合です。

平成２４年度
保全状況

残　高 保全率 
担保・保証 貸倒引当金 計 

平成２５年度
保全状況 

残　高 保全率 
担保・保証 貸倒引当金 計 

破綻更生債権及びこれに準ずる債権 
危 険 債 権 
要 管 理 債 権 
金融再生法上の不良債権計 
正 常 債 権 

合　　計 

平成２４年度
保全状況 

総与信額 保全率 
担保・保証 貸倒引当金 計 

平成２５年度
保全状況 

総与信額 保全率 
担保・保証 貸倒引当金 計 

(単位：百万円) 

　金融再生法に基づき開示された債権であり、当金庫の場合、貸出金のほか債務保証見返、未収利息、仮払金を
含んだ債権です。

金融再生法によるリスク債権

■ 金融再生法開示債権及び保全状況

1,091
965
409

2,466
32,071
34,538

821
685
130

1,637

270
124
34
429

1,091
810
164

2,066

100.0％
83.9％
40.2％
83.8％

1,118
808
307

2,234
34,011
36,246

862
553
171

1,587

256
140
16
412

1,118
693
187

2,000

100.0％
85.7％
61.1％
89.5％

不良債権比率　7.14％ 不良債権比率　6.16％
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リスク管理の体制について

総　代　会 

監査法人 監 事 会 

理　事　会 

常勤役員会 

融 資 委 員 会 
事務局　融資部審査課 

経 営 力 強 化 委 員 会 
事務局　総合企画部経営企画課 

資 産 査 定 委 員 会 
事務局　融資部資産査定課 

余 裕 金 運 用 委 員 会 
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　信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフ・バラン
ス資産を含む）の価値が減少ないし消失し、金融機関が損失を被るリスクのこと
をいいます。
　当金庫では、貸出資産の健全性を維持、向上させるために内部研修や業界研修会
への派遣、さらに本部の主管部署による臨店指導等により、厳正なリスク管理態
勢の確保を行っています。
　また、当金庫が定めた自己査定実施要領に則った厳格な資産査定を行い、その
結果に基づき適正な償却・引当を実施しています。

　オペレーショナル・リスクとは、金融機関の業務の過程、役職員の活動若しく
はシステムが不適切であること、または外生的な事象により損失を被るリスク（自
己資本比率の算定に含まれる分）及び金融機関自らが「オペレーショナル・リス
ク」と定義したリスク（自己資本比率の算定に含まれない分）をいい、具体的に
は、事務リスク、システムリスク、法務リスク、人的リスク、有形資産リスク及
び風評リスクに区分しています。
　当金庫では、オペレーショナル・リスクの総合的な管理態勢が有効に機能す
るため、諸規程や組織体制の整備とともに、各種施策についてリスク管理委員
会及び理事会等において協議・検討を行っています。

　流動性リスクとは、運用と調達の期間のミスマッチや予期せぬ資金の流失によ
り、必要な資金確保が困難になり、通常よりも著しく高い金利での資金調達を余
儀なくされることにより損失を被るリスクをいいます。
　当金庫では、資金の安定的流動性を確保するために、支払準備資金を信金中央
金庫へ預け入れるとともに、信金中央金庫が流動性への対応を図るといった信金
業界としてのバックアップ体制など、流動性リスクに対する十分な管理態勢を確
保しています。

　市場リスクとは、金利、為替及び株式等の様々な市場のリスク・ファクターの
変動により、資産・負債（オフ・バランスを含む）の価値が変動し損失を被るリ
スクをいい、金利リスク、為替リスク、価格変動リスクからなります。
　当金庫では、余裕金運用委員会を設置し、経済情勢、金利・為替動向などに基
づいて、運用・調達の方針を策定し、市場リスクの管理を行っています。

信用リスク

オ ペ レ ー
ショナル・
リ ス ク

流 動 性

リ ス ク

市場リスク

　統合的リスク管理とは、金融機関の直面するリスクに関して、自己資本比率の
算定に含まれないリスク（与信集中リスク、銀行勘定の金利リスク等）も含め
て、それぞれのリスク・カテゴリー毎（信用リスク、市場リスク、オペレーショ
ナル・リスク等）に評価したリスクを総体的に捉え、金融機関の経営体力（自己
資本）と比較・対照することによって、自己管理型のリスク管理を行うことをい
います。
　当金庫の統合的リスク管理につきましては、多岐にわたるリスクに関して、そ
れぞれのリスク・カテゴリー毎に評価したリスクを総体的に捉え、自己資本と比
較・対照する等の方法により、自己管理型のリスク管理を行っています。

統 合 的

リ ス ク

　金融機関を取り巻く経営環境が急速に変化する中で、当金庫が、お客様からの信頼、信用をなお一層
高め、確固たるものとするためには、多様化、複雑化するリスクに適切に対応し、経営の健全性の維持、
向上を図ることが不可欠となっています。
　こうした観点から、当金庫では、リスク管理の強化、徹底を経営の最重要課題の一つと位置付け、｢信用
リスク｣｢市場リスク｣｢流動性リスク｣｢オペレーショナル・リスク｣等の経営全般に亘る統合的リスク
管理の充実、強化に全力で取組んでいます。

リ
ス
ク
管
理
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勢
に
つ
い
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コンプライアンスについて 

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
つ
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　当金庫の役職員が社会的責任と公共的使命を自覚し、法令等を遵守して責任ある健全かつ公正
な金庫経営を行うことを目的として行動綱領を制定し、コンプライアンスの徹底に努めています。

　役職員が法令をはじめ、金庫内の諸規程・規則・要領等やさらに確立された社会規範並びに倫理
観にいたるまでのあらゆるルールを遵守するため、担当部署としてコンプライアンス統括室を設置す
るとともに、本部各部及び各営業店にコンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス担
当者を配置し、日常のコンプライアンス状況を把握・チェックできる体制を構築しています。

１．信用金庫の社会的使命と公共性の自覚と責任
２．質の高い金融等サービスの提供と地域社会発展への貢献
３．法令やルールの厳格な遵守
４．地域社会とのコミュニケーション
５．従業員の人権の尊重等
６．環境問題への取組み
７．社会貢献活動への取組み
８．反社会的勢力との関係遮断

１．毎年、具体的な実践計画として「コンプライアンス・プログラム」を策定しています。
２．具体的な手引書である「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、役職員が遵守すべきルールを明確に
定めています。

３．毎年、職員行動チェックリストによるコンプライアンスの認識調査を行っています。
４．コンプライアンス委員会を毎月開催し、法令等遵守に係る現状把握や重要課題について深度ある
審議を行っています。

５．コンプライアンス担当者部会を定期的に開催し、違反事象や事務不備等の再発防止に努めています。
６．部店別にコンプライアンス・マニュアルを活用した勉強会を開催するとともに、銀行業務検定｢コ
ンプライアンス・オフィサー資格試験｣、｢法務３級｣、「法務４級」を受験させて法令等知識の向上を
図っています。また、全職員を対象にコンプライアンス・フォローアップ試験を実施しています。

７．毎年、外部より講師を招き、コンプライアンスに係る勉強会を開催しています。
８．統括部署による臨店指導を全部店を対象に実施し、個別ヒアリングにより法令等知識の理解度
を検証するとともに、不備・改善事項について指導・提言を行っています。

９．全職員を対象に休日を含む連続５日間の休暇を取得させて、休暇期間中に職務代行者による担
当業務の検証等を実施し、相互牽制機能の強化を図っています。

10．役職員のコンプライアンス違反については、ホットライン（公益通報制度）を設置し、報告体制を
整備するとともに、通報者の保護についても徹底しています。

11．全職員を対象に職場活性化に向けたアンケート調査を実施し、調査項目にコンプライアンスに
関する設問を盛り込み、状況の把握に努めています。

12．リーガル・チェック体制を整備し、法務リスクを未然に防止するよう努めています。

基本方針

運営体制

行動綱領

活動状況

　近年、市民生活や経済活動を脅かす存在である反社会的勢力を社会から排除しようとする動きが業種を問わず様々
な企業に広まってきております。
　当金庫においても、当該勢力の介入に毅然として立ち向かい、断固排除するとともに、金融機関としての社会的責
任と公共的使命を果たし、地域の皆様から信頼される公正で健全な金庫を目指すため、平成２０年３月、当金庫のホー
ムページに以下の「反社会的勢力対応に係る基本方針」を明確に示して具体的な拒絶宣言を行っています。
　また、反社会的勢力との関係遮断のため、平成２３年５月より、融資関連契約書に当該勢力の排除条項を盛り込む
とともに、新規に預金口座を開設する際に「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意」を得ることとし
ており、虚偽により口座を開設した場合であっても、後日、当該勢力と判明した時点で取引停止または口座解約でき
る旨規定しております。さらに、平成２４年８月より、出資につきましても預金と同様、新規申込時に「反社会的勢
力ではないことの表明・確約に関する同意」を得ることとし、預金同様の対応を可能としました。
　平成２５年４月には、共同利用型検索システムを導入し、暴力団員等の検索を開始、平成２６年１月には、公益財
団法人宮崎県暴力追放センターの賛助会員に入会するなど、警察署を含め外部機関との連携強化を図り、当該勢力と
の関係遮断に積極的に努めております。
　当金庫では、今後も反社会的勢力との関係遮断のための取組みを行ってまいりますのでご理解とご協力の程、よろ
しくお願い申し上げます。

▶▶反社会的勢力への対応について

▶▶▶利益相反管理方針の概要について

　コンプライアンスとは、日常業務を遂行していく上で関わってくる数多くの法令やルール及び社会的規範を遵守する
ことをいいます。
　当金庫では、地域金融機関として地域社会からの信頼を得るためには、法令を遵守し、社会人の健全な常識や高い
倫理観をもって業務を遂行していくことが金庫経営の基本であると認識し、コンプライアンス態勢の確立を金庫経営
の最重要課題の一つと位置付け、健全経営の実践に努めています。

　当金庫は、信用金庫法および金融商品取引法等を踏まえ、お客様との取引にあたり、本方針、規程および当金庫
が定める庫内規則に基づき、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引を適切に管理（以下「利益相反管理」
といいます。）し、もってお客様の利益を保護するとともに、お客様からの信頼を向上させるため、次の事項を遵守
いたします。
１．当金庫がお客様と行う取引を対象として利益相反管理を行います。
２．当金庫は、以下に定める取引を利益相反管理の対象とします。
（1）次に掲げる取引のうち、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引
　①　当金庫が契約等に基づく関係を有するお客様と行う取引
　②　当金庫が契約等に基づく関係を有するお客様と対立または競合する相手と行う取引
　③　当金庫が契約等に基づく関係を有するお客様から得た情報を不当に利用して行う取引

（2）①から③のほかお客様の利益が不当に害されるおそれのある取引
３．当金庫は、利益相反管理の対象となる取引について、次に掲げる方法その他の方法を選択し、また、これらを
　組み合わせることにより管理します。
　①　対象取引を行う部門とお客様との取引を行う部門を分離する方法
　②　対象取引またはお客様との取引の条件または方法を変更する方法
　③　対象取引またはお客様との取引を中止する方法
　④　対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客様に適切に開示する方法

４．当金庫は、営業部門から独立した管理部署の設置および責任者の配置を行い、利益相反のおそれのある取引の
　特定および利益相反管理を適切に行います。また、当金庫は、利益相反管理について定められた法令および庫内
　規則等を遵守するため、役職員等を対象に教育・研修等を行います。
５．当金庫は、利益相反管理態勢の適切性および有効性について定期的に検証します。

　当金庫は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正の
確保を図ることとします。
１．当金庫は、お客様の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情
報の提供と商品説明をいたします。

２．金融商品の選択・購入は、お客様ご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当金庫は、お客様に適正な判断
をしていただくために、当該金融商品の重要事項について説明をいたします。

３．当金庫は、誠実・公正な勧誘を心がけ、お客様に対し事実と異なる説明や誤解を招くことのないよう、研修等を通じて
役職員の知識の向上に努めます。

４．当金庫は、お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。
５．金融商品の販売等に係る勧誘について、ご意見やお気づきの点等がございましたら、お近くの窓口までお問い合わせく
ださい。

金融商品販売に係る勧誘方針

　市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的行為を行う団体、個人をいい、具体的には暴力団、暴力団員、
暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ等です。

反社会的勢力対応に係る基本方針
　〔基本原則〕
　１．組織としての対応
　２．外部専門機関との連携
　３．取引を含めた一切の関係遮断
　４．有事における民事と刑事の法的対応
　５．裏取引や資金提供の禁止

反社会的勢力とは
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コンプライアンスについて 
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　当金庫の役職員が社会的責任と公共的使命を自覚し、法令等を遵守して責任ある健全かつ公正
な金庫経営を行うことを目的として行動綱領を制定し、コンプライアンスの徹底に努めています。

　役職員が法令をはじめ、金庫内の諸規程・規則・要領等やさらに確立された社会規範並びに倫理
観にいたるまでのあらゆるルールを遵守するため、担当部署としてコンプライアンス統括室を設置す
るとともに、本部各部及び各営業店にコンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス担
当者を配置し、日常のコンプライアンス状況を把握・チェックできる体制を構築しています。

１．信用金庫の社会的使命と公共性の自覚と責任
２．質の高い金融等サービスの提供と地域社会発展への貢献
３．法令やルールの厳格な遵守
４．地域社会とのコミュニケーション
５．従業員の人権の尊重等
６．環境問題への取組み
７．社会貢献活動への取組み
８．反社会的勢力との関係遮断

１．毎年、具体的な実践計画として「コンプライアンス・プログラム」を策定しています。
２．具体的な手引書である「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、役職員が遵守すべきルールを明確に
定めています。

３．毎年、職員行動チェックリストによるコンプライアンスの認識調査を行っています。
４．コンプライアンス委員会を毎月開催し、法令等遵守に係る現状把握や重要課題について深度ある
審議を行っています。

５．コンプライアンス担当者部会を定期的に開催し、違反事象や事務不備等の再発防止に努めています。
６．部店別にコンプライアンス・マニュアルを活用した勉強会を開催するとともに、銀行業務検定｢コ
ンプライアンス・オフィサー資格試験｣、｢法務３級｣、「法務４級」を受験させて法令等知識の向上を
図っています。また、全職員を対象にコンプライアンス・フォローアップ試験を実施しています。

７．毎年、外部より講師を招き、コンプライアンスに係る勉強会を開催しています。
８．統括部署による臨店指導を全部店を対象に実施し、個別ヒアリングにより法令等知識の理解度
を検証するとともに、不備・改善事項について指導・提言を行っています。

９．全職員を対象に休日を含む連続５日間の休暇を取得させて、休暇期間中に職務代行者による担
当業務の検証等を実施し、相互牽制機能の強化を図っています。

10．役職員のコンプライアンス違反については、ホットライン（公益通報制度）を設置し、報告体制を
整備するとともに、通報者の保護についても徹底しています。

11．全職員を対象に職場活性化に向けたアンケート調査を実施し、調査項目にコンプライアンスに
関する設問を盛り込み、状況の把握に努めています。

12．リーガル・チェック体制を整備し、法務リスクを未然に防止するよう努めています。

基本方針

運営体制

行動綱領

活動状況

　近年、市民生活や経済活動を脅かす存在である反社会的勢力を社会から排除しようとする動きが業種を問わず様々
な企業に広まってきております。
　当金庫においても、当該勢力の介入に毅然として立ち向かい、断固排除するとともに、金融機関としての社会的責
任と公共的使命を果たし、地域の皆様から信頼される公正で健全な金庫を目指すため、平成２０年３月、当金庫のホー
ムページに以下の「反社会的勢力対応に係る基本方針」を明確に示して具体的な拒絶宣言を行っています。
　また、反社会的勢力との関係遮断のため、平成２３年５月より、融資関連契約書に当該勢力の排除条項を盛り込む
とともに、新規に預金口座を開設する際に「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意」を得ることとし
ており、虚偽により口座を開設した場合であっても、後日、当該勢力と判明した時点で取引停止または口座解約でき
る旨規定しております。さらに、平成２４年８月より、出資につきましても預金と同様、新規申込時に「反社会的勢
力ではないことの表明・確約に関する同意」を得ることとし、預金同様の対応を可能としました。
　平成２５年４月には、共同利用型検索システムを導入し、暴力団員等の検索を開始、平成２６年１月には、公益財
団法人宮崎県暴力追放センターの賛助会員に入会するなど、警察署を含め外部機関との連携強化を図り、当該勢力と
の関係遮断に積極的に努めております。
　当金庫では、今後も反社会的勢力との関係遮断のための取組みを行ってまいりますのでご理解とご協力の程、よろ
しくお願い申し上げます。

▶▶反社会的勢力への対応について

▶▶▶利益相反管理方針の概要について

　コンプライアンスとは、日常業務を遂行していく上で関わってくる数多くの法令やルール及び社会的規範を遵守する
ことをいいます。
　当金庫では、地域金融機関として地域社会からの信頼を得るためには、法令を遵守し、社会人の健全な常識や高い
倫理観をもって業務を遂行していくことが金庫経営の基本であると認識し、コンプライアンス態勢の確立を金庫経営
の最重要課題の一つと位置付け、健全経営の実践に努めています。

　当金庫は、信用金庫法および金融商品取引法等を踏まえ、お客様との取引にあたり、本方針、規程および当金庫
が定める庫内規則に基づき、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引を適切に管理（以下「利益相反管理」
といいます。）し、もってお客様の利益を保護するとともに、お客様からの信頼を向上させるため、次の事項を遵守
いたします。
１．当金庫がお客様と行う取引を対象として利益相反管理を行います。
２．当金庫は、以下に定める取引を利益相反管理の対象とします。
（1）次に掲げる取引のうち、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引
　①　当金庫が契約等に基づく関係を有するお客様と行う取引
　②　当金庫が契約等に基づく関係を有するお客様と対立または競合する相手と行う取引
　③　当金庫が契約等に基づく関係を有するお客様から得た情報を不当に利用して行う取引

（2）①から③のほかお客様の利益が不当に害されるおそれのある取引
３．当金庫は、利益相反管理の対象となる取引について、次に掲げる方法その他の方法を選択し、また、これらを
　組み合わせることにより管理します。
　①　対象取引を行う部門とお客様との取引を行う部門を分離する方法
　②　対象取引またはお客様との取引の条件または方法を変更する方法
　③　対象取引またはお客様との取引を中止する方法
　④　対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客様に適切に開示する方法

４．当金庫は、営業部門から独立した管理部署の設置および責任者の配置を行い、利益相反のおそれのある取引の
　特定および利益相反管理を適切に行います。また、当金庫は、利益相反管理について定められた法令および庫内
　規則等を遵守するため、役職員等を対象に教育・研修等を行います。
５．当金庫は、利益相反管理態勢の適切性および有効性について定期的に検証します。

　当金庫は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正の
確保を図ることとします。
１．当金庫は、お客様の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情
報の提供と商品説明をいたします。

２．金融商品の選択・購入は、お客様ご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当金庫は、お客様に適正な判断
をしていただくために、当該金融商品の重要事項について説明をいたします。

３．当金庫は、誠実・公正な勧誘を心がけ、お客様に対し事実と異なる説明や誤解を招くことのないよう、研修等を通じて
役職員の知識の向上に努めます。

４．当金庫は、お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。
５．金融商品の販売等に係る勧誘について、ご意見やお気づきの点等がございましたら、お近くの窓口までお問い合わせく
ださい。

金融商品販売に係る勧誘方針

　市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的行為を行う団体、個人をいい、具体的には暴力団、暴力団員、
暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ等です。

反社会的勢力対応に係る基本方針
　〔基本原則〕
　１．組織としての対応
　２．外部専門機関との連携
　３．取引を含めた一切の関係遮断
　４．有事における民事と刑事の法的対応
　５．裏取引や資金提供の禁止

反社会的勢力とは
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金融ＡＤＲの対応について 

当金庫における苦情処理措置・紛争解決措置等の概要 
 
　当金庫は、お客さまからの相談・苦情・紛争等（以下「苦情等」とい
う。）を営業店または本部「お客様相談室」で受け付けています。 
１． 苦情等のお申し出があった場合、その内容を十分に伺ったうえ、内
部調査を行って事実関係の把握に努めます。 
２． 事実関係を把握したうえで、営業店、関係部署等とも連携を図り、迅
速・公平にお申し出の解決に努めます。 
３． 苦情等のお申し出については記録・保存し、対応結果に基づく改善
措置を徹底のうえ、再発防止や未然防止に努めます。 
  　苦情等は営業店または次の担当部署へお申し出ください。 
 
 
 
 
 
 
＊お客さまの個人情報は苦情等の解決を図るため、またお客さまとの
お取引を適切かつ円滑に行うために利用いたします。 
 
４． 当金庫のほかに、一般社団法人全国信用金庫協会が運営する「全国
しんきん相談所」をはじめとする他の機関でも苦情等のお申し出を
受け付けています。詳しくは上記「お客様相談室」にご相談ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５． 東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会（以下「東京
三弁護士会」という）が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を
図ることも可能ですので、「お客様相談室」または上記全国しんきん
相談所へお申し出ください。なお、各弁護士会に直接申し立てていた
だくことも可能です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６．東京三弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さま
にもご利用いただけます。 
  その際には、次の（１）、（２）の方法により、お客さまのアクセスに便利な
東京以外の弁護士会の仲裁センター等を利用することもできます。 
　  なお、ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ、東京三
弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫「お客様相談室」にお尋
ねいただくか、東京三弁護士会のホームページまたは当金庫ホーム
ページ（http://www.shinkin.co.jp/nanshin/）をご覧ください。 
（１）現地調停 
　　　東京三弁護士会の調停人とそれ以外の弁護士会の調停人がテ
レビ会議システム等を用いて、共同して紛争の解決にあたります。 

　　　例えば、お客さまは、宮崎県弁護士会の事務所等にお越しい
ただき、当該弁護士会の調停人とは面談で、東京三弁護士会の
調停人とはテレビ会議システム等を通じてお話いただくことによ
り、手続きを進めることができます。 

（２）移管調停 
　　　当事者間の同意を得たうえで、東京以外の弁護士会に案件を
移管します。 

　　　例えば、鹿児島県弁護士会の紛争解決センターに案件を移管
し、当該弁護士会の紛争解決センターで手続きを進めることがで
きます。 

７．当金庫の苦情等の対応 
　当金庫は、お客さまからの苦情等のお申し出に迅速・公平かつ適
切に対応するため、以下のとおり金融ＡＤＲ制度も踏まえ、内部管理
態勢等を整備して苦情等の解決を図り、もって当金庫に対するお客
さまの信頼性の向上に努めます。 

（１）営業店及び各部署に責任者をおくとともに、「お客様相談室」
がお客さまからの苦情等を一元的に管理し、適切な対応に努め
ます。 

（２）苦情等のお申し出については事実関係を把握し、営業店、関係
部署及び「お客様相談室」が連携したうえ、速やかに解決を図
るよう努めます。 

（３）苦情等の対応にあたっては、解決に向けた進捗管理を行うとと
もに、苦情等のお申し出のあったお客さまに対し、必要に応じて
手続の進行に応じた適切な説明を「お客様相談室」から行いま
す。 

（４）お客さまからの苦情等のお申し出は、「全国しんきん相談所」
をはじめとする他の機関でも受け付けていますので、内容やご要
望等に応じて適切な機関をご紹介いたします。 

（５）  紛争解決を図るため、弁護士会が設置運営する仲裁センター
等を利用することができます。その際には、当該仲裁センター等
の規則等も踏まえ、適切に協力します。 

（６）お申し出のあった苦情等を記録・保存し、その対応結果に基づ
き、苦情等に対応する態勢の在り方の検討・見直しを行います。 

（７）苦情等への対応が実効あるものとするため、内部監査部門が検
証する態勢を整備しています。 

（８）苦情等に対応するため、関連規程等に基づき業務が運営される
よう、研修等により金庫内に周知・徹底します。 

（９）お客さまからの苦情等は、業務改善・再発防止等に必要な措
置を講じることにより、今後の業務運営に活かしていきます。 

（10）苦情等への取組体制 

1．住　　所： 〒103-0028 
 東京都中央区八重洲１‐３‐７ 
2．電話番号： ０３‐３５１７‐５８２５ 
3．受付日時間：月～金（祝日、12月31日～１月3日を除く） 
 ９：００～１７：００ 
4．受付媒体： 電話､手紙、面談 

名　　称： 東京弁護士会紛争解決センター 
住　　所： 〒100-0013　東京都千代田区霞が関1-1-3 
電話番号： ０３‐３５８１‐００３１ 
受 付 日： 月～金(祝日､年末年始除く) 
時　　間： 9:30～12:00､13:00～15:00 
名　　称： 第一東京弁護士会仲裁センター 
住　　所： 〒100-0013　東京都千代田区霞が関1-1-3 
電話番号： ０３‐３５９５‐８５８８ 
受 付 日： 月～金(祝日､年末年始除く) 
時　　間： 10:00～12:00､13:00～16:00 
名　　称： 第二東京弁護士会仲裁センター 
住　　所： 〒100-0013　東京都千代田区霞が関1-1-3 
電話番号： ０３‐３５８１‐２２４９ 
受 付 日： 月～金(祝日、年末年始除く) 
時　　間： 9:30～12:00､13:00～17:00 
 
名　　称： 熊本県弁護士会紛争解決センター 
住　　所： 〒860-0078　熊本市京町1丁目13-11 
電話番号： ０９６‐３２５‐０９１３ 
受 付 日： 月～金(祝日､年末年始除く) 
時　　間： 9:00～17:00 
名　　称： 鹿児島県弁護士会紛争解決センター 
住　　所： 〒892-0815　鹿児島市易居町2番3号 
電話番号： ０９９‐２２６‐３７６５ 
受 付 日： 月～金(祝日､年末年始除く) 
時　　間： 10:00～16:00 

南郷信用金庫お客様相談室 

全国しんきん相談所（一般社団法人全国信用金庫協会） 

住　　所：　宮崎県日南市吾田東４丁目１番１号 
電話番号：　０１２０‐８８１‐９９２ 
受付時間：　９：００～１７：００（信用金庫営業日） 
受付媒体：　電話、手紙、面談 

お　客　さ　ま 

弁護士会仲裁センター等（※2） 

全国しんきん相談所（※1） 

検証 

理 事 会 等  

（※1） （※2）弁護士会仲裁センター等 

・全国しんきん相談所 
・東京弁護士会　　　紛争解決センター 
・第一東京弁護士会　仲裁センター 
・第二東京弁護士会　仲裁センター 

・熊本県弁護士会　紛争解決センター 
・鹿児島県弁護士会　紛争解決センター（移管調停） 

営業店 

苦
情
等
の
お
申
し
出 

話
し
合
い 

関係部署 

お　客　様　相　談　室 
（主管部署） 

連携 
紛
争
解
決
（
現
地
調
停
・
移
管
調
停
）
の
申
立
て 

苦
情
等
の
お
申
し
出 

苦
情
等
の
お
申
し
出 

話
し
合
い 

適
切
な
説
明
・
他
機
関
の
紹
介 

報
告
・
連
絡 

連
携 

連
携 

連
携 

内
部
監
査 

報
告
・
連
絡 

検
討
・
見
直
し 

紛
争
解
決
へ
の
対
応 

紛
争
解
決
の 

取
次
ぎ
依
頼 

紛
争
解
決
の 

取
次
ぎ 

東京三弁護士会

25



　平成１７年４月１日より、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利
利益を保護することを目的として、「個人情報の保護に関する法律」が
全面施行となりました。
　当金庫では、これまでもお客さまから取得した情報は、守秘義務のも
と徹底した管理を行なってまいりましたが、「個人情報の保護に関する
法律」の全面施行に伴い、さらなる個人情報の適切な保護と利用を図
るため、「個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）」を公表いたしま
した。
　また、職員が遵守すべき個人情報の取扱いに関する基本事項として
「個人情報の保護と利用に関する規程」を定め、個人情報の重要性を
全役職員が認識し業務に取組んでおります。

■ 個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）
　当金庫は、お客様からの信頼を第一と考え、個人情報の適切な保護
と利用を図るために、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第
５７号）および金融分野における個人情報保護に関するガイドライン、
その他の関係法令等を遵守するとともに、その継続的な改善に努めま
す。また、個人情報の機密性・正確性の確保に努めます。

２０１４年　７月　１日
南　郷　信　用　金　庫

１．個人情報とは
　本プライバシーポリシーにおける「個人情報」とは、「住所・氏名・
電話番号・生年月日」等、特定の個人を識別することができる情報を
いいます。

２．個人情報の取得・利用について
（１）個人情報の取得
●当金庫は、あらかじめ利用の目的を明確にして個人情報の取得
をします。また、金庫業務の適切な業務運営の必要から、お客様
の住所・氏名・電話番号、性別、生年月日などの個人情報の取得
に加えて、融資のお申込の際には、資産、年収、勤務先、勤続年数、
ご家族情報、金融機関でのお借入れ状況など、金融商品をお勧
めする際には、投資に関する知識・ご経験、資産状況、年収など
を確認させていただくことがあります。

●お客様の個人情報は、
　①預金口座のご新規申込書等、お客様にご記入・ご提出いただく
　書類等に記載されている事項

　②営業店窓口係や得意先係等が口頭でお客様から取得した
　事項

　③当金庫ホームページ等の「お問い合わせ」、等の入力事項
　④各地手形交換所等の共同利用者や個人信用情報機関等の第
　三者から提供される事項

　⑤その他一般に公開されている情報等から取得しています。
（２）個人情報の利用目的
●当金庫は、次の利用目的のために個人情報を利用し、それ以外
の目的には利用しません。また、お客様にとって利用目的が明確
になるよう具体的に定めるとともに、取得の場面に応じ、利用
目的を限定するよう努めます。

●お客様本人の同意がある場合、もしくは法令等により開示が求
められた場合等を除いて、個人情報を第三者に開示することは
ございません。

　（利用目的）　　
　　①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付
　　　のため
　　②法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスを
　　　ご利用いただく資格等の確認のため
　　③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引に
　　　おける管理のため
　　④融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
　　⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供
　　　にかかる妥当性の判断のため
　　⑥与信事業に際して当金庫が加盟する個人信用情報機関に個人
　　　情報を提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三
　　　者に提供するため
　　⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について
　　　委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行
　　　するため
　　⑧お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行の
　　　ため
　　⑨市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融
　　　商品やサービスの研究や開発のため
　　⑩ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご
　　　提案のため
　　⑪提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
　　⑫各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
　　⑬その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
（法令等による利用目的の限定）　　
　　①信用金庫法施行規則第１１０条等により、個人信用情報機関から
　　　提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資
　　　金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いた
　　　しません。

　　②信用金庫法施行規則第１１１条等により、人種、信条、門地、本籍地、
　　　保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報
　　　は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に
　　　利用・第三者提供いたしません。
　
　　上記の利用目的につきましては、当金庫のホームページの他、店頭
　　掲示のポスター等でもご覧いただけます。

（３）ダイレクト・マーケティングの中止
●当金庫は、ダイレクトメールの送付や電話等での勧誘等のダイレ
クト・マーケティングで個人情報を利用することについて、お客
様から中止のお申出があった場合は、当該目的での個人情報の
利用を中止いたします。中止を希望されるお客様は、下記のお問
合せ先までお申出下さい。

３．個人情報の正確性の確保について 
　当金庫は、お客様の個人情報について、利用目的の達成のために
個人データを正確かつ最新の内容に保つように努めます。

４．個人情報の開示・訂正等、利用停止等について
●お客様本人から、当金庫が保有している情報について開示等のご
請求があった場合には、請求者がご本人であること等を確認させ
ていただいたうえで、遅滞なくお答えします。

●お客様本人から、当金庫が保有する個人情報の内容が事実でない
という理由によって当該個人情報の訂正、追加、削除または利用
停止、消去のご要望があった場合には、遅滞なく必要な調査を行っ
たうえで個人情報の訂正等または利用停止等を行います。なお、
調査の結果、訂正等を行わない場合には、その根拠をご説明させ
ていただきます。

●お客様からの個人情報の開示等のご請求については、所定の手数料
をお支払いいただきます。

●以上のとおり、お客様に関する情報の開示・訂正等、利用停止等が
必要な場合は、お取引店または下記の「個人情報に関する相談
窓口」までお申出下さい。必要な手続についてご案内させていただ
きます。

５．個人情報の安全管理について 
●当金庫は、お客様の個人情報の漏えい、滅失、または毀損の防止そ
の他の個人情報の安全管理のため、個人データの安全管理措置を
講じます。

　リンクについて

　当金庫のウェブサイトには、外部サイトへのリンクがあります。リンク
先のウェブサイトは当金庫が運営するものではありませんので、
お客様の個人情報等の保護についての責任はリンク先にあります。

　クッキーについて

　当金庫のＨＰではクッキーを使用していますが、クッキーによる個人
のサイト利用動向の取得は行っておりません。
　（クッキーとは）
　クッキーとは、お客様がウェブサイトにアクセスする際、お客様
のパソコン等のウェブブラウザに一定の情報を格納し、再度お客様
が当金庫のウェブサイトをご利用いただくことを容易にする技術
です。クッキーを読むことができるのは設定したウェブサイトのみ
です。お客様が接続されたその時のみ有効であり、また、お客様
の氏名・Ｅメールアドレスなど個人を特定する情報は含まれてい
ません。

６．委託について
　当金庫は、例えば、次のような場合に、個人データの取り扱いの委
託を行っています。また、委託に際しましては、お客様の個人情報の安
全管理が図られるよう委託先を適切に監督いたします。

•キャッシュカード発行・発送に関わる事務
•定期預金等の期日案内等の作成・発送に関わる事務
•ダイレクトメールの発送に関わる事務
•情報システムの運用・保守に関わる業務

７．個人情報保護に関する質問・苦情・異議の申し立てについて
　当金庫は、個人情報の取扱いに係るお客様からの苦情処理に適切
に取組みます。なお、当金庫の個人情報の取扱いに関するご質問・苦情
の申し立てにつきましては、お取引店または下記の当金庫お客様
相談窓口までご連絡下さい。

【個人情報に関する相談窓口】 
南郷信用金庫　お客様相談窓口 
住　　所：　〒887-0041 
　　　　　　宮崎県日南市吾田東４丁目１番１号 
電話番号：　0120-881-992 
ＦＡＸ　：　0987-21-1118 
Ｅメール：　s1986011@nanshinnet.co.jp 
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営業のご案内 

金庫の主要な事業のご案内

１．預金又は定期積金の受入 
２．会員に対する資金の貸付 
３．会員のためにする手形の割引 
４．法令の定めるところによる地方公共団体、金融機関その他会員
　　以外の者に対する資金の貸付け及び手形の割引 
５．為替取引 
６．上記1.～5.の業務に付随する債務の保証又は手形の引受けそ
　　の他信用金庫業務に付随する業務 
７．国債、政府保証債その他の有価証券について金融商品取
　　引法により信用金庫が営むことのできる業務 
　　（上記6.により行う業務を除く） 
８．法律により信用金庫が営むことのできる業務 
９．その他前各号の業務に付帯又は関連する業務 

当金庫では、地域の皆様の生活設計や資産の形成、事業活動などのお役に立てるよう、各種預金
商品を取り揃えております。 

種　　　類 特　　　　　　　色 期　　間 最低お預入額 付利単位

商取引には小切手･手形をどうぞ。企業カードは一層便利で
す。(預金保険制度の決済用預金です。）

残高が１,０００万円を超えていても、全額が預金保険制度で保
護されます。(普通預金と同様の機能です)

まとまった資金を短期運用されるのに最適です。ご解約の場
合は解約の２日前までに通知を必要とします。

残高が増加するごとに、金利が有利になる預金です。キャッシ
ュカードにて入出金もできます。

納税資金を計画的に準備していただく預金です。非課税扱い
です。

１,０００万円以上の大口資金の運用に最適です。他の定期
預金より高利回りの定期預金です。

３００万円以上のまとまった資金の運用にご利用いただけ
る自由金利型定期預金です。

１００円からお預けいただける自由金利型定期預金で
す。

市場金利の動きによって預入期間中に６ヶ月毎のサイクルで
金利が変わる変動型の預金です。

満期を待たずに、お利息が受取れます。利払周期は1ヶ月～
6ヶ月。スーパー定期、スーパー定期300、大口定期でご利
用できます。

契約時に満期日を設定して預入期間中に自由な金額でご
預金できる定期預金です。

普通預金と定期預金を一体化した商品です。定期預金の90％
まで貸越枠(最高額５００万円)があり、キャッシュ・カードをセ
ットいただければ、いざと言った時に便利です。

旅行・結婚・教育等、プラン実現のために計画的に毎月一
定額を積立てて頂く目的型貯蓄商品です。

若者・子育ての応援を目的とし、計画的に毎月一定額を積
立てて頂く目的型貯蓄商品です。特典として「教育・カーラ
イフプラン」の優遇金利が利用できます。

お客様がお預けいただいた退職金を当金庫独自の優遇金
利で有利に運用できる定期預金です。

当金庫で継続して年金をお受取のお客様であれば、１,０００
万円まで当金庫独自の優遇金利で有利に運用できる定期
預金です。

障害基礎年金などを受給されているお客様を対象として、
３００万円まで当金庫独自の優遇金利で有利に運用できる
定期預金です。

財形年金 勤労者が年金目的で有利に運用できます。

財形住宅 増改新築費用目的で有利に運用できます。

一般財形 生活設計の為、有利に運用できます。

給与・年金のお受取り、公共料金の自動支払をはじめ、キャッ
シュカードをお使いになれば『全国キャッシュサービス』もご
利用できて便利です。流　

動　

性　

預　

金

定　
　
　

期　
　
　

預　
　
　

金

定　

期　

積　

金

優
遇
金
利

当 座 預 金

無 利 息 型 普 通 預 金

貯 蓄 預 金

納 税 準 備 預 金

大 口 定 期 預 金

スー パ ー 定 期３００

ス ー パ ー 定 期

変動金利型定期預金

利 息 分 割 受 取 型

定 期 預 金

積 立 定 期 預 金

通 知 預 金

退職金専用定期預金

「 永 寿 」

年 金 定 期

福 祉 年 金 定 期
ス マ イ ル

タ ッ ク ス プ ラ ン

普 通 預 金

総 合 口 座 普通預金・定期預金と同じ

財 形 預 金

ス ー パ ー 積 金

アンパンマンの若者・子

育 て 応 援 積 金

出し入れ自由

出し入れ自由

7 日 以 上

1ヶ月～5年

1ヶ月～5年

1ヶ月～5年

1 年 ～ 3 年

1ヶ月～5年

6ヶ月～15年

1,000万円以上

300万円以上

100円以上

100円以上

100円以上

100円以上

5年～15年

5年～15年

3年～15年

100円以上

３ヶ月

６ヶ月

1　年

1　年

6ヶ月～3年

6ヶ月～5年

500万円以上

5万円以上

100円以上

10,000円以上

1,000円以上

出し入れ自由

入金は自由、
引出は納税時

出し入れ自由

1円以上

1円以上

1万円以上

1円以上

1円以上

1円以上

1円

1円

1円

1円

1円

1円

1円

１円

1円

1円

100円

100円

3年 ・ 5年

10,000円以上 100円

無利息

無利息

1,000円

100円
(1,000円以上)

100円
(1,000円以上)

100円
(1,000円以上)

預　金

法人や個人事業者の方が消費税納税目的の為に計画的に
毎月一定額を積立てて頂く優遇金利の定期積金です。

27



営
業
の
ご
案
内 

NANSHIN 2014  DISCLOSURE

融　資

種　　　類 内　　　　容　　・　　特　　　　色 

代　理　業　務 

制　度　融　資 

□信金中央金庫　　　　　　□日本政策金融公庫　　　　□住宅金融支援機構　　□農林漁業信用基金 
□中小企業基盤整備機構　　□勤労者退職金共済機構　　□福祉医療機構　　　　□西日本建設業保証（株） 

宮崎県及び宮崎市、日南市、串間市の制度融資 

種　　　類 ご利用金額 ご融資期間内　　　　容　　・　　特　　　　色

■個人向けローン

5,000万円以内

6,000万円以内

8,000万円以内

1億円以内

1,000万円以内

1,000万円以内

1,000万円以内

1,000万円以内

500万円以内

500万円以内

500万円以内

500万円以内

500万円以内

500万円以内

300万円以内

100万円以内

300万円以内

50万円から300万円

10万円から300万円

10万円から500万円

10万円から50万円

100万円以内

100万円超
500万円以内

35年以内

35年以内

35年以内

35年以内

15年以内

15年以内

15年以内

15年以内

10年以内

10年以内

10年以内

10年以内

10年以内

10年以内

7年以内

7年以内

16年9カ月以内

3年更新

1年更新

3年更新

3年更新

7年以内

有担保15年以内
無担保10年以内

そ
の
他

　地域の皆様の住宅資金や教育資金、事業に必要な運転資金や設備資金など、様々な資金ニーズにお応えするため、
各種ローン商品を準備しております。 

住
宅
関
連
ロ
ー
ン

目
的
ロ
ー
ン

フ
リ
ー
ロ
ー
ン

カ
ー
ド
ロ
ー
ン

一般住宅ローン

全国保証住宅ローン
「快適３５」

しんきん保証住宅ローン
「快適３５Ｓ」

九州総合信用住宅ローン
「快適３５Ｋ」

全国保証リフォームローン
「リフォーム１５」

しんきん保証リフォーム
プラン「リフォーム１５Ｓ」

九州総合信用リフォーム
ローン「リフォーム１５Ｋ」

エコソーラー
「電光節家」

しんきん保証
カーライフプラン

しんきん保証
エコ・カーライフプラン

教 育 プ ラ ン

福 祉 プ ラ ン

し ん き ん
個 人 ロ ー ン

い っ ち ゃ が２

キ　ャ　ッ　チ

悠 々 自 適

教育カードローン
「学資応援団」

カードローン３００

あ ん し ん

きゃっする５００

ミニカードローン

タイムリーローン

おまとめローン

住宅新築・購入資金（中古住宅含む）、リフォーム資金、住宅借換資金、土地購入資金、
住宅施設に要する資金。満２０歳以上最終返済時満８０歳以下の方、保証人必要

上記資金を必要とする方で、原則、団体信用生命保険に加入できる方
満２０歳以上６５歳未満の方、３年固定、５年固定又は１０年固定金利、保証人不要

上記資金を必要とする方で、原則、団体信用生命保険に加入できる方
満２０歳以上６０歳以下の方、３年固定、５年固定又は１０年固定金利、保証人不要

上記資金を必要とする方で、原則、団体信用生命保険に加入できる方
満２０歳以上７０歳以下の方、３年固定、５年固定又は１０年固定、保証人不要

住宅の増改築・修繕に要する資金
満２０歳以上６５歳未満の方、保証人不要

住宅の増改築・修繕に要する資金
満２０歳以上の方、固定金利、保証人不要

住宅の増改築・修繕に要する資金
満２０歳以上７０歳以下の方で最終返済時満８０歳以下の方、保証人不要

太陽光発電システム・オール電化等に係る資金、ソーラーローン借換資金等
満２０歳以上で安定継続した収入のある方、固定金利、しんきん保証付、団体信用生命保険加入可

自家用車の購入、車検、修理費用、免許取得費用、保証料、マイカーローン借換資金等
満２０歳以上で安定継続した収入のある方、固定金利、しんきん保証付

エコカーの購入資金、エコカー購入資金と合せたマイカーローン借換資金等
満２０歳以上で安定継続した収入のある方、固定金利、しんきん保証付

就学する学校への１年分の納付金（授業料・入学金等）、付帯費用(受験費用、教材費、下宿費用、交通費等)等
満２０歳以上固定金利、しんきん保証付（ただし、６年制大学の場合は、1,000万円以内、16年以内）

介護用機器の購入、設置費用、老人ホーム入居一時金等
満２０歳以上で安定継続した収入のある方、固定金利、しんきん保証付

健康で文化的な生活を営むために必要な資金
満２０歳以上で収入のある方、固定金利（取引内容により金利優遇）、しんきん保証付

資金のお使いみちは自由です。手続き簡単、スピード審査で即日ＯＫ
満２０歳以上６５歳以下の方、固定金利

資金のお使いみちは自由です。手続き簡単、スピード審査で即日ＯＫ
年金収入の方、専業主婦でも可能です。満２０歳以上完済時７５歳以下の方、固定金利

満６０歳以上の方専用商品で、資金のお使いみちは自由です。手続き簡単、スピード審査で即日ＯＫ
満６０歳以上７５歳以下の方、年金収入の方でも可能です。固定金利

入学金・授業料等教育に関する資金および教育ローン借換資金等に使える便利なカードです。
満２０歳以上６０歳以下の方、在学期間中は元金随時返済、利息毎月返済。卒業後、元利均等返済。

資金のお使いみちは自由です。急な出費に便利です。利用限度範囲内で繰り返し
ご利用できます。満２０歳以上６５歳未満の方、限度額に応じた定額返済

資金のお使いみちは自由です。急な出費に便利なカードです。
利用限度範囲内で繰り返しご利用できます。満２０歳以上６５歳以下の方、極度額に応じた定額返済

資金のお使いみちは自由です。急な出費に便利です。利用限度範囲内で繰り返し
繰り返しご利用できます。満２０歳以上６５歳以下の方、ご利用残高に応じた定額返済

資金のお使いみちは自由です。急な出費に便利です。利用限度範囲内で繰り返し
ご利用できます。満２０歳以上６５歳未満の方、予算に応じ随時返済払

お使いみちは自由です。(事業性資金、投機性資金は除きます。）返済負担軽減を目的と
する他行ローン等の一本化資金も可能とします。満２０歳以上完済時７５歳未満の方

債務整理専用のローンです。(事業性資金、転貸資金は除きます。)
満２５歳以上６５歳以下で安定継続した収入のある方、固定金利
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その他の業務

サービス名 商 　品 　名 内　　　　　　　　　　　　容 

火
災 

支
援 

◆国債の窓口販売業務 

国債の窓口販売業務 

個人向け（３年） 

個人向け（５年） 

個人向け（１０年） 

日本国政府が発行し、元本や利子をお支払します。
発行時に設定された固定利率で半年ごとに利子が付き、発行時
点で３年後の投資結果を知る事ができます。

日本国政府が発行し、元本や利子をお支払します。
発行時に設定された固定利率で半年ごとに利子が付き、発行時
点で５年後の投資結果を知る事ができます。

日本国政府が発行し、元本や利子をお支払します。半年ごとに
適用利率が変わり、利子が付きます。年率０.０５％の最低金利保
証があるので安心して運用できます。

サービス名 商 　品 　名 内　　　　　　　　　　　　容 

◆保険の窓口販売業務 

◆その他の窓口業務 

生命保険商品の窓口販売 

九 州 し ん き ん カ ード 
取 扱 業 務 

リ ー ス 業 務 

貸 金 庫 ・ 保 護 預 り 

国 民 年 金 基 金 

グ ッドす まい る 

グ ッド サ ポ ート 

当金庫で住宅ローンをご利用、またはご利用になるお客様のた
めの火災保険です。幅広い補償内容でご納得いただける保険料
がポイントです。 

当金庫で住宅ローンをご利用、またはご利用になるお客様のた
め、病気やケガで働けなくなった期間の住宅ローンの返済を支
援する保険です。 

セーフティＳＪＮＫ

標 準 傷 害 保 険 

当金庫の会員のみなさまの万一の事故を補償する積立型傷害保険
です。月 ４々,０００円からの掛金で大きな補償と５年後の満期返戻
金が受取れます。スタンダード、子供プラン、ゴルファー保険と補償内
容も充実した保険で、保険料もお得となった商品です。

カード社会の現在、今や現金に代わるお支払システムとして定着しましたが、そのカードの申し込みをお取次ぎいた
します。ＶＩＳＡカード、ＪＣＢカードを取扱っていますので、カードサービスも充実した内容になっています。事業所の加
盟店としての取次ぎも行っています。

設備投資のお手伝いとして『九州信金リース㈱』との斡旋をいたします。技術革新が急速になり、
耐用年数の途中で買換や寿命が尽きる事がありますが、リースを利用した方がお得な場合があ
ります。税法上のメリットもあり、コスト面でもお勧めです。 

お客様の大切な財産や貴重品、預金証書、重要書類などを安全・確実に保管いたします。  

お客様の将来設計のお手伝いとして、個人事業者などの第一号被保険者が加入できる国民年金
基金の募集と口座振替をいたします。 

し んきんらい ふ

年　金　ＦＳ

５０万円からの保険料で、一定期間以上お預けになると有利に
運用できます。また災害死亡給付の補償も付いていて安心です。
税制上のメリットもあり、ライフスタイルに応じた将来設計にお
役に立てる商品です。 

ちゃんと応える医療保険

Ｅ Ｖ Ｅ R

病気やケガによる入院やそれに伴う通院・手術の保障が一生
涯（ケガの場合満９０歳まで）続きます。また、保険料は更新によ
って上がることはありません。終身払ブランと６０、６５歳満期
払済プランがあり、終身払プランは満８０歳の方まで加入でき
ます。 

万一の事故を補償する傷害保険で、保険料は年齢・職業・性別を
問わず一律です。個人型と夫婦型があり、掛捨てタイプの保険で
す。保険料は年払いで、指定口座から引き落としされます。継続
は自動更新されるので、手続きは不要です。当金庫の会員でご
契約すると保険料が安くなりお得です。 

がん保険ｄａｙｓ

（デイズ）

日本人の死因第１位である「がん」の入院・通院・特定治療通院・
先進医療を保障するほか、「がん」と診断されたときの診断給付
金、診断後の生存給付年金など、保障が充実しています。満８０
歳の方まで加入できる商品です。 

　地域の皆様の多様化・高度化するニーズにお応えするため、個人向け国債や保険の窓口販売をはじめ各種業務を取り
扱っております。 

 

 

損害保険商品の窓口販売 

個
人
年
金

が　

ん 

医　

療 

傷　
　
　

害
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各種サービス

　カード１枚でお客様の口座から現金の入出金・残高照会・お振込が出来ます。当金庫本支店の
他、全国の提携金融機関（セブン銀行含）及びゆうちょ銀行のATMでもご利用いただけます。
さらに、デビットカードとしてもお使いいただけます。 

　お振込が、現金及び、当金庫・当金庫提携金融機関のキャッシュカードでご利用いただけます。
振込依頼書への記入もいらず、窓口ご利用の場合よりも手数料がお得です。

　信金中央金庫の代理業務として、海外への送金、米ドル以外の外貨両替、トラベラーズチェック
等の取扱を行っています。
　なお、外貨両替（米ドル含）の取扱については、目井津支店及び油津支店となっています。

　公共料金（電気・電話・水道・ガス・NHK受信料）のほか、各種税金、国民年金保険料、社会保
険料、学費、各種クレジット等をご指定の口座から自動支払いたします。

　一度のお手続きで、国民・厚生・新国民厚生・共済等の各種年金が、毎回お客様のご指定になった
預金口座へ振込まれます。また、当金庫での年金受取のお客様を対象とした、金利優遇商品もご用意
しています。

　毎月の給料やボーナスがお客様ご指定の口座に直接振込まれます。また、キャッシュカードを
ご利用いただければ、全国の当金庫提携金融機関において現金引出ができます。

　当金庫窓口において、宮崎県・宮崎市・日南市・串間市の税金、国民年金保険料等の納付ができ
ます。

　九州しんきんカード（VISA・JCB）等各種クレジットカード申込のお取次ぎを致します。また、
当金庫のATMではキャッシングもご利用いただけます。

　固定電話や携帯電話（Iモード）から直接お振込や口座の残高照会等ができます。
操作も簡単で大変便利です。

　事務所・ご自宅のパソコン等を利用して、振込、振替等の資金移動や口座内容の照会等がご利用
いただけます。

　家賃、会費、仕送り等あらかじめお申込いただいた金額を、お客様の口座より、ご指定の口座へ
自動的に送金いたします。

種　　　　類 内　　容　　・　　特　　色
 
キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス 

A T M 振 込

　全国銀行協会子会社｢でんさいネット（株式会社全銀電子債権ネットワーク）｣が提供する｢でん
さい｣をご利用いただけるサービスです。

でんさい ネットサ ービ ス

 
自 動 口 座 振 替 サ ー ビ ス 
 
 
年 金 自 動 受 取 
 
 
給 与 振 込 サ ー ビ ス 
 
 
公 金 代 理 収 納 サ ー ビ ス 
 
 
ク レ ジ ッ ト カ ー ド 
 
 テ レ ホ ン バ ン キ ン グ 
（ モ バ イル バ ン キ ン グ ） 
 
ホ ー ム バ ン キ ン グ 
インターネットバンキング 
 
自 動 振 込 サ ー ビ ス 

　地域の皆様の利便性向上のため、各種サービス業務の充実に努めています。 

外 貨 両 替 ・ 外 国 送 金

受入手数料一覧表

（注）給与振込で、当金庫本支店・同一店内振込の場合は無料となります。

（注）1．至急扱とは、取立依頼日から手形期日までの期間が５営業日以内の場
　　　　合です。
（注）2．支払場所が当金庫の同一店舗内の手形・小切手取立は無料となります。

＊しんきん自動振込に限り、当金庫あて（原店、僚店）口座への家賃振込は無料となります。
＊しんきん自動振込に限り、修学期間の生活資金等の振込は、通常手数料の半額となります。
＊窓口に限り、当金庫にある学校関連（PTA、スポーツ少年団等含む）口座への振込
は、3万円以上216円、3万円未満無料となります。

＊窓口での当金庫預金口座からの振替に限り、他行への学校授業料及び入学金等の
振込は、通常手数料の半額となります。

＊当金庫カーローン利用による自動車会社等への振込は、通常手数料の半額となります。

1．他行・県内信金・当金庫本支店宛振込・取立手数料

電 信 扱

文 書 扱

ATM振込
カード利用

ATM振込
現 金

HBサービス

自動振込

テレ ホン
バンキング

ＦＤ 振 込
サ ービス

IBサービス

３万円以上
３万円未満

３万円以上
３万円未満

３万円以上
３万円未満

３万円以上
３万円未満

３万円以上
３万円未満

３万円以上
３万円未満

３万円以上
３万円未満

３万円以上
３万円未満

３万円以上
３万円未満

864円
648円

864円
648円

540円
378円

756円
540円

540円
324円

648円
432円

648円
432円

648円
432円

378円
216円

648円
432円

648円
432円

324円
216円

540円
324円

432円
216円

432円
216円

432円
216円

432円
216円

270円
108円

540円
324円

540円
324円

216円
108円

432円
216円

216円
108円

108円
54円

324円
108円

324円
108円

無　料
無　料

窓
口
利
用

機

械

利

用

振　

込

振　
　
　
　
　
　
　

込

通 信 種 目 等 金額別等 他 行 宛 県 内 信 金 宛 当金庫本支店宛

送
金

代
金
取
立

電 信 扱
普 通 扱
宮 崎 交 換
所 内 取 立
宮 崎 交 換
所 外 取 立

電 信 送 金
送 金 小 切 手
当日通帳入金可能（小切手）
上 記 以 外
取 立 　 普 通 扱
取 立 　 至 急 扱

864円
648円
無　料
216円
648円
864円

540円
432円
無　料
216円
648円
864円

378円
378円
無　料
216円
̶
̶

通 信 種 目 等 金 額 別 等 他 行 宛 県内信金宛 当金庫本支店宛

2．同一店内振込手数料（第三者が自店の顧客口座に振り込む場合）
機　　　　械　　　　利　　　　用

ATMカード ATM現金 HBサービス 自動振込 テレホンバンキング FD振込 IBサービス
振込金額 窓口利用

３万円以上
３万円未満

432円
216円

108円
54円

324円
108円

無　料
無　料

108円
54円

108円
無　料

108円
54円

無　料
無　料

（平成26年7月1日現在）
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※改正利息制限法により、当金庫以外の提携金融機関のATMをご利用される場合は、
上記記載の手数料と相違する場合がございます。詳しくは当金庫の窓口にお問い
合わせ下さい。

5．ATM利用手数料

ATM利用手数料 無料

108円

無料

216円

108円
108円

216円

108円
216円
108円

無料

○当金庫及び全国の信用金庫の平日の利用18時迄
（以降時間延長手数料を加算）
○他行・郵貯顧客の平日の利用18時迄 ※
（以降時間延長手数料を加算）
○当金庫及び全国の信用金庫の土曜日の利用14時迄
（以降時間延長手数料を加算）
○他行・郵貯顧客の土曜日の利用17時迄 ※
（以降時間延長手数料を加算）
○当金庫の日曜日・祝日の利用19時迄
○全国の信用金庫の日曜日・祝日の利用17時迄 ※
（以降時間延長手数料を加算）
○他行・郵貯顧客の日曜日・祝日の利用17時迄 ※
（以降時間延長手数料を加算）
○当金庫及び全国の信用金庫の12月31日利用 ※
○他行・郵貯顧客の12月31日利用 ※
◎時間延長手数料：平日18時以降、土曜日14時以
降、日曜日・祝日17時以降 ※

　〔但し、他行・郵貯顧客の土曜日17時迄の利用を除く〕
注 当金庫及び県内信用金庫の平日・土曜日・日曜日・
祝日の入金利用

項　　目 内　　　　　　　　訳 金　　額

ＨＢサ ー ビ ス

個人ＩＢサービス

法人ＩＢサービス

無料
1,080円
無料
無料

2,160円
1,080円

648円
無料
216円
432円
648円
432円
648円
648円

実費＋消費税

3．その他為替手数料

4．各種サービス契約手数料

契約手数料
毎月基本手数料
契約手数料
毎月基本手数料
契約手数料
毎月基本手数料

項　　目 内　　　　　　　　訳 金　　額

手　　数　　料　　項　　目 金　　額

送金・振込の組戻料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件
不渡手形返却料（当金庫同一店舗内）　　　　　　　　　　　　　１枚
　　　　　　　（当金庫本支店内）　　　　　　　　　　　　　　１枚
　　　　　　　（宮崎交換所内）　　　　　　　　　　　　　　　１枚
　　　　　　　（宮崎交換所外）　　　　　　　　　　　　　　　１枚
発送済取立手形組戻料（宮崎交換所内）　　　　　　　　　　　　１件
　　　　　　　　　　（宮崎交換所外）　　　　　　　　　　　　１件
取立手形店頭呈示料（費用がかさむ場合は、実費＋消費税）　　　１枚
その他特殊手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

用 紙 交 付 料

発 行 手 数 料

預 り 手 数 料

その他手数料

6．各種手数料
項　　目 内　　　　　　　　訳 金　　額

7．融資関連手数料

＊お取引1件あたり、消費税込み
＊両替枚数合計とは、1円～5,000円までの金種枚数合計をいい、お客様が「持参され
た紙幣・硬貨の合計枚数」と「受取られる紙幣・硬貨の合計枚数」のうち、いずれか
多い方の枚数です。
＊次の両替は無料
　◎同一金種の新券への交換　◎記念硬貨の交換　◎損傷紙幣・損傷貨幣の同一金種と
の交換

＊非事業資金（貯金箱預金・PTA・町内会等）の場合は、無料となります。
＊同一顧客で無料（1,000枚未満）となる取引が1日に複数回あった場合は、その時点
における合計枚数にて手数料を計算します。

9．両替手数料

10．大量硬貨入金手数料

両替枚数 手数料金額 両替枚数 手数料金額

窓　　　　　口 両　　替　　機

1枚～ 50枚

51枚～200枚

201枚～400枚

401枚～600枚

601枚～800枚

801枚以上

無　料

216円

432円

648円

864円

1,080円

1枚～ 50枚

51枚～500枚

501枚～1,000枚

1,001枚以上

無　料

100円

200円

300円

 

開 示 請 求 無料
1,080円

108円
108円
108円

8．個人情報保護開示手数料

開示に応じない場合
開示に応じる場合の基本手数料
　　　　　〈取引明細の場合は次の実費を加算〉
　　　　　　　マイクロフィルムコピー　　　　1枚
　　　　　　　取引履歴検索システム　　　　　1枚
　　　　　　　ＣＤＲＯＭ検索　　　　　　　　1枚

項　　目 内　　　　　　　　訳 金　　額

＊バラ硬貨の利用金額は500円、100円のみ

432円

216円

540円

1,080円

無料

1,080円

無料

864円

1,080円

5,400円

無料

無料

5,400円

3,240円

2,160円

1,080円

10,800円

21,600円

21,600円

43,200円

5,400円

1,080円

3,240円

5,400円

216円

432円

864円

項　　目 金　　額

枚　　数（１回あたり） 手　数　料

1,000枚以下

1,001～2,000枚

2,001～3,000枚

3,001～4 ,000枚

4 ,001～5,000枚

無　料

324円

432円

540円

648円

各種用紙交付手数料

条件変更手数料

一括繰上償還手数料

不動産担保事務手数料

各種発行事務手数料

債権取立手数料

手形貸付

証書貸付

手形貸付

残存返済期間

預金担保貸付

証書貸付

カードローン契約

債務保証関係契約書交付（請負工事保証等）

新規貸付
書替継続
提携ローン
プロパー融資（宮崎県信用保証協会保証含む）

預金担保
預金担保以外
預金担保
預金担保以外

融資日～３年
３年超～５年
５年超～７年
７年超

極度額
　　５千万円未満
極度額
　　５千万円以上

追加設定、極度額増額、順位譲渡、担保差替及び譲渡等
登録抹消手数料（原因証書紛失の場合）

株式（出資金）払込金受入証明書発行手数料
融資証明書発行手数料（５条申請等に提出する場合）

当金庫内
宮崎手形交換所を交換提示場所とする場合
上記以外

営業区域内
営業区域外
営業区域内
営業区域外

１年以内

１年超

条
件
変
更

期
限
前
弁
済

新
規
設
定

割
引
債
権

経
過
期
間

以降、1,000枚ごとに108円を加算する

署名鑑登録初期費用
約束手形用紙（署名鑑有）1冊（50枚綴）
約束手形用紙（署名鑑無）1冊（50枚綴）
小切手帳　　（署名鑑有）1冊（50枚綴）
小切手帳　　（署名鑑無）1冊（50枚綴）
専用約束手形用紙（署名鑑無）1枚
専用口座開設手数料　　　1口座
為替手形用紙　　　　　　1冊（30枚綴）
　　　　　　　　　　　　1枚（消費税別）
自己宛小切手（1枚につき）
（注）当金庫の都合による作成分は除く

各種証明書発行　　　　　1件
（警察の捜査関係、国税・県税事務所・市町村からの
税金延納処分の為の照会、生活保護法による福祉事務
所からの照会等）
通帳・証書再発行
（通帳・証書・出資証券）
（注）災害特別措置法適用分免除
キャッシュカード発行　　新　規
　　　　　　　　　　　　再発行
（注）ローンカードを含む
（注）毀損・災害特別措置法適用分免除

夜間金庫使用料（月額）
保護預り手数料（国債）毎月払い1取引当たり
貸金庫手数料（年間手数料）
　　簡易型貸金庫
　　手動型貸金庫
　　半自動型貸金庫：普通
　　半自動型貸金庫：大

一般コピー　　　　　　　　　　　　　　　　　1枚
マイクロフィルムコピー　　　　　　　　　　　1枚
取引履歴検索システム　　　　　　　　　　　　1枚
ＣＤＲＯＭ検索　　　　　　　　　　　　　　　1枚
（警察の捜査関係、国税・県税事務所・市町村からの
税金延納処分の為の照会、生活保護法による福祉事務
所からの照会等）
異議申立預託手続　　　　　　　　　　　　　　1件

2,160円
864円
864円
648円
648円
432円
3,240円
324円
10円
540円

324円

原則無料

1,080円

無料
1,080円

2,160円
108円

6,480円
7,776円
9,072円
15,552円

15円
108円
108円
108円

原則無料

1,080円

平成26年4月1日から適用
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財 務 諸 表 

■ 貸借対照表 （単位：百万円） 

科　　　　目 平成25年3月末 平成26年3月末

（ 資 産 の 部 ） 

現 　 　 　 　 　 金 

預 　 　 け 　 　 金 

買 入 金 銭 債 権 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

国 債 

地 方 債 

社 債 

株 式 

そ の 他 の 証 券 

 

貸 出 金 

割 引 手 形 

手 形 貸 付 

証 書 貸 付 

当 座 貸 越 

 

そ の 他 の 資 産 

未 決 済 為 替 貸 

信 金 中 金 出 資 金 

未 収 収 益 

そ の 他 の 資 産 

 

有 形 固 定 資 産 

建 物 

土 地 

リ ー ス 資 産 

建 設 仮 勘 定 

その他の有形固定資産 

 

無 形 固 定 資 産 

ソ フ ト ウ ェ ア 

リ ー ス 資 産 

その他の無形固定資産 

 

繰 延 税 金 資 産 

 

債 務 保 証 見 返 

 

貸 倒 引 当 金 

（うち個別貸倒引当金） 

 

　合　　　　　　計　 

1,316

25,900

－

100

16,301

1,683

2,399

8,511

11

3,695

33,715

36

1,401

30,249

2,028

474

11

247

156

57

1,468

816

458

13

108

70

8

1

2

4

138

732

△538

(△395）

79,615

1,428

22,267

－

－

18,553

2,459

3,140

9,057

11

3,885

35,503

25

1,836

31,550

2,091

465

8

247

139

68

1,485

914

444

12

－

113

7

3

0

4

60

656

△479

（△396）

79,947

科　　　　目

（ 負 債 の 部 ）

預 金 積 金

当 座 預 金

普 通 預 金

貯 蓄 預 金

通 知 預 金

定 期 預 金

定 期 積 金

そ の 他 の 預 金

そ の 他 の 負 債

未 決 済 為 替 借

未 払 費 用

給 付 補 填 備 金

未 払 法 人 税 等

前 受 収 益

払 戻 未 済 金

リ ー ス 債 務

そ の 他 の 負 債

賞 与 引 当 金

役 員 賞 与 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

役員退職慰労引当金

睡眠預金払戻損失引当金

偶 発 損 失 引 当 金

そ の 他 の 引 当 金

再評価に係る繰延税金負債

債 務 保 証

負 債 の 部 合 計

（ 純 資 産 の 部 ）

出 資 金

普 通 出 資 金

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

その他利益剰余金

特 別 積 立 金

（うち臨時費用積立金）

当期末処分剰余金

処 分 未 済 持 分

会 員 勘 定 合 計

その他有価証券評価差額金

土地再評価差額金

評価・換算差額等合計

純 資 産 の 部 合 計

負債及び純資産の部合計

73,045

127

21,773

32

－

45,813

5,113

185

279

19

168

12

17

20

2

16

23

34

－

415

50

1

2

－

32

732

74,594

461

461

4,384

465

3,919

3,810

(1,150)

109

－

4,846

181

△7

174

5,020

79,615

73,443

65

22,391

23

－

45,547

5,178

237

187

11

110

7

0

21

2

12

19

33

－

395

53

1

2

－

31

656

74,804

464

464

4,426

465

3,960

3,810

(1,150)

150

－

4,890

253

△1

251

5,142

79,947

平成25年3月末 平成26年3月末
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財
務
諸
表

■ 損益計算書 ■ 剰余金処分計算書

NANSHIN 2014  DISCLOSURE

■ 代表者による確認書

■ 会計監査法人による外部監査

（単位：千円） （単位：円） 

科　　　目 平成25年3月末 平成26年3月末

109,076,974

9,225,515

－

9,225,515

年２％

－

－

99,851,459

150,747,835

59,246,652

－

9,246,652

年２％

50,000,000

－

91,501,183

科　　　目 平成25年3月末 平成26年3月末

　平成２５年度における貸借対照表、損益

計算書及び剰余金処分計算書（以下、「財

務諸表」という。）の適切性及び財務諸表

作成に係る内部監査の有効性を確認してお

ります。

　　　平成２６年６月２５日

　　　南 郷 信 用 金 庫

　　　理事長

経 常 収 益
資 金 運 用 収 益
貸 出 金 利 息
預 け 金 利 息
有価証券利息配当金
そ の 他 の 受 入 利 息
役 務 取 引 等 収 益
受 入 為 替 手 数 料
そ の 他 の 役 務 収 益
そ の 他 業 務 収 益
国 債 等 債 券 売 却 益
国 債 等 債 券 償 還 益
金 融 派 生 商 品 収 益
そ の 他 の 業 務 収 益
そ の 他 経 常 収 益
貸 倒 引 当 金 戻 入 益
償 却 債 権 取 立 益
株 式 等 売 却 益
金 銭 の 信 託 運 用 益
そ の 他 の 経 常 収 益

経 常 費 用
資 金 調 達 費 用
預 金 利 息
給付補填備金繰入額
そ の 他 の 支 払 利 息
役 務 取 引 等 費 用
支 払 為 替 手 数 料
そ の 他 の 役 務 費 用
そ の 他 業 務 費 用
国 債 等 債 券 売 却 損
国 債 等 債 券 償 還 損
国 債 等 債 券 償 却
金 融 派 生 商 品 費 用
そ の 他 の 業 務 費 用
経 費
人 件 費
物 件 費
税 金
そ の 他 経 常 費 用
貸 倒 引 当 金 繰 入 額
貸 出 金 償 却
そ の 他 資 産 償 却
金 銭 の 信 託 運 用 損
そ の 他 の 経 常 費 用

経 常 利 益 ( 損 失 )
特 別 利 益
固 定 資 産 処 分 益
そ の 他 の 特 別 利 益

特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損
減 損 損 失
そ の 他 の 特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益
法人税、住民税及び事業税
過 年 度 法 人 税 等
法 人 税 等 調 整 額
法 人 税 等 合 計
当 期 純 利 益
前 期 繰 越 金
目 的 積 立 金 取 崩 額
土 地 再 評 価
当 期 未 処 分 剰 余 金

1,671,700
1,377,189
1,082,016
98,135
190,750
6,287

129,945
45,026
84,918
26,892
3,448
1,317
9,650
12,475
137,673

－
133,732

－
935

3,004
1,569,403
94,506
88,931
5,574

－
146,918
12,115
134,802
32,181
2,355
29,685

－
－

141
1,208,880
777,344
413,497
18,039
86,917
18,230
64,564
2,029

－
2,093

102,297
－
－
－

28,921
6,729
22,192

－
73,375
21,267

－
20,261
41,529
31,846
77,230

－
－

109,076

1,598,555
1,407,947
1,048,925
88,025
263,553
7,442

113,949
43,177
70,772
17,374
1,202
81

8,480
7,610
59,283

－
44,436

－
443

14,403
1,458,010
63,897
60,600
3,296

－
154,637
12,408
142,229
3,219

－
2,850

－
－

369
1,165,236
740,502
407,194
17,539
71,019
10,248
53,539

－
－

7,231
140,544
1,301
1,301

－
29,329
469

20,377
8,482

112,516
355

5,314
50,033
55,703
56,812
99,851

－
△5,917
150,747

当 期 未 処 分 剰 余 金

剰 余 金 処 分 額

利 益 準 備 金

普通出資に対する配当金

（ 配 当 率 ）

特 別 積 立 金

（うち臨時費用積立金）

次 期 繰 越 金

独立監査人の監査報告書

新日本有限責任監査法人

平成２６年５月２６日
南 郷 信 用 金 庫
理 事 会 御 中

公認会計士　　　　　　　　　　　　

公認会計士　　　　　　　　　　　　

　当監査法人は、信用金庫法第３８条の２第３項の規定に基づき、南郷信用金庫の平成２５年４
月１日から平成２６年３月３１日までの第８８期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、剰余金処分案及び注記並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、信用金庫法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥当と認められ
る会計の慣行に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これ
には、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びそ
の附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥
当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及び
その附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画
を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するた
めの手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及
びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的
は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方
針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及
びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、信用金庫法及び同施行規則並びに我が
国において一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算書類及びその附属明細
書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

利害関係
　金庫と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以　　上

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
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■ １．貸借対照表の注記

■ 2．損益計算書の注記

NANSHIN 2014  DISCLOSURE

財
務
諸
表

注1．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2．有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、そ
の他有価証券については決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算
定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による
原価法又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全
部純資産直入法により処理しております。 

3．デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 
4．有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得
した建物（建物附属設備を除く）については定額法）を採用しております。

　　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　　建　物  10年～65年
　　　その他　 3年～12年
5．無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自金庫利
用のソフトウェアについては、金庫内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しておりま
す。

6．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース
資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価
額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外
のものは零としております。

7．外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。 
8．貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る
債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、
以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保
証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務
者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び
保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必
要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に
基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署
から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価
額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額
から直接減額しており、その金額は122百万円であります。

9．賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額のうち、
当事業年度に帰属する額を計上しております。

10．退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、「退職給付に関する会計基準の適用指針」
（企業会計基準委員会企業会計基準適用指針第２５号）に定める簡便法（退職給付に係る期末
自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により、当事業年度末における必要額を計上し
ております。
また、当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総合設立型厚生年
金基金）に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することがで
きないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しております。
なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金庫の割合
並びにこれらに関する補足説明は次のとおりであります。
①制度全体の積立状況に関する事項（平成25年3月31日現在）
　年金資産の額　　　　　　　　　　　　　1,476,279百万円
　年金財政計算上の給付債務の額　　　　　1,698,432百万円
　差引額　　　　　　　　　　　　　　　　△222,153百万円
②制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（平成25年3月31日現在）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0969％
③補足説明
上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高225,441百万円であ
ります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間16年10カ月の元利均等定率償却
であり、当金庫は、当事業年度の計算書類上、当該償却に充てられる特別掛金18百万円を
費用処理しております。
なお、特別掛金の額は、あらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乗じ
ることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しません。

11．役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支給に備えるため、役員に対する退職慰労金の
支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

12．睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した睡眠預金について預金者からの払戻請求に
よる支払いに備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。

13．偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額
を計上しております。

14．消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。
15．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額15百万円
16．有形固定資産の減価償却累計額974百万円
17．貸出金のうち、破綻先債権額は258百万円、延滞債権額は1,598百万円であります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由
により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった
貸出金  （貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税
法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項
第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支
援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

18．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は12百万円であります。 
なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延し
ている貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

19．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は294百万円であります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減
免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った
貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

20．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は2,164
百万円であります。
なお、17．から20．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

21．ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」(日本公     
認会計士協会会計制度委員会報告第３号)に基づいて、参加者に売却したものとして会計処理
した貸出金の元本の事業年度末残高の総額は35百万円であります。

22．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これに
より受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、売却又は(再)担
保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は25百万円でありま
す。

23．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産としては、為替決済の取引の担保として1,000百万円(信金中金定期預
金)を差し入れております。
また、その他の資産には、保証金1百万円が含まれております。 

24．土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再
評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金

負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部
に計上しております。
　再評価を行った年月日　平成14年3月31日
　　同法律第3条第3項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第4号
に定める再評価の方法に基づいて、合理的な調整を行って算出

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額
と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額△107百万円

25．出資１口当たりの純資産額5,538円365銭
26．金融商品の状況に関する事項
　（1）金融商品に対する取組方針

当金庫は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務を行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理
（ALM）をしております。

　（2）金融商品の内容及びそのリスク
当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。
また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純投資目的及び事業
推進目的で保有しております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒
されております。
外貨建有価証券については、為替の変動リスクに晒されております。
一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。
また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されております。

　（3）金融商品に係るリスク管理体制
　　①信用リスクの管理

当金庫は、ローン事務取扱い要領及び信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金につ
いて、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題債権へ
の対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。
これらの与信管理は、各営業店のほか融資部により行われ、また、定期的に経営陣による融
資委員会や理事会を開催し、審議・報告を行っております。
さらに、与信管理の状況については、監査部がチェックしております。
有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスクに関
しては、総務部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。

　　②市場リスクの管理
　　　(ⅰ) 金利リスクの管理

当金庫は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。
ALM委員会規程において、リスク管理方法や手続等の詳細を明記しており、ALM委員
会において決定されたALMに関する方針に基づき、理事会において実施状況の把握・
確認、今後の対応等の協議を行っております。
日常的には総務部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャッ
プ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、月次ベースで理事会に報告し
ております。

　　　(ⅱ) 為替リスクの管理
当金庫は、為替の変動リスクに関して、総務部において毎日時価額をチェックし、余裕
金運用委員会において管理をしております。

　　　(ⅲ) 価格変動リスクの管理
有価証券を含む市場運用商品の保有については、ALM委員会の方針に基づき、理事会
の監督の下、市場リスク管理規程に従い行われております。
このうち、総務部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限度額の設
定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図っております。
総務部で保有している株式の多くは、事業推進目的で保有しているものであり、取引先
の市場環境や財務状況などをモニタリングしております。
これらの情報は総務部を通じ、理事会及びALM委員会において定期的に報告されて
おります。

　　　(ⅳ) 市場リスクに係る定量的情報
当金庫において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品
は、「預け金」、「有価証券」のうち債券、「貸出金」及び「預金積金」であります。
当金庫では、これらの金融資産及び金融負債について、「保有期間１年、過去5年の観測
期間で計測される９９パーセントタイル値」を用いた時価の変動額を市場リスク量と
し、金利の変動リスクの管理にあたっての定量分析に利用しております。
当該変動額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融負債をそれぞれ金利期日
に応じて適切な期間に残高を分解し、期間ごとの金利変動幅を用いております。
なお、金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定した場合の９９パーセントタ
イル値を用いた時価は、241百万円増加するものと把握しております。
当該変動額は、金利を除くリスク変動が一定の場合を前提としており、金利とその他の
リスク変数との相関を考慮しておりません。
また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影
響が生じる可能性があります。

　　③資金調達に係る流動性リスクの管理
当金庫は、ALMを通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場環境を
考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しております。

　(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算
定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
なお、金融商品のうち預け金、貸出金、預金積金については、簡便な計算により算出した時価
に代わる金額を開示しております。

27．金融商品の時価等に関する事項
平成26年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりでありま
す（時価の算定方法については（注１）参照）。なお、時価を把握することが極めて困難と認めら
れる非上場株式は、次表には含めておりません（（注２）参照）。
また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

(※1)預け金、貸出金、預金積金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代わる金額」
を記載しております。

(※2)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注1)金融商品の時価等の算定方法

　金融資産
　　(1)預け金

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を
時価としております。満期のある預け金については、残存期間に基づく区分ごとに、無リス
ク利子率【市場金利（LIBOR、SWAP）】で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として記
載しております。

　　(2)有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっ
ております。投資信託は、公表されている基準価格によっております。
なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項については28.に記載しております。

　　(3)貸出金
貸出金は、以下の①～②合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当
金を控除する方法により算定し、その算出結果を時価に代わる金額として記載しておりま
す。
①破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・フローの見積り
が困難な債権については、貸借対照表中の貸出金勘定に計上している額（貸倒引当金控
除前の額。以下「貸出金計上額」という。）
②①以外のうち、貸出金の期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利（LIBOR、
SWAP）で割り引いた価額

　金融負債
　　(1)預金積金

要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなして
おります。
また、定期預金の時価は、一定期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて
現在価値を算定し、その算出結果を時価に代わる金額として記載しております。その割引率
は、市場金利（LIBOR、SWAP）を用いております。

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の
時価情報には含まれておりません。

　　(※)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められ
　ることから時価開示の対象とはしておりません。

(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(※1)預け金のうち、期間の定めがないものは含めておりません。
（※2）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込め

ないもの、期間の定めがないものは含めておりません。
(注4)その他の有利子負債の決算日後の返済予定額

　　(※)預金積金のうち、要求払預金及び定期性預金のうち満期経過分については含めており
　 ません。

　
28．有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「国債」、「地
方債」、「短期社債」、「社債」、「株式」、「その他の証券」が含まれております。

　　売買目的有価証券

　　満期保有目的の債券

その他有価証券

29．当事業年度中に売却したその他有価証券

30．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を
受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付
けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、8,480百万円であり
ます。このうち契約残存期間が１年以内のものが2,130百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高その
ものが必ずしも当金庫の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これら
の契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当金庫
が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付
けられております。
また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的
に（半年毎に）予め定めている金庫内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約
の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

31．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりでありま
す。
　繰延税金資産
　　貸倒引当金　　　　　　　　　　　　　　　　　491百万円
　　退職給付引当金　　　　　　　　　　　　　　　109
　　未収利息不計上額　　　　　　　　　　　　　　　 4
　　減価償却費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6
　　繰越欠損金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5
　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  77
　繰延税金資産小計　　　　　　　　　　　　　　　694
　評価性引当額　　　　　　　　　　　　　　　　△538
　繰延税金資産合計　　　　　　　　　　　　　　　156
　繰延税金負債
　その他有価証券評価差額金　　　　　　　　　　　  96
　繰延税金負債合計　　　　　　　　　　　　　　　  96
　繰延税金資産の純額　　　　　　　　　　　　　　  60百万円

（追加情報）
   「所得税法等の一部を改正する法律」(平成２６年法律第１０号)が平成２６年３月３１日に公布さ
れ、平成２６年４月１日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が廃止されることとなり
ました。これに伴い、平成２６年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に
かかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の29.40％か
ら27.61％となります。この税率変更により、繰延税金資産は1百万円減少し、法人税等調整額
は1百万円増加しております。

注１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
２．出資１口当たり当期純利益金額61円281銭
３．特別損失の減損損失20,377千円は、星倉支店統廃合に伴う減損分であります。

(1)預け金(※1)
(2)有価証券
　　売買目的有価証券
　　満期保有目的の債券
　　その他有価証券
(3)貸出金
　　貸出金(※1)
　　貸倒引当金(※2)
　　合　計

金融資産計
(1)預金積金(※1)

金融負債計

貸借対照表計上額 時　価 差　額
(単位:百万円)

預け金(※1)

有価証券

　満期保有目的の債券

　その他有価証券のう

　ち満期があるもの

貸出金(※2)

合　　　計

8,350

2,426

500

1,926

5,219

15,995

11,560

5,077

250

4,826

10,404

27,042

－

8,851

102

8,748

7,609

16,461

－

1,384

376

1,008

8,769

10,153

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

(単位:百万円)

債　　　　　　券
　　国　　　　債
　　公社公団債
合　　　計

399
299
99
399

1
0
0
1

－
－
－
－

預金積金

合　　計

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

(単位:百万円)

国債
地方債
短期社債
社債
その他
小　　計
国債
地方債
短期社債
社債
その他
小　　計

－
－
－
－
949
949
－
－
－
－
280
280
1,229

－
－
－
－
968
968
－
－
－
－
275
275
1,243

－
－
－
－
18
18
－
－
－
－
△4
△4
13

種　　類 貸借対照表計上額 時　価 差　額

(単位:百万円)

売買目的有価証券

当事業年度の損益に
含まれた評価差額(百万円)

－

非上場株式(※)

合　　　計

11

11

貸借対照表計上額区　　　分

(単位:百万円)

合　　　　計

時価が貸借対照表計
上額を超えるもの

時価が貸借対照表計
上額を超えないもの

株式 
債券 
　国債 
　地方債 
　短期社債 
　社債 
その他 
小　　計 
株式 
債券 
　国債 
　地方債 
　短期社債 
　社債 
その他 
小　　計 

種　　類 貸借対照表計上額 取得原価 差　額 

(単位:百万円) 

合　　　　計 

貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの 

貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの 

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

(単位:百万円)

－
13,172
2,306
2,642
－

8,223
2,143
15,316

－
1,266
99
445
－
721
379
1,646
16,962

－
223
52
54
－
116
151
375
－
△6
△0
△1
－
△4
△18
△25
350

－
13,396
2,359
2,696
－

8,340
2,295
15,691

－
1,260
99
443
－
716
360
1,620
17,312

22,267

－
1,229
17,312

35,503
△479
35,023
75,833
73,443
73,443

22,405

－
1,243
17,312

36,555
77,516
73,416
73,416

137

－
13
－

1,531
1,682
△27
△27

32,175

32,175

18,310

18,310

－

－

－

－

35



■ １．貸借対照表の注記

■ 2．損益計算書の注記
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注1．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2．有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、そ
の他有価証券については決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算
定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による
原価法又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全
部純資産直入法により処理しております。 

3．デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 
4．有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得
した建物（建物附属設備を除く）については定額法）を採用しております。

　　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　　建　物  10年～65年
　　　その他　 3年～12年
5．無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自金庫利
用のソフトウェアについては、金庫内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しておりま
す。

6．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース
資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価
額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外
のものは零としております。

7．外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。 
8．貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る
債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、
以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保
証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務
者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び
保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必
要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に
基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署
から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価
額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額
から直接減額しており、その金額は122百万円であります。

9．賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額のうち、
当事業年度に帰属する額を計上しております。

10．退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、「退職給付に関する会計基準の適用指針」
（企業会計基準委員会企業会計基準適用指針第２５号）に定める簡便法（退職給付に係る期末
自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により、当事業年度末における必要額を計上し
ております。
また、当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総合設立型厚生年
金基金）に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することがで
きないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しております。
なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金庫の割合
並びにこれらに関する補足説明は次のとおりであります。
①制度全体の積立状況に関する事項（平成25年3月31日現在）
　年金資産の額　　　　　　　　　　　　　1,476,279百万円
　年金財政計算上の給付債務の額　　　　　1,698,432百万円
　差引額　　　　　　　　　　　　　　　　△222,153百万円
②制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（平成25年3月31日現在）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0969％
③補足説明
上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高225,441百万円であ
ります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間16年10カ月の元利均等定率償却
であり、当金庫は、当事業年度の計算書類上、当該償却に充てられる特別掛金18百万円を
費用処理しております。
なお、特別掛金の額は、あらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乗じ
ることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しません。

11．役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支給に備えるため、役員に対する退職慰労金の
支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

12．睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した睡眠預金について預金者からの払戻請求に
よる支払いに備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。

13．偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額
を計上しております。

14．消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。
15．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額15百万円
16．有形固定資産の減価償却累計額974百万円
17．貸出金のうち、破綻先債権額は258百万円、延滞債権額は1,598百万円であります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由
により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった
貸出金  （貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税
法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項
第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支
援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

18．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は12百万円であります。 
なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延し
ている貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

19．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は294百万円であります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減
免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った
貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

20．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は2,164
百万円であります。
なお、17．から20．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

21．ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」(日本公     
認会計士協会会計制度委員会報告第３号)に基づいて、参加者に売却したものとして会計処理
した貸出金の元本の事業年度末残高の総額は35百万円であります。

22．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これに
より受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、売却又は(再)担
保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は25百万円でありま
す。

23．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産としては、為替決済の取引の担保として1,000百万円(信金中金定期預
金)を差し入れております。
また、その他の資産には、保証金1百万円が含まれております。 

24．土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再
評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金

負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部
に計上しております。
　再評価を行った年月日　平成14年3月31日
　　同法律第3条第3項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第4号
に定める再評価の方法に基づいて、合理的な調整を行って算出

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額
と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額△107百万円

25．出資１口当たりの純資産額5,538円365銭
26．金融商品の状況に関する事項
　（1）金融商品に対する取組方針

当金庫は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務を行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理
（ALM）をしております。

　（2）金融商品の内容及びそのリスク
当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。
また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純投資目的及び事業
推進目的で保有しております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒
されております。
外貨建有価証券については、為替の変動リスクに晒されております。
一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。
また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されております。

　（3）金融商品に係るリスク管理体制
　　①信用リスクの管理

当金庫は、ローン事務取扱い要領及び信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金につ
いて、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題債権へ
の対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。
これらの与信管理は、各営業店のほか融資部により行われ、また、定期的に経営陣による融
資委員会や理事会を開催し、審議・報告を行っております。
さらに、与信管理の状況については、監査部がチェックしております。
有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスクに関
しては、総務部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。

　　②市場リスクの管理
　　　(ⅰ) 金利リスクの管理

当金庫は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。
ALM委員会規程において、リスク管理方法や手続等の詳細を明記しており、ALM委員
会において決定されたALMに関する方針に基づき、理事会において実施状況の把握・
確認、今後の対応等の協議を行っております。
日常的には総務部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャッ
プ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、月次ベースで理事会に報告し
ております。

　　　(ⅱ) 為替リスクの管理
当金庫は、為替の変動リスクに関して、総務部において毎日時価額をチェックし、余裕
金運用委員会において管理をしております。

　　　(ⅲ) 価格変動リスクの管理
有価証券を含む市場運用商品の保有については、ALM委員会の方針に基づき、理事会
の監督の下、市場リスク管理規程に従い行われております。
このうち、総務部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限度額の設
定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図っております。
総務部で保有している株式の多くは、事業推進目的で保有しているものであり、取引先
の市場環境や財務状況などをモニタリングしております。
これらの情報は総務部を通じ、理事会及びALM委員会において定期的に報告されて
おります。

　　　(ⅳ) 市場リスクに係る定量的情報
当金庫において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品
は、「預け金」、「有価証券」のうち債券、「貸出金」及び「預金積金」であります。
当金庫では、これらの金融資産及び金融負債について、「保有期間１年、過去5年の観測
期間で計測される９９パーセントタイル値」を用いた時価の変動額を市場リスク量と
し、金利の変動リスクの管理にあたっての定量分析に利用しております。
当該変動額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融負債をそれぞれ金利期日
に応じて適切な期間に残高を分解し、期間ごとの金利変動幅を用いております。
なお、金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定した場合の９９パーセントタ
イル値を用いた時価は、241百万円増加するものと把握しております。
当該変動額は、金利を除くリスク変動が一定の場合を前提としており、金利とその他の
リスク変数との相関を考慮しておりません。
また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影
響が生じる可能性があります。

　　③資金調達に係る流動性リスクの管理
当金庫は、ALMを通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場環境を
考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しております。

　(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算
定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
なお、金融商品のうち預け金、貸出金、預金積金については、簡便な計算により算出した時価
に代わる金額を開示しております。

27．金融商品の時価等に関する事項
平成26年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりでありま
す（時価の算定方法については（注１）参照）。なお、時価を把握することが極めて困難と認めら
れる非上場株式は、次表には含めておりません（（注２）参照）。
また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

(※1)預け金、貸出金、預金積金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代わる金額」
を記載しております。

(※2)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注1)金融商品の時価等の算定方法

　金融資産
　　(1)預け金

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を
時価としております。満期のある預け金については、残存期間に基づく区分ごとに、無リス
ク利子率【市場金利（LIBOR、SWAP）】で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として記
載しております。

　　(2)有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっ
ております。投資信託は、公表されている基準価格によっております。
なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項については28.に記載しております。

　　(3)貸出金
貸出金は、以下の①～②合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当
金を控除する方法により算定し、その算出結果を時価に代わる金額として記載しておりま
す。
①破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・フローの見積り
が困難な債権については、貸借対照表中の貸出金勘定に計上している額（貸倒引当金控
除前の額。以下「貸出金計上額」という。）

②①以外のうち、貸出金の期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利（LIBOR、
SWAP）で割り引いた価額

　金融負債
　　(1)預金積金

要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなして
おります。
また、定期預金の時価は、一定期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて
現在価値を算定し、その算出結果を時価に代わる金額として記載しております。その割引率
は、市場金利（LIBOR、SWAP）を用いております。

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の
時価情報には含まれておりません。

　　(※)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められ
　ることから時価開示の対象とはしておりません。

(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(※1)預け金のうち、期間の定めがないものは含めておりません。
（※2）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込め

ないもの、期間の定めがないものは含めておりません。
(注4)その他の有利子負債の決算日後の返済予定額

　　(※)預金積金のうち、要求払預金及び定期性預金のうち満期経過分については含めており
　 ません。

　
28．有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「国債」、「地
方債」、「短期社債」、「社債」、「株式」、「その他の証券」が含まれております。

　　売買目的有価証券

　　満期保有目的の債券

その他有価証券

29．当事業年度中に売却したその他有価証券

30．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を
受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付
けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、8,480百万円であり
ます。このうち契約残存期間が１年以内のものが2,130百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高その
ものが必ずしも当金庫の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これら
の契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当金庫
が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付
けられております。
また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的
に（半年毎に）予め定めている金庫内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約
の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

31．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりでありま
す。
　繰延税金資産
　　貸倒引当金　　　　　　　　　　　　　　　　　491百万円
　　退職給付引当金　　　　　　　　　　　　　　　109
　　未収利息不計上額　　　　　　　　　　　　　　　 4
　　減価償却費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6
　　繰越欠損金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5
　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  77
　繰延税金資産小計　　　　　　　　　　　　　　　694
　評価性引当額　　　　　　　　　　　　　　　　△538
　繰延税金資産合計　　　　　　　　　　　　　　　156
　繰延税金負債
　その他有価証券評価差額金　　　　　　　　　　　  96
　繰延税金負債合計　　　　　　　　　　　　　　　  96
　繰延税金資産の純額　　　　　　　　　　　　　　  60百万円

（追加情報）
   「所得税法等の一部を改正する法律」(平成２６年法律第１０号)が平成２６年３月３１日に公布さ
れ、平成２６年４月１日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が廃止されることとなり
ました。これに伴い、平成２６年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に
かかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の29.40％か
ら27.61％となります。この税率変更により、繰延税金資産は1百万円減少し、法人税等調整額
は1百万円増加しております。

注１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
２．出資１口当たり当期純利益金額61円281銭
３．特別損失の減損損失20,377千円は、星倉支店統廃合に伴う減損分であります。

(1)預け金(※1)
(2)有価証券
　　売買目的有価証券
　　満期保有目的の債券
　　その他有価証券
(3)貸出金
　　貸出金(※1)
　　貸倒引当金(※2)
　　合　計

金融資産計
(1)預金積金(※1)

金融負債計

貸借対照表計上額 時　価 差　額
(単位:百万円)

預け金(※1)

有価証券

　満期保有目的の債券

　その他有価証券のう

　ち満期があるもの

貸出金(※2)

合　　　計

8,350

2,426

500

1,926

5,219

15,995

11,560

5,077

250

4,826

10,404

27,042

－

8,851

102

8,748

7,609

16,461

－

1,384

376

1,008

8,769

10,153

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

(単位:百万円)

債　　　　　　券
　　国　　　　債
　　公社公団債
合　　　計

399
299
99
399

1
0
0
1

－
－
－
－

預金積金

合　　計

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

(単位:百万円)

国債
地方債
短期社債
社債
その他
小　　計
国債
地方債
短期社債
社債
その他
小　　計

－
－
－
－
949
949
－
－
－
－
280
280
1,229

－
－
－
－
968
968
－
－
－
－
275
275
1,243

－
－
－
－
18
18
－
－
－
－
△4
△4
13

種　　類 貸借対照表計上額 時　価 差　額

(単位:百万円)

売買目的有価証券

当事業年度の損益に
含まれた評価差額(百万円)

－

非上場株式(※)

合　　　計

11

11

貸借対照表計上額区　　　分

(単位:百万円)

合　　　　計

時価が貸借対照表計
上額を超えるもの

時価が貸借対照表計
上額を超えないもの

株式 
債券 
　国債 
　地方債 
　短期社債 
　社債 
その他 
小　　計 
株式 
債券 
　国債 
　地方債 
　短期社債 
　社債 
その他 
小　　計 

種　　類 貸借対照表計上額 取得原価 差　額 

(単位:百万円) 

合　　　　計 

貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの 

貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの 

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

(単位:百万円)

－
13,172
2,306
2,642
－

8,223
2,143
15,316

－
1,266
99
445
－
721
379
1,646
16,962

－
223
52
54
－
116
151
375
－
△6
△0
△1
－
△4
△18
△25
350

－
13,396
2,359
2,696
－

8,340
2,295
15,691

－
1,260
99
443
－
716
360
1,620
17,312

22,267

－
1,229
17,312

35,503
△479
35,023
75,833
73,443
73,443

22,405

－
1,243
17,312

36,555
77,516
73,416
73,416

137

－
13
－

1,531
1,682
△27
△27

32,175

32,175

18,310

18,310

－

－

－

－

36



経営に関する指標 

経 常 収 益 
経 常 利 益 
当 期 純 利 益 
出 資 総 額 
出 資 総 口 数 
1 口 当 た り 配 当 金 
純 資 産 額 
総 資 産 額 
預 金 積 金 残 高 
貸 出 金 残 高 
有 価 証 券 残 高 
単 体 自 己 資 本 比 率 
役 職 員 数 

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
1,880　　
155　　
110　　
465　　
930千口
10　円

4,764　　
79,528　　
72,070　　
34,335　　
14,111　　
14.44　　
125　人

1,598　　
140　　
56　　
464　　
928千口
10　円

5,142　　
79,947　　
73,443　　
35,503　　
18,553　　
14.76　　
119　人

（注）1.資金調達勘定は金銭の信託運用見合い額の平均残高（平成24年度100百万円、平成25年度47百万円）及び利息（平成24年度128千円、平成25年度39      
　　　   千円）を、それぞれ控除して表示しております。
（注）2.国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

（注） 1．「資金調達費用」は、金銭の信託運用見合い費用（平成24年度128千      
　　      円、平成25年度39千円）を控除して表示しております。
　　　2.業務粗利益率＝業務粗利益/資金運用平均残高×100
　　　3.国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

（注）1.総資産経常利益率＝経常利益/総資産平均残高×100
　　　2.当期純利益率＝当期純利益/総資産平均残高×100
　　　3.総資産平均残高については、債務保証見返を除きます。

■ 業務粗利益 （単位：千円） ■ 利鞘

■ 総資産利益率

■ 最近5年間の主要な経営指標の推移 （単位：百万円、％） 

■ 資金運用収支の内訳

■ 受取・支払利息の分析 （単位：千円） 

資 金 運 用 収 支
資 金 運 用 収 益
資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 収 支
役 務 取 引 等 収 益
役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 収 支
そ の 他 業 務 収 益
そ の 他 業 務 費 用

業 務 粗 利 益
業 務 粗 利 益 率

資 金 運 用 利 回
資 金 調 達 原 価 率
総 資 金 利 鞘

平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度
1.79%
1.76%
0.03%

1.82%
1.64%
0.17%

総 資 産 経 常 利 益 率
総資産当期純利益率

平成24年度 平成25年度
0.12%
0.03%

0.17%
0.07%

平均残高（百万円） 利　息（千円） 利回り（%）
平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度
76,618
32,631
28,968

－
14,771
73,695
73,695

－

77,130
33,849
25,430

－
17,602
74,366
74,366

－

1,377,189
1,082,016
98,135

－
190,750
94,378
94,378

－

1,407,947
1,048,925
88,025

－
263,553
63,858
63,858

－

1.79
3.31
0.33
－

1.29
0.12
0.12
－

1.82
3.09
0.34
－

1.49
0.08
0.08
－

受 取 利 息
う ち 貸 出 金
う ち 預 け 金
うち商品有価証券等
う ち 有 価 証 券

支  払  利  息
う ち 預 金 積 金
う ち 借 用 金

（注）１.残高及び利率の増減要因が重なる部分については、両者の増減割合に応じて按分する方法により算出しております。 
２.国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。 

残高による増減 利率による増減 純増減 残高による増減 利率による増減 純増減 
1,738

△11,158
△1,414

－
14,311
1,145
1,145

－

△43,034
△31,733
△25,426

－
14,124
△43,114
△43,114

－

△41,296
△42,891
△26,840

－
28,435
△41,969
△41,969

－

73,309
46,223
△12,540

－
39,626
783
783
－

△43,707
△79,314
2,430

－
33,177
△31,392
△31,392

－

29,602
△33,091
△10,110

－
72,803
△30,609
△30,609

－

1,282,811
1,377,189
94,378
△16,972
129,945
146,918
△5,289
26,892
32,181

1,260,549
1.64%

1,344,050
1,407,947
63,897
△40,688
113,949
154,637
14,155
17,374
3,219

1,317,556
1.70%

1,744　　
△29　　
10　　
462　　
924千口
10　円

4,681　　
78,446　　
71,856　　
33,067　　
13,470　　
15.20　　
130　人

1,766　　
194　　
47　　
463　　
924千口
10　円

4,727　　
79,338　　
72,900　　
32,886　　
13,447　　
15.02　　
125　人

1,671　　
102　　
31　　
461　　
923千口
10　円

5,020　　
79,615　　
73,045　　
33,715　　
16,301　　
15.39　　
118　人

資 金 運 用 勘 定
う ち 貸 出 金
う ち 預 け 金

う ち 有 価 証 券
資 金 調 達 勘 定

う ち 預 金 積 金
う ち 借 用 金

うち商品有価証券

平成24年度 平成25年度
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預金・貸出金に関する指標 

■ 定期預金残高 （単位：百万円） 

■ １店舗当り預金残高及び貸出金残高 （単位：百万円） ■ 役職員1人当り預金残高及び貸出金残高

■ 預金者別残高と構成比　 （単位：百万円、%）■ 預金・譲渡性預金平均残高
平成24年度 平成25年度

流 動 性 預 金 

うち有利息預金 

定 期 性 預 金 

うち固定金利預金 

うち変動金利預金 

そ の 他 

　 計 　 

譲 渡 性 預 金 

合 　 　 計 

22,230
20,191
51,417
51,372

45
148

73,795
－

73,795

■ 財形貯蓄の残高

個 人 

法 人 

一 般 法 人 

金 融 機 関 

公 金 

合 計 

65,124
7,921
7,205
104
611

73,045

89.2
10.8
9.9
0.1
0.8

100.0

平成24年度 平成25年度

88.7
11.3
10.0
0.1
1.2

100.0

平成24年度 平成25年度

定 期 預 金 

固定金利定期預金 

変動金利定期預金 

45,813
45,770

43
－

45,547
45,515

31
－

（注）１.流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金 
２.定期性預金＝定期預金＋定期積金 
固定金利定期預金：預入時に満期日までの利率が確定する定期預金 
変動金利定期預金：預入期間中の市場金利の変化に応じて、金利
が変動する定期預金 

３.国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。 

平成24年度 平成25年度

預 金 残 高 

貸 出 金 残 高 

6,640
3,065

6,676
3,227

残　高 構成比 残　高 構成比 

（単位：百万円）

　当金庫は現在のところ取扱いがございません。　　 

平成24年度 平成25年度
残　　高 残　　高

（注）国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。 

（注）預貸率=貸出金/（預金積金＋譲渡性預金）×100 

割 引 手 形 
手 形 貸 付 
証 書 貸 付 
当 座 貸 越 
合     計 

36
1,401
30,249
2,028
33,715

25
1,836
31,550
2,091
35,503

■ 貸出金科目別残高（期末残高） （単位：百万円） 

平成24年度 平成25年度
残　　高 残　　高 

（注）国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。 

割 引 手 形 
手 形 貸 付 
証 書 貸 付 
当 座 貸 越 
合     計 

42
1,270
29,372
1,946
32,631

31
1,454
30,350
2,014
33,849

 ■ 貸出金科目別残高（平均残高） （単位：百万円） 

残　高 構成比 残　高 構成比
設 備 資 金 
運 転 資 金 
貸 出 合 計 

 ■ 貸出金使途別残高状況 （単位：百万円、％） 

（単位：百万円）

（単位：百万円） 

平成24年度 平成25年度
貸 出 金 
う ち 変 動 金 利 
う ち 固 定 金 利 

33,715
21,552
12,163

35,503
20,951
14,552

6,049
8,014

消 費 者 ロ ー ン
住 宅 ロ ー ン

6,986
8,107

17,162
16,553
33,715

50.9
49.1
100.0

18,405
17,098
35,503

51.8
48.2
100.0

貸出金（期末残高）（A） 
預　金（期末残高）（B） 

（A／B） 
期 中 平 均 

33,715
73,045
46.1%
44.2%

35,503
73,443
48.3%
45.4%

預 貸 率 

■ 貸出金残高

■ 預  貸  率
 ■ 消費者ローン・住宅ローン残高

（単位：百万円） 

そ の 他 

（単位：百万円） 

平成24年度 平成25年度

預 金 残 高 

貸 出 金 残 高 

619
285

617
298

預 金 積 金 
有 価 証 券 
動 産 
不 動 産 
そ の 他 
　 計 　 
信用保証協会・信用保険 
保 証 
信 用 
合 計 

1,182
－
76

12,726
－

13,985
7,286
1,547
10,896
33,715

924
－
67

12,577
－

13,569
8,506
1,652
11,774
35,503

預 金 積 金 
有 価 証 券 
動 産 
不 動 産 
そ の 他 
　 計 　 
信用保証協会・信用保険 
保 証 
信 用 
合 計 

－
－
－

635
－

635
－
58
38
732

－
－
－

576
－

576
－
45
34
656

■ 貸出金の担保別内訳 （単位：百万円） ■ 債務保証見返りの担保別内訳 （単位：百万円） 

NANSHIN 2014  DISCLOSURE

経
営
に
関
す
る
指
標

預
金
・
貸
出
金
に
関
す
る
指
標

23,381
21,194
51,032
50,995

37
143

74,413
－

74,413

65,158
8,285
7,311
96
877

73,443

平成24年度 平成25年度

平成24年度 平成25年度

平成24年度 平成25年度

平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度
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■ 業種別の貸出金残高と構成比  (単位：百万円、％) 

貸出金に関する指標 

■ 貸出金償却 ■ 中小企業特別融資制度資金・融資状況
（単位：千円）

64,564

53,539

平成24年度

平成25年度

（単位：千円）

制 度 資 金 名  件数 貸出金残高 

  ※緊急保証制度を除く 

（単位：百万円） 

一 般 貸 倒 引 当 金

個 別 貸 倒 引 当 金

合 計

平成24年度
平成25年度
平成24年度
平成25年度
平成24年度
平成25年度

期首残高 当期増加額 期末残高
当期減少額

目的使用 その他
143
82
395
396
538
479

－
－

202
69
202
69

132
143
388
325
520
469

143
82
395
396
538
479

■ 貸倒引当金の内訳

業種区分 
貸出先数 構成比 貸出金残高 貸出先数 構成比 貸出金残高 

（注）業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。 
 

132
143
591
395
723
538

75
56
3
14
35
119
7
31

266,434
355,626
8,539
25,601
83,828
250,537
30,124
58,972

緊急保証制度(セーフティネット)
宮崎県制度資金※
宮崎市中小企業融資
宮崎市小規模企業特別融資
日南市中小企業特別融資制度資金
日南市小口零細企業特別融資
串間市小規模事業者融資制度資金
串間市小口零細企業特別融資

製 造 業 

農 業 、 林 業 

漁 業 

鉱業、採石業、砂利採取業 

建 設 業 

電気・ガス・熱供給・水道業 

情 報 通 信 業 

運 輸 業 、 郵 便 業 

卸 売 業 、 小 売 業 

金 融 業 、 保 険 業 

不 動 産 業 

物 品 賃 貸 業 

学術研究、専門・技術サービス業 

宿 泊 業 

飲 食 業 

生活関連サービス業、娯楽業 

教 育 、 学 習 支 援 業 

医 療 ・ 福 祉 

そ の 他 の サ ー ビ ス 

　 小 　 　 計 　 

地 方 公 共 団 体 

個人（住宅・消費・納税資金等） 

　 合 　 　 　 　 計 　 

71

101

34

－

157

6

－

8

132

4

94

3

9

12

82

37

5

22

64

841

5

7,785

8,631

861

435

634

－

1,772

278

－

190

1,698

756

5,115

168

113

360

776

508

134

942

702

15,450

4,201

14,064

33,715

2.5

1.3

1.9

－

5.3

0.8

－

0.6

5.0

2.2

15.2

0.5

0.3

1.1

2.3

1.5

0.4

2.8

2.1

45.8

12.5

41.7

100.0

66

95

30

－

148

9

－

7

125

4

93

3

8

11

79

34

5

24

71

812

5

8,049

8,866

941

483

405

－

1,567

479

－

172

1,654

1,054

5,281

141

74

931

740

454

101

737

705

15,930

4,478

15,093

35,503

2.6

1.3

1.1

－

4.4

1.3

－

0.4

4.6

2.9

14.8

0.3

0.2

2.6

2.0

1.2

0.2

2.0

1.9

44.8

12.6

42.5

100.0

平 成 24 年 度 平 成 25 年 度
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■ 業種別の貸出金残高と構成比  (単位：百万円、％) 

貸出金に関する指標 

■ 貸出金償却 ■ 中小企業特別融資制度資金・融資状況
（単位：千円）

64,564

53,539

平成24年度

平成25年度

（単位：千円）

制 度 資 金 名  件数 貸出金残高 

  ※緊急保証制度を除く 

（単位：百万円） 

一 般 貸 倒 引 当 金

個 別 貸 倒 引 当 金

合 計

平成24年度
平成25年度
平成24年度
平成25年度
平成24年度
平成25年度

期首残高 当期増加額 期末残高
当期減少額

目的使用 その他
143
82
395
396
538
479

－
－

202
69
202
69

132
143
388
325
520
469

143
82
395
396
538
479

■ 貸倒引当金の内訳

業種区分 
貸出先数 構成比 貸出金残高 貸出先数 構成比 貸出金残高 

（注）業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。 
 

132
143
591
395
723
538

75
56
3
14
35
119
7
31

266,434
355,626
8,539
25,601
83,828
250,537
30,124
58,972

緊急保証制度(セーフティネット)
宮崎県制度資金※
宮崎市中小企業融資
宮崎市小規模企業特別融資
日南市中小企業特別融資制度資金
日南市小口零細企業特別融資
串間市小規模事業者融資制度資金
串間市小口零細企業特別融資

製 造 業 

農 業 、 林 業 

漁 業 

鉱業、採石業、砂利採取業 

建 設 業 

電気・ガス・熱供給・水道業 

情 報 通 信 業 

運 輸 業 、 郵 便 業 

卸 売 業 、 小 売 業 

金 融 業 、 保 険 業 

不 動 産 業 

物 品 賃 貸 業 

学術研究、専門・技術サービス業 

宿 泊 業 

飲 食 業 

生活関連サービス業、娯楽業 

教 育 、 学 習 支 援 業 

医 療 ・ 福 祉 

そ の 他 の サ ー ビ ス 

　 小 　 　 計 　 

地 方 公 共 団 体 

個人（住宅・消費・納税資金等） 

　 合 　 　 　 　 計 　 

71

101

34

－

157

6

－

8

132

4

94

3

9

12

82

37

5

22

64

841

5

7,785

8,631

861

435

634

－

1,772

278

－

190

1,698

756

5,115

168

113

360

776

508

134

942

702

15,450

4,201

14,064

33,715

2.5

1.3

1.9

－

5.3

0.8

－

0.6

5.0

2.2

15.2

0.5

0.3

1.1

2.3

1.5

0.4

2.8

2.1

45.8

12.5

41.7

100.0

66

95

30

－

148

9

－

7

125

4

93

3

8

11

79

34

5

24

71

812

5

8,049

8,866

941

483

405

－

1,567

479

－

172

1,654

1,054

5,281

141

74

931

740

454

101

737

705

15,930

4,478

15,093

35,503

2.6

1.3

1.1

－

4.4

1.3

－

0.4

4.6

2.9

14.8

0.3

0.2

2.6

2.0

1.2

0.2

2.0

1.9

44.8

12.6

42.5

100.0

平 成 24 年 度 平 成 25 年 度

有価証券に関する指標 

■有価証券の時価情報
１．売買目的有価証券 
　売買目的の有価証券は保有しておりません。 

２．満期保有目的の有価証券 
 

４．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるもの 
　該当する株式はありません。 

国債 
地方債 
短期社債 
社債 
その他 
小　　計 

国債 
地方債 
短期社債 
社債 
その他 
小　　 計 

 

時価が貸借対照
表計上額を超え
るもの 
 
 
 
時価が貸借対照
表計上額を超え
ないもの 

(注)１）時価は、期末日における市場価格等に基づいております。
     ２）上記の「その他」は、外国証券及び投資信託等です。　
     ３）時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は本表には含めておりません。　

３．その他保有目的有価証券 

５．時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券 
 

種       類 貸借対照 
表計上額 

 時  価 
 

差  額 貸借対照 
表計上額 

 時  価 
 

差  額 

貸借対照表計上額 貸借対照表計上額 

信用金庫関連法人株式６社 11 11

■ 預証率
平成24年度 平成25年度

16,301

73,045

22.3%

20.0%

18,553

73,443

25.2%

23.6%

有価証券（期末残高）（A） 

預　　金（期末残高）（B） 

預 証 率 
（A／B） 

期中平均 

■ 有価証券の期末残高・平均残高

国 債
地 方 債
政 府 保 証 債
公 社 公 団 債
金 融 債
事 業 債
株 式
外 国 証 券
その他の証券
合 計

1,683
2,399
1,042
2,439
1,913
3,116
11

2,703
992

16,301

1,423
1,699
722
2,038
2,039
2,871
11

2,815
1,149
14,771

2,459
3,140
1,464
2,436
1,707
3,449
11

3,163
722

18,553

2,456
2,843
1,098
2,498
1,837
3,336
11

2,751
769

17,602

期末残高 平均残高 期末残高 平均残高

（注）1.預証率＝有価証券/（預金積金＋譲渡性預金）×100 
       2.国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。 
 

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 

合                   計 

(注)１）貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。
     ２）上記の「その他」は、外国証券及び投資信託等です。　
     ３）時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は本表には含めておりません。　

種       類 貸借対照 
表計上額 

 取得原価 
 

差  額 貸借対照 
表計上額 

 取得原価 
 

差  額 

合                   計 

－
11,780
1,683
2,255
－

7,841
1,638
13,418

－
814
－
144
－
669
603
1,417
14,835

－
11,554
1,642
2,195
－

7,716
1,525
13,079

－
845
－
145
－
700
649
1,495
14,575

－
225
40
59
－
124
112
338
－

△31
－
△0
－

△31
△46
△77
260

－
13,396
2,359
2,696
－

8,340
2,295
15,691

－
1,260
99
443
－
716
360
1,620
17,312

－
13,172
2,306
2,642
－

8,223
2,143
15,316

－
1,266
99
445
－
721
379
1,646
16,962

－
223
52
54
－
116
151
375
－
△6
△0
△1
－
△4
△18
△25
350

株式 
債券 
　国債 
　地方債 
　短期社債 
　社債 
その他 
小　　計 

株式 
債券 
　国債 
　地方債 
　短期社債 
　社債 
その他 
小　　 計 

 
 

貸借対照表計上
額が取得原価を
超えるもの 
 
 
 
 
 
貸借対照表計上
額が取得原価を
超えないもの 

貸
出
金
に
関
す
る
指
標

有
価
証
券
に
関
す
る
指
標

NANSHIN 2014  DISCLOSURE

平成24年度 平成25年度

－
－
－
－
753
753
－
－
－
－
700
700
1,453

－
－
－
－
763
763
－
－
－
－
694
694
1,457

－
－
－
－
10
10
－
－
－
－
△6
△6
3

－
－
－
－
949
949
－
－
－
－
280
280
1,229

－
－
－
－
968
968
－
－
－
－
275
275
1,243

－
－
－
－
18
18
－
－
－
－
△4
△4
13

平成24年度 平成25年度

平成24年度 平成25年度

平成24年度 平成25年度
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その他の業務に関する指標 

■ 内国為替取扱状況

仕 向 為 替
被 仕 向 為 替

仕 向 為 替
被 仕 向 為 替

信 金 中 央 金 庫

日本政策金融公庫

住宅金融支援機構

そ の 他

合       計

取 扱 件 数 （ 件 ）
　 〃 　

取扱金額（百万円）
　 〃 　

平成24年度 平成25年度
送金・振込 代金取立 送金・振込 代金取立
59,121
224,920

38,429
49,644

2,062
6,724

1,028
2,364

56,912
186,395

37,398
43,645

1,903
6,200

1,009
2,337

平成24年度 平成25年度

570

448

3,830

12

4,862

521

352

3,194

9

4,077

■外貨建資産残高

■外国為替取扱高

　上記２項目については、取り扱っておりません。

■ 代理貸付金残高

■商品有価証券 
　平成24、25年度は取引実績がございません。

■デリバティブ取引 
　平成24、25年度は取引実績がございません。

■金銭の信託 

  その他保有目的有価証券の評価損益状況は、国内債券については市場金利の上昇から217百万円の評価益となり、
その他（外国証券、投資信託等）においては、株価の上昇や、為替では米ドルに対する円安が影響し132百万円の評
価益となり、合計では350百万円の評価益となりました。

［債券の利回りと時価の関係］
　債券市場において、利回りが上昇すると債券の時価は下がり、含み益が減少（含み損は増加）します。
　また、逆に利回りが低下すると債権の時価は上がり、含み益は増加（含み損は減少）します。

解説 

平成24年度 平成25年度

貸借対照表計上額 当事業年度の損益に含まれた評価差額 貸借対照表計上額 当事業年度の損益に含まれた評価差額 

－ － － － 

１．運用目的の金銭の信託 

(注)１.貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。 

（単位：百万円） 

（単位：百万円）

■有価証券の残存期間別残高
　　　　期　間 
種　類 

年　　度 合　計 期間の定め
のないもの １年以下 

 

１年超 
３年以下 

３年超 
５年以下 

５年超 
７年以下 

７年超 
10年以下 10年超 

国 債 

地 方 債 

短 期 社 債 

社 債 

株 式 

外 国 証 券 

その他の証券 

合 　 計 

平成24年度

平成25年度

平成24年度

平成25年度

平成24年度

平成25年度

平成24年度

平成25年度

平成24年度

平成25年度

平成24年度

平成25年度

平成24年度

平成25年度

平成24年度

平成25年度

（単位：百万円） 

544
5
－

251
－
－

1,228
1,341

－
－

300
701
95
137

2,168
2,436

5
104
454
201
－
－

2,475
2,399

－
－

752
349
282
111

3,970
3,166

105
－
－
－
－
－

2,221
1,759

－
－

198
212
99
－

2,625
1,971

－
415
－

629
－
－

563
733
－
－

424
564
－
－

988
2,343

824
1,934
1,841
1,953

－
－

1,813
2,610

－
－

231
221
－
－

4,710
6,720

204
－

103
104
－
－

207
213
－
－

795
1,113

－
－

1,310
1,430

－
－
－
－
－
－
－
－
11
11
－
－

514
473
526
484

1,683
2,458
2,399
3,138

－
－

8,511
9,055
11
11

2,703
3,163
992
722

16,301
18,553
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バーゼルⅢ定量情報

1．自己資本の構成に関する事項 （単位：百万円）

NANSHIN 2014  DISCLOSURE

経過措置による不算入額

5
 

－
5 
1 
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－

－

－
－

－

－

－

平成24年度

461
－
－
－
－
465
3,810
99
－
－
－
－
－
－
－
－
－

4,837
11
143
－
－
－
－
154
4,992
876
400
300

－

－

△876
－

4,992

29,124
615
2,683
－
－

32,423
14.91％
15.39％

項　　　　　　　　　目

（ 自 己 資 本 ）
出 資 金
う ち 非 累 積 的 永 久 優 先 出 資
優 先 出 資 申 込 証 拠 金
資 本 準 備 金
そ の 他 資 本 剰 余 金
利 益 準 備 金
特 別 積 立 金
繰 越 金 （ 当 期 末 残 高 ）
そ の 他
処 分 未 済 持 分
自 己 優 先 出 資
自 己 優 先 出 資 申 込 証 拠 金
そ の 他 有 価 証 券 の 評 価 差 損
営 業 権 相 当 額
の れ ん 相 当 額
企 業 結 合 に よ り 計 上 さ れ る 無 形 固 定 資 産 相 当 額
証 券 化 取 引 に よ り 増 加 し た 自 己 資 本 に 相 当 す る 額
基 本 的 項 目 （ Ａ ）
土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45％に相当する額
一 般 貸 倒 引 当 金
負 債 性 資 本 調 達 手 段 等
負 債 性 資 本 調 達 手 段
期 限 付 劣 後 債 務 及 び 期 限 付 優 先 出 資
補 完 的 項 目 不 算 入 額
補 完 的 項 目 （ Ｂ ）
自 己 資 本 総 額［（ Ａ ）＋（ Ｂ ）］（ Ｃ ）
他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額
負 債 性 資 本 調 達 手 段 及 び こ れ に 準 ず る も の
期限付劣後債務及び期限付優先出資並びにこれらに準ずるもの
非同時決済取引に係る控除額及び信用リスク削減手法として用い
る保証又はクレジット・デリバティブの免責額に係る控除額
基本的項目からの控除分を除く、自己資本控除とされる証券化エ
クスポージャー及び信用補完機能を持つI/Oストリップス（告示第
247条を準用する場合を含む。）
控 除 項 目 不 算 入 額
控 除 項 目 計 （ Ｄ ）
自 己 資 本 額［（ Ｃ ）－（ Ｄ ）］（ Ｅ ）
（ リ ス ク ・ ア セ ッ ト 等 ）
資 産 （ オ ン ・ バ ラ ン ス 項 目 ）
オ フ ・ バ ラ ン ス 取 引 等 項 目
オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額
信 用 リ ス ク・ア セ ッ ト 調 整 額
オ ペ レ ー シ ョ ナ ル　・　リ ス ク 相 当 額 調 整 額
リ ス ク ・ ア セ ッ ト 等 計    （ Ｆ ）
単 体 Ｔ ｉ ｅ ｒ １ 比 率 （ Ａ ／ Ｆ ）
単 体 自 己 資 本 比 率（ Ｅ ／ Ｆ ）

平成25年度

4,881 
464 
4,426 

9 
－
82 
82 
－

－

－

13 

4,977 

－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－

－

－
－

－

－

－
－

4,977

31,062 
30,536 
△ 2,611

5
 

1 

－

△ 2,647

29 
525 
0 
0 

2,651 
－
－

33,713 

14.76％

（注）自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第１項に
おいて準用する銀行法第14条の２の規定に基づき、信用金庫及
び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充
実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18
年金融庁告示第21号）」が平成25年３月８日に改正され、平成
26年３月31日から改正後の告示が適用されたことから、平成
24年度においては旧告示に基づく開示、平成25年度においては
新告示に基づく開示を行っております。

　　　なお、当金庫は国内基準を採用しております。

　　項　　　　　　　　　目

コア資本に係る基礎項目　　　（１）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額
うち、出資金及び資本剰余金の額
うち、利益剰余金の額
うち、外部流出予定額（△）
うち、上記以外に該当するものの額
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額
うち、適格引当金コア資本算入額
適格旧資本調達手段の額のうち、経過措置（自己資本比率改正告示附則第
3条第7項）によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手
段の額のうち、経過措置（自己資本比率改正告示附則第4条第3項）により
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45%に相当する額のう
ち、経過措置（自己資本比率改正告示附則第5条第5項）によりコア資本に
係る基礎項目の額に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額　　　　　　　（イ）
コア資本に係る調整項目　　　（２）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額
の合計額
うち、のれんに係るものの額
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額
繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
前払年金費用の額
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額
信用金庫連合会の対象普通出資等の額
特定項目に係る10%基準超過額
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連する
ものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連す
るものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額
特定項目に係る15%基準超過額
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連する
ものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連す
るものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額
コア資本に係る調整項目の額　　　　　　　（ロ）
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ））　　　　　　　　（ハ）
リスク・アセット等　　　　　 （３）
信用リスク・アセットの額の合計額
資産（オン・バランス）項目
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
うち、調整項目に係る経過措置（自己資本比率改正告示附則第8条第
6項）により、なお従前の例によるとしてリスク・アセットが適用さ
れることになったものの額のうち、無形固定資産（のれん及びモー
ゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）に係るものの額
うち、調整項目に係る経過措置（自己資本比率改正告示附則第8条
第6項）により、なお従前の例によるとしてリスク・アセットが適用
されることになったものの額のうち、繰延税金資産に係るものの額
うち、調整項目に係る経過措置（自己資本比率改正告示附則第8条
第6項）により、なお従前の例によるとしてリスク・アセットが適用
されることになったものの額のうち、前払年金費用に係るものの額
うち、他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポー
ジャーに係る経過措置（自己資本比率改正告示附則第12条第5項
又は第6項）を用いて算出したリスク・アセットの額から経過措置を
用いずに算出したリスク・アセットの額を控除した額
うち、上記以外に該当するものの額
オフ・バランス取引等項目
CVAリスク相当額を8%で除して得た額
中央清算機関関連エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8%で除して得た額
信用リスク・アセット調整額
オペレーショナル・リスク相当額調整額
リスク・アセット等の額の合計額　　　　　 （ニ）
自己資本比率
自己資本比率（（ハ）／（ニ））
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バーゼルⅢ定量情報

＜オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法＞
　　　　　　　粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　÷８％
　　　　　　　　直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数

リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額
イ．信用リスク・アセット、所要自己資本の額の合計※1

①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー※２

現金
我が国の中央政府及び中央銀行向け
外国の中央政府及び中央銀行向け
国際決済銀行等向け
我が国の地方公共団体向け
外国の中央政府等以外の公共部門向け
国際開発銀行向け
地方公共団体金融機構向け
我が国の政府関係機関向け
地方三公社向け
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け
法人等向け
中小企業等向け及び個人向け
抵当権付住宅ローン
不動産取得等事業向け
３ヵ月以上延滞等
取立未済手形
信用保証協会等による保証付
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付
出資等
出資等のエクスポージャー
重要な出資のエクスポージャー

上記以外
他の金融機関等の対象資本調達手段のうち対象普通出資等
に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー
信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調
整項目の額に算入されなかった部分に係るエクスポージャー
特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクス
ポージャー
上記以外のエクスポージャー

②証券化エクスポージャー※3

証券化（オリジネーター）
（うち再証券化）
証券化（オリジネーター以外）
（うち再証券化）

③複数の資産を裏付とする資産（所謂ファンド）のうち、個々の資産
の把握が困難な資産
④経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額
⑤他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る
経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額
⑥ＣＶＡリスク相当額を８％で除して得た額
⑦中央清算機関関連エクスポージャー

ロ．オペレーショナル・リスク
ハ．単体総所要自己資本額（イ＋ロ）

29,739
29,725

－
－
2
－
－

127
0
－

242
－

7,441
6,314
7,618
1,896
2,824
695
2

145
－

798

1,615

－
－
－
－
－

－

2,683
32,423

1,189
1,189

－
－
0
－
－
5
0
－
9
－

297
252
304
75
112
27
0
5
－
31

64

－
－
－
－
－

－

107
1,296

31,065
33,666

－
－
2
－
－

137
0
0

241
－

5,860
7,310
8,128
1,792
2,464
787
1

128
－

633
309
0

6,176

1,783

2,500

399

－
9
－
－
9
2

0

36

－

0
0

2,651
33,716

1,242
1,346

－
－
82
－
－
5
0
0
9
－
23
293
329
71
100
31
0
5
－
25
12
0

247

71

100

15

－
－
－
－
0
0

5

1

－

0
0

106
1,348

2．定量的な開示事項
　（１）自己資本の充実度に関する事項 （単位：百万円）

（注）１．所要自己資本の額＝リスク・アセット×４%
　　　２．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額等のこ
　　　　　とです。
　　　３．「３ヵ月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び
　　　　　「我が国の中央政府及び中央銀行向け」から「法人等向け」（「国際決済銀行等向け」を除く）においてリスク・ウェイトが１５０％
　　　　　　になったエクスポージャーのことです。
　　　４．当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスクを算定しています。

　　　５．単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×４％

平成24年度 平成25年度

43



バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
定
量
情
報

バーゼルⅢ定量情報 NANSHIN 2014  DISCLOSURE

3．信用リスクに関する事項（証券化エクスポージャーを除く）
　イ．信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高
　　＜業種別及び残存期間別＞

（注）１．オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除いております。
　　　２．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞しているエクスポージャーのことです。
　　　３．上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することが困難な投資信託等および業種区分に分類することが困難なエクスポージ
　　　　　ャーです。具体的には現金、有形・無形固定資産、未決済為替貸等が含まれます。
　　　４．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

信用リスクエクスポージャー期末残高

債　券 デリバティブ
取　引

エクスポージャー
区分

業種区分
期間区分

貸出金、コミットメント
及びその他のデリバテ
ィブ以外のオフ・バラン
ス取引

国 内

国 外

地 域 別 合 計

製 造 業

農 業 、林 業

漁 業

鉱業、採石業、

砂 利 採 取 業

建 設 業

電気・ガス・熱供

給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不 動 産 業

物 品 賃 貸 業

学術研究、専門・

技術サービス業

宿 泊 業

飲 食 業

生活関連サービ

ス業、娯楽業

教育、学習支援業

医 療 、福 祉

その他のサービス

国・地方公共団体等

個 人

そ の 他

業 種 別 合 計

１ 年 以 下

１年超３年以下

３年超５年以下

５年超７年以下

７年超１０年以下

１０　年　超

期 間 の 定 め

の な い も の

残存期間別合計

（単位：百万円）

　ロ．一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
　　　 資料編Ｐ３９に記載しております。

三月以上延滞
エクスポージャー

24年度 25年度 24年度 25年度 24年度 25年度 24年度 25年度 24年度 25年度

76,672

3,085

79,757

1,222

499

403

－

1,553

1,083

－

180

1,706

30,574

5,509

129

78

896

693

464

101

737

926

14,229

15,338

3,419

79,757

14,440

13,948

5,209

5,201

10,794

20,338

9,820

79,757

76,791

2,654

79,448

1,195

452

631

－

1,747

783

－

199

1,790

33,526

5,339

159

117

325

753

521

134

942

924

12,078

14,350

3,465

79,448

17,493

16,879

6,509

4,142

8,871

19,186

6,359

79,448

35,850

－

35,850

922

499

403

－

1,553

479

－

180

1,607

1,055

5,509

127

75

896

693

464

101

737

722

4,480

15,338

－

35,850

3,318

2,813

3,236

2,956

4,193

18,949

381

35,850

12,392

2,654

15,047

371

－

－

－

－

505

－

－

99

6,260

－

－

－

－

－

－

－

－

200

7,609

－

－

15,047

2,096

3,563

2,596

946

4,564

1,279

－

15,047

34,142

－

34,142

824

452

631

－

1,747

278

－

199

1,691

756

5,338

157

114

325

753

521

134

942

720

4,202

14,350

－

34,142

2,844

2,832

2,650

3,196

4,307

17,907

404

34,142

14,462

3,085

17,547

300

－

－

－

－

604

－

－

99

6,794

－

－

－

－

－

－

－

－

200

9,547

－

－

17,547

2,334

3,034

1,942

2,245

6,601

1,389

－

17,547

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

783

－

783

148

16

5

－

76

－

－

5

120

－

133

－

－

61

87

－

－

－

5

－

128

－

783

1,278

－

1,278

153

14

5

－

77

－

－

9

39

－

160

－

－

68

32

－

0

5

1

－

118

－

682
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ハ．業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等
（単位：百万円）

（注）１．当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
　　　２．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

個 別 貸 倒 引 当 金
当 期 減 少 額

期首残高 当期増加額
目的使用 そ の 他

期末残高

製 造 業

農 業 、 林 業

漁 業

鉱業、採石業、砂利採取業

建 設 業

電気・ガス・熱供給・水道業

情 報 通 信 業

運 輸 業 、郵 便 業

卸 売 業 、小 売 業

金 融 業 、保 険 業

不 動 産 業

物 品 賃 貸 業

学術研究、専門・技術サービス業

宿 泊 業

飲 食 業

生活関連サービス業、娯楽業

教 育 、学 習 支 援 業

医 療 、 福 祉

そ の 他 の サ ービ ス

国・地方公共団体等

個 人

合 計

24年度 25年度24年度 25年度24年度 25年度24年度 25年度24年度 25年度

貸出金償却

115

9

9

－

63

－

－

－

47

－

205

－

－

46

51

6

－

－

5

－

28

591

82

7

4

－

44

－

－

－

19

－

133

11

－

36

35

6

－

－

5

－

7

395

82

7

4

－

44

－

－

－

19

－

133

11

－

36

35

6

－

－

5

－

7

395

64

6

3

－

36

－

－

－

62

－

104

14

－

35

55

5

－

－

－

－

7

396

9

1

0

－

15

－

－

－

35

－

92

－

－

26

8

－

－

－

－

－

12

202

26

2

－

－

6

－

－

－

－

－

30

－

－

2

－

－

－

－

－

－

0

69

106

8

9

－

48

－

－

－

12

－

113

－

－

20

43

6

－

－

5

－

16

388

56

5

4

－

38

－

－

－

19

－

103

11

－

34

35

6

－

－

5

－

7

325

82

7

4

－

44

－

－

－

19

－

133

11

－

36

35

6

－

－

5

－

7

395

64

6

3

－

36

－

－

－

62

－

104

14

－

35

55

5

－

－

－

－

7

396

10

3

0

－

25

－

－

－

48

－

92

－

－

26

22

－

－

－

－

－

39

269

48

5

－

－

12

－

－

－

17

－

30

－

－

2

3

－

－

－

－

－

1

122

　ニ．リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等
（単位：百万円）

（注）１．格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
　　　２．エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスクウェイトに区分しております。

告示で定めるリスク･ウェイト区分
（％）

エ ク ス ポ ー ジ ャ ー の 額

格付有り 格付無し 格付有り 格付無し

　　０　　％

　１０　　％

　２０　　％

　３５　　％

　５０　　％

　７５　　％

１００　　％

１５０　　％

３５０　　％

自 己 資 本 控 除

合　　　　　　計

平 成 2 4 年 度 平 成 2 5 年 度

－

－

1,717

0

1,053

－

270

－

－

－

12,760

3,919

30,001

5,472

3,344

8,386

12,218

302

－

－

－

－

1,424

0

1,959

60

545

0

－

－

14,621

3,775

25,689

5,173

4,553

8,341

13,226

270

130

－

79,448 79,757

24年度 25年度
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4．信用リスク削減手法に関する事項
　信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー （単位：百万円）

（注）１．当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いております。

適格金融資産担保 保　　　　証 クレジット・デリバティブ信用リスク削減手法

ポートフォリオ
信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

①ソブリン向け

②金融機関向け

③法人等向け

④中小企業等・個人向け

⑤抵当権付住宅ローン

⑥不動産取得等事業向け

⑦三月以上延滞等

1,169

－

－

379

787

－

－

2

1,364

－

－

467

865

19

13

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

5．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
     　当金庫では該当する事項はございません。

6．証券化エクスポージャーに関する事項
　イ．オリジネーターの場合（信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する事項）
　　オリジネーターに該当する証券化エクスポージャーは取扱っておりません。

　ロ．投資家の場合（信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する事項）
　　①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
　　　（再証券化エクスポージャーを除く）

　　②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本
　　　の額等（再証券化エクスポージャーを除く）

7．出資等エクスポージャーに関する事項
　イ．貸借対照表計上額及び時価

（注）1）投資信託の裏付け資産のうち「出資等エクスポージャー」に該当するものは、一括して上場株式等に含めております。
2）貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。

区　　　　　分

上 場 株 式 等

非 上 場 株 式 等

合 計

貸借対照表計上額 時　　価 貸借対照表計上額 時　　価

平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度

3,642

－

－

16

3,111

509

－

6

4,908

－

－

12

4,337

556

－

3

平成24年度 平成25年度
オンバランス取引 オフバランス取引 オンバランス取引 オフバランス取引

（単位：千円）

（注）１．所要自己資本の額＝エクスポージャー残高×リスク・ウェイト×４％

エクスポージャー残高 所要自己資本の額

平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

1,227

142

197

353

467

2,388

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

245

71

197

1,237

5,845

7,597

－

－

－

－

－

－

２０％

５０％

１００％

３５０％

１，２５０％

合　計

告示で定める
ﾘｽｸ･ｳｪｲﾄ区分
（％） オンバランス取引 オフバランス取引 オンバランス取引 オフバランス取引 オンバランス取引 オフバランス取引 オンバランス取引 オフバランス取引

平成24年度 平成25年度

41
260
301

41
260
301

50
260
310

50
260
310

－
－

－
－

2,388
2,388

－
－

証券化エクスポージャーの額
投資信託
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バーゼルⅢ定量情報

（単位：百万円） （単位：百万円）

（単位：百万円）

　ロ．出資等エクスポージャーの売却及び償却に
　　　伴う損益の額

　ハ．貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書
　　　で認識されない評価損益の額

　二．貸借対照表及び損益計算書で認識されない
　　　評価損益の額

平成24年度 平成25年度

売 　 却 　 益

売 　 却 　 損

償 　 　 　 却

－

－

－

－

－

－

平成24年度 平成25年度

評 価 損 益 － －

平成24年度 平成25年度

評 価 損 益 181 181

（単位：百万円）

（注）１．銀行勘定における金利リスクは、金融機関の保有する資産・負債のうち、市場金利に影響を受けるもの（例えば、貸出金、有価証券、預金等）が、
金利ショックにより発生するリスク量を見るものです。当金庫では、金利ラダー方式により、金利ショックを９９％タイル値として銀行勘定の金利
リスクを算出しております。

　　　２．要求払預金の金利リスク量は、明確な金利改定間隔がなく、預金者の要求によって随時払い出される要求払預金のうち、引き出されることなく長期間
金融機関に滞留する預金をコア預金と定義し、当金庫では、普通預金等の額の５０％相当額を０～５年の期間に均等に振り分けて（平均２.５年）リ
スク量を算定しております。

　　　３．銀行勘定の金利リスクは、運用勘定の金利リスク量と調達勘定の金利リスク量を相殺して算定します。
　　　　　　銀行勘定の金利リスク（429百万円）＝運用勘定の金利リスク量（469百万円）＋調達勘定の金利リスク量（-40百万円）
　　　４．アウトライヤー比率(8.65％)＝銀行勘定の金利リスク(429百万円)÷自己資本額(4,977百万円)×100

金利リスク量

運 用 勘 定 調 達 勘 定

区　　　　分
金利リスク量

区　　　　分

8．金利リスクに関する事項

平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度

貸出金

有価証券等

預け金

コールローン等

その他

運用勘定合計

銀行勘定の金利リスク

アウトライヤー比率

定期性預金

要求払預金

その他

調達勘定合計

98

165

44

－

－

307

188

3.79％

189

259

21

－

－

469

429

8.65％

91

28

－

119

35

5

－

40
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用語解説

①自己資本関係 

　損失吸収力の高い普通株式および内部留保を中心にしつつ、強制転換型優先株式や協同組織金融機関発行優先出資金およ

び一般貸倒引当金（信用リスク・アセットの1.25％が参入条件）等を加えたものをいいます。

　リスクを有する資産（貸出金や有価証券など）を、リスクの大きさに応じて掛け目を乗じ、再評価した資産金額をいいます。

　各々のリスク・アセット×４％（自己資本比率規制における国内基準）

　リスクに晒されている資産のことを指しており、具体的には貸出金、外国為替取引、デリバティブ取引などの与信取引と

有価証券などの投資資産が該当します。

　各国の政府や政府機関が発行する債券の総称をソブリン債券といいます。その国で発行されている有価証券の中では、一

番信用度が高い債券とされるもので、具体的には、中央政府、中央銀行、地方公共団体、政府関係機関、その他中央政府以外

の公共部門などを指します。

　バーゼルⅡにおいては、住宅ローンの中で、代表的なものとして、抵当権が第１順位かつ担保評価額が十分に満たされてい

るものを指します。

　代表的な解釈としては、不動産の取得または運用を目的とした事業者をいいます。

　金庫の業務上において、不適切な処理等で生じる事象により損失を受けるリスクのことをいいます。具体的には、不適切

な事務処理により生じる事務リスク、システムの誤作動等により生じるシステムリスク、風説の流布や誹謗中傷などにより

企業イメージを毀損する風評リスク、裁判等により賠償責任を負うなどの法務リスク、その他人材の流失や事故などにより

人材を逸失する人的リスクなどが含まれます。

　オペレーショナル・リスクにおけるリスク・アセットの算出方法の１つであり、下記の数式で算出します。

　リスク・アセット＝１年間の粗利益×１５％の直近３年間の平均値÷８％

　リスク・アセットの総額（信用リスク、オペレーショナル・リスクの各リスクアセットの総額）×４％（自己資本比率規制

における国内基準）

　自己資本比率規制の中で使われる概念で、自己資本の中の基本的項目であり、出資金・資本剰余金・利益剰余金などから

構成されます。

　自己資本比率規制の中で使われる概念で、自己資本の中の補完的項目であり、一般貸倒引当金・土地の再評価差額金の４

５％相当額・負債性資本調達手段などから構成されます。

　金融機関が不良債権の処理に伴って支払った税金が将来還付されることを想定して、自己資本に算入する帳簿上の資産を

いいます。

　この繰延税金資産は、会計上の費用（収益）と税法上の損金（益金）の認識時期の違いによる「一時差異等」を、税効果会計

によって調整することで生じます。

コア資本

リスク・アセット

所要自己資本額

エクスポージャー

ソブリン

抵当権付住宅ローン

不動産取得等事業者

オペレーショナル・リスク

基礎的手法

総所要自己資本額

Ｔｉｅｒ１＝ティア1

（基本的項目）

Ｔｉｅｒ２＝ティア2

（補完的項目）

繰延税金資産

用　　　　語 解　　　　　　　　　説 

②信用リスク関係 

用　　　　語 解　　　　　　　　　説

　金利・為替・株式などの相場が変動することにより、金融商品の時価が変動し、損失を受けるリスクをいいます。

　デリバティブ取引といい、有価証券や通貨、金といった金融資産（原資産）の取引から派生し、原資産の現物価格によってそ

の価格が決定される商品を指します。具体例としては、先物、先渡し、スワップ、オプション等が挙げられます。

　金融機関が保有するローン債権や企業が保有する不動産など、それらの資産価値を裏付けに証券として組み替え、第三

者に売却して流動化をする資産をいいます。

　資産流動化の仕組みにおいて流動化の対象となる資産を保有している企業。債権や不動産などの資産を特定目的会社に譲

渡するなどして資産を証券化することで資金調達を行う。

　Value at Risk（バリュー・アット・リスク）のことをいい、将来の特定の期間内に、ある一定の確率の範囲内で、ポートフォリ

オの現在価値がどの程度まで損失を被るかを、過去の一定期間毎のデータを基に、理論的に算出された値を指します。

　現在と同等の派生商品取引を再度構築するのに必要なコスト金額をいいます。

市場リスク

派生商品取引

証券化エクスポージャー

オリジネーター

ＶａＲ

再構築コスト

用　　　　語

③市場リスク関係

解　　　　　　　　　説

　取引先の倒産や財務状況の悪化などにより、当金庫が損失を受けるリスクをいいます。

　与信業務の基本的な理念や手続き等を明示したものです。

　債権の危険度を表す指標をいいます。自己資本比率規制で総資産を算出する際に、保有資産ごとに分類して用います。

　ＡＬＭ（Asset Liability Management）は、資産・負債の総合管理という意味で、主に金融機関において活用されているバラ

ンスシートのリスク管理手法をいいます。

　バーゼルⅡにおいて、金融機関がリスクを算出するに当たって、用いることができる格付を付与する格付機関のことをいいます。

　金融庁長官は、適格性の基準に照らして適格と認められる格付機関を適格格付機関に定めています。

　金庫が抱えている信用リスクを軽減するための措置をいい、具体的には、預金担保、有価証券担保、保証などが該当します。

　ただし、バーゼルⅡにおける信用リスク削減手法としては、告示に定める適格金融資産担保（現金、自金庫預金、国債

等）、同保証（国・地方公共団体等）、自金庫預金と貸出金の相殺等をいいます。

信用リスク

クレジットポリシー

リスク・ウェイト

ＡＬＭ

適格格付機関

信用リスク削減手法

NANSHIN 2014  DISCLOSURE
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用語解説

役職員の報酬体系について 

④金利リスク関係 

　明確な金利改定間隔がなく、預金者の要求によって随時払い出される預金のうち、引き出されることなく長期間金融機関

に滞留する預金のことをいいます。 

　具体的には、①過去５年間の最低残高、②過去５年間の最大年間流出量を現残高から差し引いた残高、または③現残高の

５０％のうち、最小の額を上限とし、満期は５年以内（平均２．５年）として金融機関が独自に定めることになっています。 

　金利の変化（衝撃）のことをいい、上下２００ベーシス・ポイントの平行移動や１パーセンタイル値と９９パーセンタイル

値といった算出方法があります。 

　計測値を順番に並べたうちのパーセント目の値をいいます。 

　例えば、９９パーセンタイル値は９９パーセント目の値となります。 

　市場における一般的な金利水準の変動に伴って、当該金融資産の価値が変動するリスクをいいます。 

　銀行勘定における金利リスク量が自己資本（Tier１と Tier２の合計額）に対して、２０％を超える経済価値の低下が生じる

銀行（信用金庫）をアウトライヤー銀行といい、当局の早期警戒制度の中でモニタリングを行います。 

　Basis Point Value（ベーシス・ポイント・バリュー）のことをいい、金利リスク指標の１つで、全ての期間の金利が１ベー

シス・ポイント（０．０１％）変化した場合における現在価値の変化額を表します。 

　Grid Point Sensitivity（グリッド･ポイント・センシティビティ）のことをいい、金利リスク指標の１つで、一定期間毎の金

利が１ベーシス・ポイント（０．０１％）変化した場合における現在価値の変化額を表します。 

　例外的ですが、蓋然性のある事象（9.11テロ事件、ブラックマンデー等）が発生した場合のリスクファクターが、金融機関

の財務状況に与える潜在的な影響を検証する手法をいいます。 

用　　　　語 解　　　　　　　　　説

コア預金 

 

 

 

金利ショック 

 

パーセンタイル値 

 

金利リスク 

アウトライヤー規制 

 

ＢＰＶ 

 

ＧＰＳ 

 

ストレステスト 

＜報酬体系について＞

１．対象役員
　　　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常勤理事及び常勤監事をいいます。対象役員に対する報酬等は、職務執行の対価とし
て支払う「基本報酬」及び「賞与」、在任期間中の職務執行及び特別功労の対価として退任時に支払う「退職慰労金」で構成されております。

（１）報酬体系の概要
【基本報酬及び賞与】
　非常勤を含む全役員の基本報酬及び賞与につきましては、総代会において、理事全員及び監事全員それぞれの支払総額の最高限度額を決定して
おります。
　そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を、各理事の賞与額については前年度の業績等をそれぞれ勘案し、当金庫の
理事会において決定しております。また、各監事の基本報酬額及び賞与額につきましては、監事の協議により決定しております。

【退職慰労金】
　退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退任時に総代会で承認を得た後、支払っております。
　なお、当金庫では、全役員に適用される退職慰労金の支払いに関して、主として次の事項を規程で定めております。
　　ａ．決定方法　ｂ．支払手段　ｃ．決定時期と支払時期

（２）平成２５年度における対象役員に対する報酬等の支払総額

（注）１．対象役員に該当する理事は６名、監事は１名です（期中に退任した者を含む）。
２．上記の内訳は、「基本報酬」６６百万円、「賞与」０百万円、「退職慰労金」５百万円となっております。
　なお、「賞与」は当年度中に支払った賞与のうち当年度に帰属する部分の金額（過年度に繰り入れた引当金分を除く）と当年度に繰り入れ
た役員賞与引当金の合計額です。
　「退職慰労金」は、当年度中に支払った退職慰労金（過年度に繰り入れた引当金分を除く）と当年度に繰り入れた役員退職慰労引当金の合
計額です。

３．使用人兼務役員の使用人としての報酬等を含めております。

（３）その他
　「信用金庫法施行規則第１３２条第１項第６号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信用金庫等の業務の運営又は財産の状況
に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」（平成２４年３月２９日付金融庁告示第２２号）第３条第１項第
３号及び第５号に該当する事項はありませんでした。

２．対象職員等
　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当金庫の非常勤役員、当金庫の職員であって、対象役員が受ける報酬等と同等額以
上の報酬等を受ける者のうち、当金庫の業務及び財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。
　なお、平成２５年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。

（注）１．対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。
２．「同等額」は 、平成２５年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としております。
３．平成２５年度において対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者はいませんでした。

区　　分
対象役員に対する報酬等

支払総額
７２

（単位：百万円）
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信金中央金庫 

　信金中央金庫は、全国の信用金庫を会員とする信用金庫の｢中央金融機関｣です。昭和２５年に設立され、平成１２年には優先出資を東
京証券取引所に上場しています。
　信金中央金庫は、｢信用金庫の中央金融機関としての役割｣と｢個別金融機関としての役割｣を併せ持ち、信用金庫業界の発展のため、さ
まざまな金融業務を展開しています。

■信用金庫の業務機能の補完
　【信用金庫業界のネットワークを活用した業務】
　・信用金庫が主催するビジネスフェアへの大手バイヤー企業の　　
　　招聘、カタログによる販路拡大支援
　【信用金庫の地域金融・中小企業金融等のサポート】
　・中小企業経営改善支援、地域活性化支援、海外業務支援
　【信用金庫の市場関連業務のサポート】
　・デリバティブ取引、外国為替・外貨資金取引、有価証券取引、投信
　　窓販業務の支援
　【信用金庫の決済業務のサポート】
　・資金決済業務、国債振替決済業務、一般債・短期社債振替決済業務
■信用金庫業界の信用力の維持・向上
　・信用金庫業界のセーフティーネットの運営（信用金庫経営力強化
　　制度、信用金庫相互援助資金制度）

■ 総合的な金融サービスを提供する金融機関
　・預資金業務・為替業務、金融債の発行業務
　・公共債の引受け、私募債の取扱い
　・子会社を通じた、個人ローンの保証、信託、証券、投資顧問、投資信託、ベンチャーキャピタル、M&A仲介業務
■わが国有数の機関投資家
　・30兆円にのぼる運用資産
■地域社会に貢献する金融機関
　・地方公共団体、地元企業およびPFI 事業等への直接貸出

個別金融機関としての役割　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

信用金庫の中央金融機関としての役割 信用金庫経営力強化制度 

信
用
金
庫 

信
金
中
央
金
庫 

経営分析制度 

経営相談制度 

資本増強制度 

地域経済のパートナー
【信用金庫】

●預金残高
　　・・・・・・・・・・・・・１２８兆円
●巨大なネットワーク
　　・・・全国２６７金庫、７，４４６店舗
●Face to Faceの事業展開
　　・・・・・・・・役職員数１１万２千人
●多数の出資者
　　・・・・・・・・・・・・・９２８万人

信用金庫のセントラルバンク
【信金中金】

●総資産
　　・・・・・・・・・・・・・・・３０兆円
●高い連結自己資本比率（国内基準）
　　・・・・・・・・・・・・・３７．８６％
●低い不良債権比率
　　　　（＝リスク管理債権/貸出金）
　　・・・・・・・・・・・・・・０．６３％
●外部格付
　　・・・・・・・・・・・AA（格付機関JCR）

（上記計数は平成２６年３月末現在）

（平成２６年３月末現在）

（上記計数は平成２６年３月末現在）

信金中金グループ

（株）しんきん
信託銀行

しんきん証券（株）
信金インター
ナショナル（株）

しんきんアセット
マネジメント投信（株）

信金ギャランティ（株） 信金キャピタル（株）

・信託・銀行業務

　金融債権の信託
　ファンド・トラスト
　投資信託
　有価証券の信託

・資本金100億円
 （100%出資）

・証券業務

　有価証券の
　売買業務、
　仲介業務、
　引受業務

・資本金200億円
 （100%出資）

・証券業務

　ユーロ市場に
　おける債券の
　売買業務、
　仲介業務、
　引受業務

・資本金30百万£
 （100%出資）

　ロンドンの証券
　現地法人

・投資顧問業務

・投資信託業務

・資本金２億円
 （100%出資）

・消費者信用保証
　業務

　個人向け無担保
　ローンの保証業務

・資本金10億円
 （100%出資）
※0.8％は子会社に
　よる間接所有

・ベンチャー
　キャピタル業務

・M&A仲介業務

・資本金490百万円
　（100%出資）

（株）しんきん情報
システムセンター

信金中金
ビジネス（株）

・国内為替サービ
　スやCD／ATM
　サービス等の信
　用金庫業界のネ
　ットワークシステ
　ムの開発・運用

・信用金庫業務に
　かかる各種の業
　務処理システム
　の開発・運用

・資本金45億円
 （50.7%出資）

・信用中金から
　各種の事務処
　理を受託

・資本金70百万円
 （100%出資）
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NANSHIN 2014  DISCLOSURE店舗一覧 

宮崎県 

■店舗のご案内

■店舗外自動機コーナー

■営業店自動機コーナー

◆当金庫へのお問い合せについて
　○　当金庫に対するご意見・ご要望がございましたら、下記の相談窓口までお気軽にご連絡下さい。
　　　南郷信用金庫「お客様相談室」　TEL0987－21－1115　FAX0987－21－1118

［URL］ http://www.shinkin.co.jp/nanshin/　　フリーダイヤル　0120－881－992

日南市 

串間市 

宮崎市 

駅前支店

星倉支店 

油津支店

大堂津支店

店舗外自動機
日南サピアショッピングセンター

飫肥支店 

店舗外自動機
北方自動機コーナー

田野支店 

北郷支店 

木花支店 

串間支店 
店舗外自動機
本城自動機コーナー

地  区

  

日南地区

串間地区

宮崎地区

日南地区

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

本　　店

目井津支店

駅前支店

油津支店

飫肥支店

星倉支店

大堂津支店

北郷支店

串間支店

木花支店

田野支店

日南市吾田東4－1－3

日南市南郷町中村乙2536ロノ1

日南市南郷町東町18－5

日南市園田2－1－25

日南市飫肥2－12－1

日南市星倉3－20－23

日南市大堂津3－5－18

日南市北郷町郷之原乙1429

串間市大字西方6556

宮崎市大字熊野10152－4

宮崎市田野町甲2877－14

8:00～20:00

9:00～20:00

8:00～20:00

8:00～20:00

8:00～20:00

9:00～19:00

9:00～20:00

8:00～20:00

8:00～20:00

9:00～20:00

9:00～20:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

休　　止

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

0987-23-1211

0987-64-1131

0987-64-1133

0987-23-5315

0987-25-1101

0987-25-4711

0987-27-0149

0987-55-2222

0987-72-0401

0985-58-1155

0985-86-2333

0987-23-1333

0987-64-1202

0987-64-1654

0987-23-5316

0987-25-1102

0987-25-4712

0987-27-1337

0987-55-2223

0987-72-1301

0985-58-1124

0985-86-2334

無日南ショッピングセンター 日南市材木町1番 9:30～20:00 9:30～19:00無 無

串間地区
有北方自動機コーナー 串間市大字串間１４６０－４ 9:00～20:00 9:00～17:00無 無

有本城自動機コーナー 串間市大字本城６０４３－１　 9:00～18:00 休　　止無 無

ＴＥＬ ＦＡＸ店　舗　名 住　　　　所
ＡＴＭ

振込機能平　　日 土・日・祝

本店 

目井津支店 
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1．金庫の組織及び概況に関する事項
⑴　事業の組織  …………………………………………… 3
⑵　理事及び監事の氏名及び役職  ……………………… 3
⑶　事務所の名称及び所在地  …………………………… 51

2．金庫の主要な事業の内容  …………………………… 27

3．金庫の主要な事業に関する事項
（1）平成25年度の営業の概況  …………………………… 11
（2）直近の５事業年度における主要な事業の概況 
①　経常収益  …………………………………………… 37
②　経常利益  …………………………………………… 37
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（3）直近の２事業年度における事業の概況   
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ア．資金運用収支、役務取引等収支及び
　　その他の業務収支  ……………………………… 37
イ．業務粗利益及び業務粗利益率  ………………… 37
ウ．総資金利鞘  ……………………………………… 37
エ．総資産経常利益率  ……………………………… 37
オ．総資産当期純利益率  …………………………… 37
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　　その他の預金の平均残高  ……………………… 38
イ．固定金利定期預金、変動金利定期預金
　　及びその他の区分ごとの定期預金残高  ……… 38
ウ．預金者別残高と構成比  ………………………… 38
③　貸出金に関する指標
ア．手形貸付、証書貸付、当座貸越、及び
　　割引手形の残高並びに平均残高  ……………… 38
イ．固定金利及び変動金利の区分ごとの
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オ．業種別の貸出金残高及び構成比  ……………… 39
カ．担保の種類別の貸出金残高及び
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④　有価証券に関する指標
ア．商品有価証券及びデリバティブ取引  ………… 41
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ウ．預証率の期末値及び期中平均値  ……………… 40
エ．有価証券の時価情報  …………………………… 40
オ．金銭の信託の時価情報  ………………………… 41
カ．規則第15条の２第１項第５号に揚げる取引
　　　　　　　　　　　　　　　　　「該当ございません」 

4．金庫の事業の運営に関する事項
（1）リスク管理の体制　…………………………………… 21
（2）法令等遵守の態勢　…………………………………… 23
（3）中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための
　　  取組みの状況　………………………………………… 7
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③　３ヶ月以上延滞債権に該当する貸出  …………… 20
④　貸出条件緩和債権に該当する貸出  ……………… 20

（4）次に掲げるものに関する取得価額又は契約
　　価額、時価及び評価損益  
①　有価証券  …………………………………………… 40

（5）貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額　………… 39
（6）貸出金償却の額　……………………………………… 39
（7）代表者による確認書　………………………………… 34
（8）金庫が法第３８条の２第３項の規定に基づき貸借対照表、

損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書
について会計監査人の監査を受けている場合にはその旨　

　　　　　　　　　　　　　　　　………………………… 34

6．バーゼルⅢに関する事項
  定性的な開示事項 
　1．自己資本調達手段の概要　…………………………… 18
　2．自己資本の充実度に関する評価方法の概要　……… 18
　3．信用リスクに関する事項　…………………………… 18
　4．信用リスク削減手法に関するリスク管理の
 方針及び手続の概要　………………………………… 18
　5．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引
 相手のリスクに関するリスク管理の方針及
 び手続の概要　………………………………………… 19
　6．証券化エクスポージャーに関する事項　…………… 19
　7．オペレーショナル・リスクに関する事項　………… 19
　8．出資等または株式等エクスポージャーに関
 するリスク管理の方針及び手続の概要　…………… 19
　9．金利リスクに関する事項　…………………………… 19
  定量的な開示事項
　1．自己資本の構成に関する事項　……………………… 42
　2．自己資本の充実度に関する事項　…………………… 43
　3．信用リスクに関する事項　…………………………… 44
　4．信用リスク削減手法に関する事項　………………… 46
　5．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引
 相手のリスクに関する事項　………………………… 46
　6．証券化エクスポージャーに関する事項　…………… 46
　7．出資等または株式等エクスポージャーに関
 する事項　……………………………………………… 46
　8．金利リスクに関する事項　…………………………… 47

7．役職員の報酬体系について   ………………………… 49

このディスクロージャー資料は、信用金庫法施行規則で定められた開示項目に基づいて作成していますが、信用金庫法施行規則で
定められなかった項目についても掲載しております。信用金庫法施行規則で定められた各項目は以下のページに掲載しています。

開示項目一覧 NANSHIN DISCLOSURE

掲載写真/大手門
大手門は樹齢100年以上の飫肥杉を4本使い、昭和53年（1978）7月に復元されました。
木造渡櫓（とろ）、本瓦葺き（ふき）の重厚な造りの江戸時代の櫓門です。

創 立
会 員 数
出 資 金
役職員数
本 店
店 舗 数
営業地区

大正15年11月17日
14,256人
4億64百万円
119人
宮崎県日南市吾田東4丁目1番3号
11店舗
宮崎市・日南市・串間市

当金庫のプロフィール （平成２６年３月３１日現在）



南郷信用金庫
〒８８７－００４１

宮崎県日南市吾田東４丁目１番１号
フリーダイヤル　0120－881－992

ホームページアドレス
http://www.shinkin.co.jp/nanshin/

みんななかよし  親近  ハートフル  なんしん

環境に配慮した大豆インキを使用しています。

あなたの街のふれあいバンク。

南郷信用金庫


